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午前 ９時００分 開会  

（出席議員 １３名） 

────────────────── 

◎開 会 宣 告 ・ 開 議 宣 告 

○議長（中澤良隆君） 御出席、誠に御苦労さま

に存じます。 

 ただいまの出席議員は１３名でございます。 

 これより、令和７年第２回上富良野町議会定例

会を開会いたします。 

 開会に先立ち、私から第２回定例会の開会に当

たり、一言御挨拶を申し上げます。 

 長年の懸案事業でありました議会中継を本日、

令和７年６月１８日より実施することといたしま

した。 

 平成２０年に上富良野町の最高規範である自治

基本条例が制定され、その中で、町民がまちづく

りの主役であることが明確に位置づけられるとと

もに、まちづくりに関する情報は、町、議会そし

て町民の皆さんが等しく共有することとなりまし

た。 

 この間、議会では、開かれた議会を目指し、議

会活性化計画に基づき、町民の皆さんと情報を共

有するため、議会中継の実現を目指してまいりま

した。 

 このたび、町理事者を初めとする関係者の御理

解の下、今定例会から議会の様子を配信すること

といたした次第であります。 

 必要最小限の機材等での中継となりましたの

で、見づらい点、聞きづらい点など多々不備な点

があるかもしれませんが、今後改善を進めなが

ら、より充実した議会中継になるよう努力してま

いります。 

 また、私たち議員においては、質問力など不十

分の点があると思います。さらに、私自身の議会

運営にも問題や課題が生ずることが予想されると

ころですが、常に前向きに努力していく所存であ

ります。 

 議会中継を視聴され、お気づきの点等がござい

ましたら、忌憚のない御意見をいただければ幸い

に存じます。 

 これからも自治基本条例にのっとり、町民の皆

さんがまちづくりの主役であることを念頭に置

き、安心して生活できる町、住んでいてよかっ

た、住み続けたいと思える町の実現に向かって、

議員一丸となって努めてまいりますので、御支

援・御協力を賜りますようお願い申し上げ、挨拶

といたします。 

 次に、町長より発言の申し出がありますので、

これを許可します。 

 町長、斉藤繁君。 

○町長（斉藤 繁君） 議長の許可を得まして、

発言する機会を与えていただき誠にありがとうご

ざいます。 

 ３月の定例会以降、各種報道にもありました後

援会の花輪の件について、町民の皆様を初め多く

の方々に大変御心配をおかけいたしました。この

件につきましては、私としても勉強不足をおわび

して、今後はこのようなことがないよう、後援会

とは認識を共にしてまいりたいと思います。 

 また、今後も町民の皆様の不安を払拭するよう

一層努力してまいります。大変御心配をおかけい

たしました。 

○議長（中澤良隆君） これより、本日の会議を

開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付し

たとおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告 

○議長（中澤良隆君） 日程に入るに先立ち、議

会運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（谷口裕二君） 御報告申し上げま

す。 

 本定例会は６月１３日に告示され、同日、議案

等の配付を行い、その内容につきましては、お手

元に配付の議事日程のとおりであります。 

 監査委員から監査・例月現金出納検査結果報

告、町長から法人の経営状況報告、議会運営委員

長及び総務産建常任委員長、厚生文教常任委員長

から、委員会所管事務調査報告がありました。 

 町長から本定例会までの主要な事項について、

行政報告の発言の申出があり、その資料として、

行政報告とともに、令和７年度建設工事発注状況

を配付しましたので参考に願います。 

 本定例会までの議会の主要な行事は、お手元に

配付の議会の動向のとおりであります。 

 なお、本定例会の説明員につきましては、町長

以下、関係者の出席を求め、別紙配付のとおり出

席しております。 

 以上であります。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもって、議会運営

等諸般の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（中澤良隆君） 日程第１ 会議録署名議

員の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定

により、議長において、 
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    １０番 井 村 悦 丈 君 

    １１番 北 條 隆 男 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 議会運営委員長報告 

○議長（中澤良隆君） 日程第２ 議会運営委員

長報告を行います。 

 本定例会の会期日程等の議事運営に関し、審

議、決定した内容について、議会運営委員長の報

告を求めます。 

 議会運営委員長、米澤義英君。 

○議会運営委員長（米澤義英君） 報告に入る前

に、改めて議会の傍聴をいただきまして感謝申し

上げます。 

 それでは、議会運営委員会の報告をさせていた

だきます。 

 令和７年第２回定例会の議会運営等について、

審議決定した内容を御報告いたします。 

 本定例会に提出の案件は、町長から提出の議案

９件、報告案件７件、議長から提出の報告案件４

件、議員から提出の発議案件３件であります。 

 去る５月２６日、６月６日に議会運営委員会を

開き、付議事件、会期及び議事日程等の審議並び

に本定例会までに受理しました４件の陳情・要望

の取扱いについて審議いたしました。１件の陳

情・要望については、所管の常任委員会で審議

し、採択とし、意見書を発議することといたしま

した。 

 また、町の一般行政についての質問について審

議しました。 

 通告期限までに、湯川千悦子議員外８名の議員

から通告があり、質問の順序は、先例により通告

書を受理した順で、本日１８日に５名、１９日に

４名が質問を行うことといたしました。 

 質問の要旨は、本日配付のとおりであり、方法

等は、上富良野町議会会議規則及び上富良野町議

会運営に関する先例に基づいて行うことになりま

すので、活発な議論をお願いいたします。 

 これらの状況を考慮し、６月定例会の本会議の

会期については、提出案件の状況などを検討した

結果、本日から６月１９日までの２日間と決定い

たしました。 

 以上、議会運営委員会での審議結果を御報告申

し上げましたが、本定例会の議事運営が円滑に行

われますよう、よろしくお願い申し上げ、報告と

いたします。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもって、議会運営

委員長報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第３ 会期の決定について 

○議長（中澤良隆君） 日程第３ 会期の決定に

ついてを議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から６月１９日までの

２日間といたしたいと思います。これに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から６月１９日までの２

日間と決定いたしました。 

────────────────── 

◎日程第４ 行政報告 

○議長（中澤良隆君） 日程第４ 行政報告を行

います。 

 本定例会までの主な行政執行の経過について、

町長から報告の申出がありますので、発言を許し

ます。 

 町長、斉藤繁君。 

○町長（斉藤 繁君） 議員各位におかれまして

は、公私共に何かとご多用のところ、第２回定例

町議会に御出席いただき、誠にありがとうござい

ます。 

 それでは、３月定例町議会以降における町政執

行の概要について報告させていただきます。 

 初めに、本年度４月からの執行体制についてで

ありますが、職員数については、昨年度中の退職者１

４名の欠員に対して、保健師１名、看護師４名、

栄養士１名、一般事務職等４名の採用を行い、昨

年度当初から４名減の１９０名による執行体制と

したところであります。 

 今後とも町民の皆様との協働のまちづくりを進

めるため、必要な組織体制の見直しを加えなが

ら、業務の円滑な推進と体制の強化を図り、一層

信頼される組織となるよう取り組んでまいりま

す。 

 次に、国の栄典関係についてでありますが、４

月２９日発令の春の叙勲において、地方自治功労

として村上和子氏が旭日双光章を、危険業務従事

者の防衛功労として４名が瑞宝単光章を受賞され

たところであります。 

 また、５月１日発令の功労者叙勲において、梨

澤節三氏が瑞宝双光章を受賞されたところであり

ます。改めて、これまでの功績に心から敬意を表

しますとともに、ますますの御活躍・御健勝をお

祈り申し上げるところであります。 

 次に、自衛隊関係についてでありますが、５月２４日

に北部方面後方支援隊創隊記念行事に参加したほ

か、６月１日に上富良野駐屯地が創立７０周年を
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迎えたことに伴い、記念行事に出席するととも

に、富良野地方自衛隊協力会と上富良野駐屯地が

共同して市中観閲行進を開催するなど、多くの町

民の皆様と喜びを共にしたところであります。 

 また、各部隊行事、協力団体行事につきまして

も参加したところであり、今後におきましても自

衛隊との連携及び共生を図ってまいります。 

 次に、基地対策関係についてでありますが、上

富良野町基地対策協議会により、６月１２日に防

衛施設周辺整備対策に関する要望を上富良野駐屯

地に行ってきたところであります。 

 次に、令和６年度ふるさと納税事務の実績につ

いてでありますが、件数で１万９,２０６件、金額

にして約４億４,５００万円の御寄附があったとこ

ろであります。商品代金や配送料、取扱委託料な

ど必要経費の約２億３,６００万円を差し引いた金

額は２億９００万円となり、今後の事業に備えた

基金への積立てを行うとともに、事務事業の円滑

な遂行に向け、適切に歳出化を図ってまいりま

す。 

 今後におきましても、本事業を通じ、上富良野

のブランドの知名度、魅力向上を図っていくとと

もに、自主財源の確保に努めてまいります。 

 次に、令和７年度ふるさと納税事務における返

礼品サイト掲載の寄附募集額誤りに関する件につ

いてでありますが、本年５月３０日より寄附募集

を開始しました北海道上富良野産ゆめぴりか２０

キロにつきまして、本来設定すべき価格より著し

く低い寄附額で掲載されていたことが６月２日に

判明いたしました。 

 ふるさと納税返礼品につきましては、寄附額の

３割を超える返礼品を提供することは固く禁じら

れており、今回寄附頂いた額では返礼品を提供す

ることができないことから、大変恐縮ではありま

すが、対象となる寄附募集につきましては全て

キャンセルとし、現在、各寄附者の方々へ個別に

連絡をし、返金等の対応を進めているところであ

ります。 

 今回の原因は、返礼品事業者が適正に設定して

いた価格を中間事業者が誤って著しく安価に設定

したことにより、各サイトに掲載された寄附募集

額も連動し、誤った低い額になったものでありま

す。 

 ふるさと納税を通じて、本町に多大な応援をい

ただいている中で、このような形で多くの方々に

多大な御迷惑をおかけしたことを心より深くおわ

び申し上げます。 

 今後は、同様の事態が発生しないよう町を含

め、各事業者間の連携を一層強化し、信頼される

制度となるよう努力してまいります。 

 また、本事業を通じ、上富良野ブランドの知名

度、魅力向上、そして自主財源の確保に努めてま

いります。 

 次に、地域おこし協力隊員についてであります

が、４月１日付で特産農産物支援員１名、５月１

日付で観光推進員１名の計２名を採用し、昨年度

から引き続き任用した１０名と合わせて、１２名

の地域おこし協力隊員に活動していただいている

ところであります。 

 また、今年度から活用しております地域おこし

プロジェクトマネジャー制度については、４月１

２日付で１名、５月１日付で１名を任用し、活動

していただいているところであります。 

 今後におきましても、地域の課題解決に向け、

地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネ

ジャー制度の活用を行ってまいります。 

 次に、町税等の収納状況についてであります

が、納税相談や滞納者に対する督促、差押え等を

行い、徴収に努めてまいりました。これらによ

り、令和６年度の収納率は、滞納繰越分を含め、

町税で、前年比０.３％増の９８.３％、国保税で０.

４％増の９９.４％と、一定の水準を確保できたと

ころであり、滞納繰越金は、町税で１,６７６万

６,０００円、国保税で１３２万３,０００円と

なっております。 

 今後も、納期内納税の啓発と収納率の向上に努

めてまいります。 

 また、国民健康保険未就学児、学生均等割減免

につきましては２１８名が対象となり、国の軽減

額が５７万４,０００円、町の減免額が４７３万円

となっております。 

 次に、犯罪被害者等支援に係る警察との協定調

印についてでありますが、犯罪被害者等を社会全

体で支えるため、上富良野町犯罪被害者等支援条

例を令和７年４月１日に施行し、犯罪被害者やそ

の家族へ必要な支援が円滑に実施されるよう、町

と警察とが相互に緊密な連携を図るため、北海道

警察富良野警察署と、犯罪被害者等支援の連携・

協力に関する協定書を４月１６日に締結いたしま

した。 

 今後も警察と生活安全に関する情報交換を行

い、安全で安心して暮らすことができる地域社会

を目指し、施策を進めてまいります。 

 次に、国外交流、カムローズ市友好都市提携に

ついてでありますが、令和７年５月３日にカム

ローズ日本友の会、マックス元副会長の来庁に併

せて、行政及び町議会並びに元国内外交流協会の

関係者が出席し、カムローズ市友好提携に関する
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会議を開催いたしました。 

 カムローズ市における市民活動団体の人材及び

活動体制並びに行政の関わり方について意見交換

を実施し、カムローズ市における市民活動団体の

現状把握とともに、行政の活動支援の関係性につ

いて確認を行ったところであります。 

 マックス元副会長により、カムローズ市の行政

による提携盟約の継続に対する考えについては、

市側に直接確認するよう御意見をいただいたこと

から、５月７日に現在のカムローズ市長であるス

タスコ市長に対し、本町における活動団体の情報

提供と、今後のカムローズ市行政及び市議会の組

織としての意向について確認していただくよう依

頼したところであります。 

 今後におきましては、カムローズ市行政及び市

議会からの回答を受けて、友好都市提携の活動継

続の可能性について検討を進めるとともに、先例

により、４０周年の期日となる令和７年９月５日

をめどに、今後の交流の可否について意思決定を

行ってまいります。 

 次に、農作物の生育状況についてであります

が、本年は雪解けが早く、早期の営農開始が期待

されましたが、４月の低温及び降雨により、現在

のところ水稲においては例年どおりであります

が、畑作で約３日から８日ほどの遅れで、播種が

行われているところであります。引き続き生育状

況を注意しつつ、農業関係機関相互の連携を図

り、農業者の皆様とともに豊穣の秋が迎えられる

ことを期待しております。 

 次に、建設産業安全大会についてであります

が、建設工事の繁忙期を迎えるに当たって、４月

２１日に、建設業協会と商工会、工業部会の共催

により、建設事業従事者約１００名が集い、開催

され、交通事故や労働災害の防止を参加者全員よ

り確認し、無事故を誓ったところであります。 

 次に、道路、治水、砂防関係についてでありま

すが、４月２２日には、北海道道路整備促進協

会、北海道治水砂防海岸事業促進同盟及び北海道

防災協会への通常総会に、４月２３日には、北海

道道路利用者会議令和７年度定期総会へ出席し、

道路、治水、砂防事業の拡充及び促進を図るため

の活動を行ったところであります。 

 また、５月１３日には、全国道路利用者会議第７７

回定期総会へ出席し、５月１４日には、道路整備

促進規制同盟会全国協議会第４６回通常総会「命

と暮らしを守る道づくり全国大会」、道路整備に

係る中央要請活動に参加してきたところでありま

す。 

 次に、上富良野高校への入学状況であります

が、今春の新入学者数は、地元の中学卒業生１６

名を含む２１名となり、全校生徒は６９名となっ

たところであります。 

 また、特色ある学校づくりの一環として、令和

２年度から導入している学校給食については、全

校生徒６９名中６０名の生徒が利用され、好評を

得ているところであり、次年度の入学者の確保に

向け、上富良野高等学校教育振興会補助を初め、

魅力ある学校づくりの支援を引き続き進めてまい

ります。 

 次に、児童生徒の部活動等における活躍状況に

ついてでありますが、３月に開催されたＪＯＣ

ジュニアオリンピックカップ２０２５、全日本

ジュニアスキー選手権大会に山川岳さん、佐藤宏

哉さん、松下湊さんが出場されました。このほか

にも全道大会等に児童生徒が出場されているとこ

ろであり、今後におきましても、本町の子どもた

ちが各方面で活躍していただくことを期待するも

のであります。 

 次に、町立病院改築整備事業についてでありま

すが、本体工事が完了し、建物が３月に町へ引き

渡され、４月１２日に竣工式を挙行し、式後の内

覧会では約７００名の方々にお越しいただいたと

ころであります。５月からは新病院での診療等が

開始され、今後におきましても、町民の皆様が地

域で安心して暮らし続けられるよう、地域医療の

基幹的施設として運営してまいります。 

 最後に、建設工事の発注状況についてでありま

すが、本年度入札執行した建設工事は、６月１６

日現在、件数で１７件、事業費総額で３億９９１

万４,０００円となっております。 

 また、本年度発注予定の建設工事は４８件、そ

の情報については、４月１日付で公表したところ

であります。 

 なお、お手元に令和７年度建設工事発注状況を

配付しておりますので、後ほど御高覧いただきた

く存じます。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもって、行政報告

を終わります。 

 だんだん暑くなってまいりましたので、上着を

取っていただいて結構です。 

────────────────── 

◎日程第５ 報告第１号 

○議長（中澤良隆君） 日程第５ 報告第１号監

査・例月現金出納検査結果報告について、監査委

員より報告を求めます。 

 代表監査委員、中田繁利君。 

○代表監査委員（中田繁利君） 監査・例月現金

出納検査について御報告いたします。 
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 概要のみ申し上げますので、御了承賜りたいと

思います。 

 初めに、定期監査の結果について御報告いたし

ます。 

 １ページを御覧ください。 

 地方自治法第１９９条第４項の規定により、定

期監査を執行しましたので、同条第９項の規定に

より、その結果を報告いたします。 

 定期監査の概要ですが、町立病院貯蔵品検査に

ついて、令和７年４月１８日に町立病院の棚卸し

を監査の対象として、令和６年度末に係る貯蔵品

調書等関係諸帳簿を閲覧するとともに、貯蔵品の

実地検査を行いました。 

 検査の結果、棚卸しは、おおむね適正に執行さ

れていると認められました。 

 次に、２ページを御覧ください。 

 車両検査について、令和７年５月２７日に公用

車両８９台の整備及び管理の状況を監査の対象と

して実地検査を行いました。 

 検査の結果、公用車両の整備及び管理の状況

は、おおむね良好であると認められました。 

 次に、３ページから１９ページの例月現金出納

検査の結果について御報告申し上げます。 

 地方自治法第２３５条の２第１項の規定によ

り、例月現金出納検査を執行しましたので、同条

第３項の規定により、その結果を報告いたしま

す。 

 令和６年度会計の令和７年２月分から４月分及

び令和７年度会計の令和７年４月分について、検

査の概要及び検査結果を一括して御報告いたしま

す。 

 例月現金出納検査を別紙報告書のとおり執行

し、各会計の出納の収支状況は別紙資料に示すと

おりであり、現金は適正に保管されていることを

認めました。 

 なお、資料につきましては、御高覧いただいた

ものと存じ、説明を省略させていただきます。 

 また、税の収納状況につきましては、令和６年

度分を２０ページに、令和７年度分を２１ページ

に添付していますので、参考にしていただきたい

と思います。 

 以上で、監査・例月現金出納検査の御報告とい

たします。 

○議長（中澤良隆君） ただいまの報告に対し、

御質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御質疑がなければ、これ

をもって、報告第１号監査・例月現金出納検査結

果報告についてを終わります。 

────────────────── 

◎日程第６ 報告第２号 

○議長（中澤良隆君） 日程第６ 報告第２号委

員会所管事務調査報告について、報告を求めま

す。 

 議会運営委員長、米澤義英君。 

○議会運営委員長（米澤義英君） ただいま上程

されました報告第２号委員会所管事務調査報告に

ついて御報告申し上げます。 

 １ページを御覧ください。 

 議会運営委員会所管事務調査報告書。 

 本委員会の所管事務調査として、会議規則第７

５条の規定により閉会中の継続調査として申し出

した次の調査事件について、調査の経過及び結果

を会議規則第７７条の規定より報告する。 

 令和７年 6 月６日。上富良野町議会議長、中澤良

隆様。 

 議会運営委員会委員長、米澤義英。 

 この後については、一部抜粋しながら御報告さ

せていただきます。 

 調査件名として、議会の会期日程、議会運営に

関する事項及び議長の諮問に関する事項につい

て、議会活性化について調査を行いました。 

 この間、令和５年度から令和７年度まで１９回

の調査を行い、議長の諮問である議会活性化につ

いて調査を行ったところであります。 

 次に、活性化計画の策定についてであります。 

 この間、優先項目を決めて取組を推進し、各年

次の推進に応じ必要な見直しを行うことといたし

ました。 

 次に、議会活性化の取組についてであります。 

 議員定数と議会中継について調査を進めまし

た。 議会中継については、町民の身近で開かれ

た議会を目指して取り組んでいます。 

 この間、議会中継を試行的に行いながら、議会

の映像配信をする規定をつくり、この６月議会で

実施することになりました。 

 次に、議員定数と議員報酬の問題であります

が、議員定数と議員報酬については、調査特別委

員会を設置して調査を行ってきました。 

 この間、議員定数の適正化について、令和７年

３月３日に調査報告を行いました。その結果、議

員定数については、この６月定例議会で活発な議

論が行われると思っております。 

 次に、議員報酬については、調査報告書の内容

が審議会等において生かされることを期待するも

のであります。 

 まとめとして、議会活性化や議会活動は終わり

なき課題だと考えております。常に町民の皆さん
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と議会が一体となり、多様な意見やアイデアを出

しながら、地方分権ににふさわしい議会の存在意

義の向上に努めてまいりたいと考えています。 

 さらに議会活性化を一層進めていく考えを報告

して、以下、御高覧いただいているものと思いま

すので、報告とさせていただきます。 

○議長（中澤良隆君） ただいまの報告に対し、

御質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御質疑がなければ、これ

をもって報告第２号委員会所管事務調査報告につ

いてを終わります。 

────────────────── 

◎日程第７ 報告第３号 

○議長（中澤良隆君） 日程第７ 報告第３号委

員会所管事務調査報告について、報告を求めま

す。 

 総務産建常任委員会委員長、小林啓太君。 

○総務産建常任委員長（小林啓太君） ただいま

上程されました報告第３号委員会所管事務調査報

告について御報告申し上げます。 

 裏面１ページを御覧ください。 

 以下、総務産建常任委員会所管事務調査報告書

を一部抜粋しながら、主要な部分のみを朗読し、

報告に代えさせていただきます。 

 総務産建常任委員会所管事務調査報告書。 

 本委員会の所管事務調査として、会議規則第７

５条の規定により、閉会中の継続調査に付託され

た事件について、調査の経過及び結果を会議規則

第７７条の規定により報告する。 

 令和７年６月５日。上富良野町議会議長、中澤

良隆様。 

 総務産建常任委員会委員長、小林啓太。 

 調査事件名。 

 １、自衛隊と共存共栄のまちづくりについて。 

 ２、地域おこし協力隊の活用について。 

 調査の経過。 

 本委員会は、閉会中の継続調査事件名を｢自衛隊

との共存共栄のまちづくりついて」と「地域おこ

し協力隊の活用について」に決定し、令和６年１

０回、令和７年５回、計１５回にわたり委員会を

開催し、調査を行ってまいりました。 

 以下、調査の結果について報告いたします。 

 １、自衛隊の共存共栄のまちづくりについて。 

 上富良野町の現状。 

 昭和３０年、上富良野町駐屯地開庁から７０年

を迎える上富良野町では、これまでの間、官民の

枠を越えて様々な協力体制を築き上げてまいりま

した。 

 富良野地方自衛隊協力会を初め、富良野地域自

衛隊退職者雇用協議会連合会、自衛隊家族会、曹

友会、曹友後援会、各部隊の後援会、隊友会、上

富良野町基地対策協議会など多くの協力団体が組

織され、活動してきております。 

 部隊と地域との良好な関係を築いている地域と

して、上富・遠軽・都城といった言葉がよく使わ

れている事実は、それらの活動が長い期間をかけ

て成熟してきていっていることを裏づけておりま

す。 

 一方で、近年の部隊編成などにより、隊員数の

減少や町外に居を構えて通勤する勤務実態などの

部隊の在り方は、上富良野町の人口減少にも多大

な影響を及ぼしております。 

 そこで、上富良野町としても隊員にとって住み

たい、住んでいてよかったと思える町であり続け

るためには、どのようなまちづくりや関係構築が

有効であるかを調査する必要がありました。 

 調査の概要に関しては省略させていただきま

す。 

 まとめ。 

 隊員の定住率向上には、生活環境の充実と再雇

用への安心感が大きく関係していると考えられま

す。上富良野町に赴任している自衛官の多くが地

元出身者ではなく、身近に家族、親族がいない核

家族であることから、子育て世帯が安心して暮ら

せる生活環境が望まれております。有事の際に子

どもを預かってくれる機関や医療環境の充実は継

続して要望されているところであります。 

 また、先進地では、退官後に同地域で再就職で

きる安心感から持ち家率が高くなり、そのことが

あらゆる方面によい影響を及ぼしている実態を目

の当たりにしてまいりました。退官後も住み続け

られると思ってもらうためには、再雇用に対する

安心感を抱いていただく必要があります。企業と

退官自衛官をつなぐ強固な官民の連携が望まれて

おります。 

 また、当町においては、以前と比べ隊員と地域

住民との親睦事業が縮小してきてしまっているこ

とが懸念されております。これまでの間、隊員と

町民が交流する機会を通じて、多くの隊員が上富

良野で家族を持ち、定住してきた背景がありま

す。役員の高齢化などの問題もありますが、若年

層の取り込みや、また、時代に即した新たな形で

の親睦を模索していくべきであり、必要に応じて

町としてもサポートすることが望ましいと思われ

ております。 

 ２、地域おこし協力隊の活用について。 

 １、上富良野の現状。 
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 上富良野町では、平成２８年より地域おこし協

力隊制度の活用を開始し、令和６年度末までに１

６名の隊員が活動され、令和６年度末現在、１２

名の隊員が任務に当たっております。 

 活動内容としては、観光振興や地域振興、農業

分野、教育分野など、その活動の幅を広げてきて

おり、制度の活用という意味では、その実績やノ

ウハウが着実に積み重ねられてきています。 

 一方で、任務中の隊員のマネジメント、任務終

了後の町内への定住、また、さらなる制度の有効

活用に向けて様々な課題があると感じられており

ます。 

 そこで、採用から任務終了後まで協力隊制度を

有効に活用し、まちづくりにつなげている先進自

治体を調査・研究し、上富良野町の今後のさらな

る制度の有効活用策を検討する必要がございまし

た。 

 調査の概要に関しては省略させていただきま

す。 

 ４ページを御覧ください。 

 まとめ。 

 地域おこし協力隊の隊員が任期満了後も地域に

住み続け、まちづくりの一翼を担ってもらうため

には、採用の際に町と応募者の間でしっかりと合

意形成を行ってもらうための仕組みづくりが重要

であります。その上で、町としても採用の目的を

明確にし、応募者の考えを丁寧に酌み取ることが

求められます。 

 また、それを効果的に行い、任期中の取組を支

援するためにも、外部機関による運営管理も有効

であると考えます。 

 任期中の活動に関しても、活動が町民の目に触

れることで、相互理解が高まり、双方に良い関係

が生まれるきっかけになると考えております。そ

のことで隊員にも郷土愛のようなものが生まれ、

定住を決断する理由となるのではないでしょう

か。 

 任期終了後に上富良野町での就職を希望する隊

員に対しては、企業の紹介など町内での再就職を

促せる環境も必要であります。 

 また、制度を有効に活用して、町の活性化につ

なげる手段として、上富良野町での起業を志す隊

員の任用も考えられますが、同様に後継者を求め

る事業者とのマッチングなども望まれます。 

 農業分野においても、任用の際から相手のニー

ズを丁寧に酌み取るのと同時に、町で実現できる

こととできないことを正確に伝え、両者の間に認

識のそごが発生しないことが事業の継続的な運用

につながってくると考えられ、その上で、安心し

て就農できる仕組みづくりが重要であると考えま

す。 

 以上、総務産建常任委員会所管事務調査報告と

いたします。 

○議長（中澤良隆君） ただいまの報告に対し、

御質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御質疑がなければ、これ

をもって、報告第３号委員会所管事務調査報告に

ついてを終わります。 

────────────────── 

◎日程第８ 報告第４号 

○議長（中澤良隆君） 日程第８ 報告第４号委

員会所管事務調査報告について、報告を求めま

す。 

 厚生文教常任委員会委員長、荒生博一君。 

○厚生文教常任委員長（荒生博一君） ただいま

上程いただきました報告第４号委員会所管事務調

査報告について御報告申し上げます。 

 裏面１ページを御覧ください。 

 以下、厚生文教常任委員会所管事務調査報告書

を、一部抜粋しながら、その主要な部分、特にま

とめを朗読し、報告に代えさせていただきます。 

 厚生文教常任委員会所管事務調査報告書。 

 本委員会の所管事務調査として、会議規則第７

５条の規定により、閉会中の継続調査に付託され

た事件について、調査の経過及び結果を会議規則

第７７条の規定により報告する。 

 令和７年６月４日。上富良野町議会議長、中澤

良隆様。 

 厚生文教常任委員会委員長、荒生博一。 

 記。 

 調査事件名。 

 １、部活動の地域移行について。 

 ２、介護人材の確保策について。 

 調査の経過。 

 本委員会は、閉会中の継続調査事件名を「部活

動の地域移行について｣と「介護人材の確保策につ

いて」に決定し、令和６年１４回、令和７年７回

の計２１回にわたり委員会を開催し、調査を行っ

た。 

 そして、令和６年５月１４日から１７日までの

４日間、部活動の地域移行についての調査事件の

先進地調査として、長野県坂城町で行政調査を、

また、介護人材の確保策についての調査事件の先

進地調査として、長野県名川町、群馬県昭和村で

行政調査を実施した。 

 その結果を次のとおり報告する。 

 ２ページを御覧ください。 
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 １、部活動の地域移行について。 

 （１）上富良野中学校における部活動の状況及

び（２）先進地事例につきましては、既に皆様に

は御高覧いただいたものとし、朗読を省略させて

いただきます。 

 （３）まとめ。 

 部活動地域移行の実施に当たっては、効果的な

面もあるが、同様に懸念されている側面も存在す

る。 

 メリットとしては、１、種目競技の選択肢の拡

大。２、スキルを所持した外部指導者の専門的な

指導の受講。３、学校の枠を越えた交流の促進。

４、教師の業務負担の軽減。５、教師の研さん時

間確保に伴う教育の質的向上などがある。 

 デメリットとしては、１、各家庭の部活動の費

用、送迎負担の増加。２、部活動に対応した指導

者、活動場所の確保の難しさ。３、外部指導者の

生徒との接し方、指導方法や内容によるトラブ

ル。４、地方自治体の財政負担、外部指導者への

報酬や送迎バスなどがある。 

 公立中学校の部活動の地域移行をめぐっては、

スポーツ庁と文化庁の有識者会議が令和６年１２

月に開催され、部活動改革はこれまで、２０２３

年から２０２５年度を改革推進期間と位置づけ、

全国のモデル校が休日を中心に部活動を地域に広

げる実証事業に取り組んできた。 

 これを受け、中間報告案では、２０２６年から２０

３１年度を改革実行期間とし、平日の地域クラブ

化も推進する方向性が示された。 

 また、これまで「地域移行」としてきた名称

は、学校で運営されてきた活動を地域全体で支え

る趣旨から「地域展開」に変更する案が示され

た。 

 このようにモデルケースが少ないことや制度を

構築できる人材はそう多くないことから、全国的

に部活動の地域移行が進んでいないのが現状であ

る。 

 しかしながら、来年度からの改革実行期間に向

け、人口１万人を切った我が町においても、受益

者負担と公的負担とのバランスを含めた費用負担

の在り方、専門部所や総括コーディネーターの配

置、複数の自治体による広域連携の取組、民間事

業者への委託など、学校、保護者、自治体、地域

関係団体といった幅広い関係者が連携・協働しな

がら一体となって取り組む必要がある。 

 中学生にとってかけがえのない３年間を未来へ

つなげるために、部活動を通じて文化・スポーツ

活動に親しんできた子どもたちの活動が継続され

るよう期待する。 

 ４ページに入ります。 

 ２、介護人材の確保策について。 

 （１）上富良野町の特別養護老人ホームラベン

ダーハイツの介護人材の確保策の現状と課題及び

（２）先進地事例につきましては、さきに御高覧

いただいたものとし、朗読を省略いたします。 

 （３）まとめ。 

 特別養護老人ホームラベンダーハイツを初め、

我が町の介護保険事業所においても昨今の介護人

材不足は問題となっており、近年、介護職の離職

率は、介護協会における現場での改善や国の施策

などによって若干減少傾向にある。 

 しかし、慢性的な人手不足や介護業務での身体

的・精神的な負担の大きさから離職する介護職員

は後を絶たない。 

 介護人材を確保するためには、評価制度の明確

化や教育体制の充実、施設内の円滑なコミュニ

ケーション、理念の共有、ライフステージの変化

への備えといったスムーズな対応が求められる。 

 そして、重要なのは、介護人材確保だけでな

く、その人材を長期間定着させるための環境づく

りである。 

 先進地では、給与面での様々な手当の支給や休

暇制度の充実、また、ストレスや疲れを緩和する

ためのスポーツジムなどへの無料利用を初め、介

護事例に寄り添ったホスピタリティの充実がなさ

れていた。 

 本年度は、いわゆる２０２５年問題の年とし

て、人口ボリュームが大きい団塊の世代が後期高

齢者になるため、介護ニーズが一段と高まること

は確実であり、介護人材の需要がさらに増大する

ことが見込まれる。 

 将来に向けては、旧態依然とした介護職員等の

募集を改め、多角的なアプローチを行うことが急

務であり、外国人人材の受入れの検討や労働環境

の改善、介護ロボットの導入など、働きやすい職

場づくりを提供することがより一層求められるも

のと考え、今後の介護ニーズの高まりに備え、

しっかりと対応し、十分な人材確保に努められる

ことを期待する。 

 次ページの厚生文教常任委員会の所管事務調査

の経過につきましては、後ほど御高覧いただきた

く存じます。 

 以上、厚生文教常任委員会所管事務調査報告と

いたします。 

○議長（中澤良隆君） ただいまの報告に対し、

御質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御質疑がなければ、これ
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をもって、報告第４号委員会所管事務調査報告に

ついてを終わります。 

────────────────── 

◎日程第 ９ 報告第５号 

 日程第１０ 報告第６号 

○議長（中澤良隆君） 日程第９ 報告第５号専

決処分の報告について（上富良野町税条例等の一

部を改正する条例）、日程第１０ 報告第６号専

決処分の報告について（上富良野町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例）を議題といたしま

す。 

 関連がありますので、一括して提出者から報告

を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（安川伸治君） ただいま上程い

ただきました報告第５号専決処分の報告について

（上富良野町税条例等の一部を改正する条例）、

報告第６号専決処分の報告について（上富良野町

国民健康保険税条例の一部を改正する条例）につ

いて御説明申し上げます。 

 国の令和７年度税制改正関連法案の成立が令和

７年３月末になることから、３月定例議会におき

まして、上富良野町税条例等及び上富良野町国民

健康保険税条例の一部を改正する条例につきまし

て、町長の専決処分事項として議決をいただきま

した。 

 今年度の税制改正関連法案は、令和７年３月３

１日に可決成立し、同日に交付され、原則として

同年４月１日から施行されることに伴い、４月１

日に上富良野町税条例等の一部を改正する条例及

び上富良野町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例について、専決処分をしましたので御報告

申し上げます。 

 まず、報告第５号専決処分の報告について（上

富良野町税条例等の一部を改正する条例）につき

まして、御説明申し上げます。 

 報告第５号を御覧ください。 

 令和７年度の税制改正におきましては、物価上

昇の局面における税負担の調整及び就業調整対策

の観点から、賃上げと投資が牽引する成長型経済

への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応

することを目的に、個人住民税の給与所得控除の

見直しや資産課税の標準課税特例措置の延長など

を行うほか、所要の改正を行うものであります。

その主な改正点を御説明申し上げます。 

 １点目、個人住民税については、一つ目は、令

和７年度給与所得控除の最低保障額について、現

行の「５５万円」から「６５万円」に、保障額の

引上げを実施するものです。 

 二つ目は、所得税と同様に、特定扶養控除に関

して、控除対象となる大学生年代の子などの所得

要件を拡大するとともに、一定の所得を超えた場

合でも親などが受けられる控除の額が段階的に低

減する特定親族特別控除の仕組みを新設するもの

であります。 

 三つ目は、所得税と同様に、扶養親族及び同一

生計配偶者の合計所得金額に係る要件について、

現行の「４８万円」から「５８万円」に引上げを

実施するものであります。 

 ２点目は、固定資産税につきまして、生産性向

上や賃上げに資する中小企業の設備投資に係る特

例措置の拡充、延長として、中小企業が先端設備

等導入計画に基づき取得した一定の機械・装置等

に係る課税標準の特例措置について、適用期限を

２年に限り延長するものであります。 

 ３点目は、軽自動車税については、二輪車の車

両区分の見直しとして、総排気量１２５cc 以下

で、最高出力を４.０キロワット、５０cc 相当以下

に制御した二輪車、新基準、原動機付自転車に係

る軽自動車税種別割の税率に年額２,０００円を追

加するものであります。 

 ４点目、たばこ税については、加熱式たばこの

課税方式について、重量のみに応じた紙巻きたば

こに換算する方式とするほか、一定の重量以下の

ものは、紙巻きたばこ１本として課税する仕組み

とする見直しを実施するものであります。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 報告第５号専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議

会において指定されている事項について、別紙の

とおり専決処分したので、同条第２項の規定によ

り報告する。 

 記。 

 処分事項。 

 上富良野町税条例等の一部を改正する条例。 

 次のページをお開き願います。 

 専決処分書。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、

議会の議決により指定された町長の専決処分事項

について、次のとおり専決処分する。 

 記。 

 上富良野町税条例等の一部を改正する条例（別

紙のとおり）。 

 令和７年４月１日。上富良野町長、斉藤繁。 

 次のページを御覧ください。 

 上富良野町税条例の一部を改正する条例。 

 上富良野町税条例（昭和２９年上富良野町条例

第１０号）の一部を次のように改正する。 
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 以下につきましては、条例の朗読を省略させて

いただき、条文を追って、その主な改正点のみ説

明させていただきますので、御了承を願います。 

 第１８条、公示送達は、掲示場以外にインター

ネットを用いる方法の定義を示した地方税法及び

省令の改正に伴い改正を行うものです。 

 第１８条の３、納税証明事項は、前条の改正に

伴い、条文の文言の整理を行い、その改正を行う

ものです。 

 第３４条の２、所得控除は、控除すべき金額に

ついて、特定親族特別控除額を追加する改正を行

うものです。 

 第３６条の２、町民税の申告及び第３６条の３

の２、個人町民税に係る給与所得の扶養親族等申

告書、第３６条の３の３、個人町民税に係る公的

年金等受給者の扶養親族等申告書については、特

定親族特別控除の新設に伴い、個人住民税申告義

務に係る規定の整備及び申告書記載事項の追加に

ついて、所要の改正を行うものであります。 

 第８２条、種別割の税率及び第８９条、種別割

の減免は、軽自動車税種別割の標準税率の区分の

見直しに伴い、税率の区分及び減免の規定を追加

する改正を行うものです。 

 第９０条、身体障がい者等に対する種別割の減

免は、マイナ免許証免許情報記録個人番号カード

の運用開始に伴い、減免申請時に運転免許証の提

示義務に係る規定の整備を行うものであります。 

 次のページをお開き願います。 

 附則第１０条の２、法附則第１５条第２項第１

号等の条例で定める割合については、固定資産税

の課税標準の特例に関する法改正に伴い、項ずれ

の反映を改正するものであります。 

 附則第１０条の３、新築住宅に対する固定資産

税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべ

き申告については、特定マンションに係る特例に

ついて、申告書の提出がない場合でも一定の要件

に該当すると認められる場合には、特例を適用で

きる規定を追加するものであり、併せて項のずれ

を反映する改正を行うものであります。 

 附則第１６条２の２、加熱式たばこに係るたば

こ税の課税標準の特例については、加熱式たばこ

の区分において、加熱式たばこから紙巻きたばこ

の本数の換算方式の法改正に伴い、たばこ税の課

税標準に特例を追加する改正を行うものでありま

す。 

 次のページを御覧ください。 

 附則第１条は、施行期日について定めるもの

で、令和７年４月１日から施行するものです。た

だし、施行期日を別に定めている項目について

は、当該各号に定める日から施行するよう定める

規定となっております。 

 第２条は、公示送達に関する経過措置について

定めるものです。 

 第３条は、町民税に関する経過措置として定め

るものです。 

 次のページをお開き願います。 

 第４条は、固定資産税に関する経過措置につい

て定めるものです。 

 第５条は、軽自動車税に関する経過措置につい

て定めるものです。 

 第６条は、たばこ税に関する経過措置について

定めるものです。 

 次に、報告第６号専決処分の報告について（上

富良野町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例）につきまして御説明申し上げます。 

 報告第６号を御覧ください。 

 国では、持続可能な社会保障制度を構築するた

め、保険者間の保険税の負担の公平性の確保及び

経済動向を考慮した中・低所得層の保険税負担の

見直しにより、地方税法施行令が改正されたこと

に伴い、所要の改正を行うものであり、その主な

改正点を御説明申し上げます。 

 １点目は、国民健康保険税に係る課税限度額に

おいて、医療分の課税限度額を現行の「６５万

円」から「６６万円」に、支援分の課税限度額を

現行の「２４万円」から「２６万円」に引き上げ

ることができるよう改正するものであります。 

 ２点目は、減額措置に係る軽減判定所得の基準

額について、５割の軽減対象となる世帯の所得の

基準額を現行の「２９万５,０００円」から「３０

万５,０００円」に、２割の軽減対象となる世帯の

所得の基準額を現行の「５４万５,０００円」から

「５６万円」に引き上げるものであります。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 報告第６号専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議

会において指定されている事項について、別紙の

とおり専決処分したので、同条第２項の規定によ

り報告する。 

 記。 

 処分事項。 

 上富良野町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例。 

 次のページをお開き願います。 

 専決処分書。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定に基づき、

議会の議決により指定された町長の専決処分事項

について、次のとおり専決処分する。 
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 記。 

 上富良野町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例（別紙のとおり）。 

 令和７年４月１日。上富良野町長、斉藤繁。 

 次のページを御覧願います。 

 上富良野町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例。 

 上富良野町国民健康保険税条例（昭和３１年上

富良野町条例第７号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第２項、ただし書中「６５万円」を「６

６万円」に改め、同条第３項、ただし書き中「２

４万円」を「２６万円」に改める。 

 第２３条第１項中「６５万円」を「６６万円」

に、「２４万円」を「２６万円」に改め、同項第

２号中「２９万５,０００円」を「３０万５,００

０円」に改め、同項第３号中「５４万５,０００

円」を「５６万円」に改める。 

 附則。 

 施行期日。 

 １、この条例は、令和７年４月１日から施行す

る。 

 経過措置。 

 ２、この条例による改正後の上富良野町国民健

康保険条例の規定は、令和７年度以降の年度分の

国民健康保険税条例に適用し、令和６年分までの

国民健康保険税については、なお従前の例によ

る。 

 以上をもちまして、報告第５号専決処分の報告

について（上富良野町税条例等の一部を改正する

条例）、報告第６号専決処分の報告について（上

富良野町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例）についての報告とさせていただきます。 

○議長（中澤良隆君） これより、報告第５号及

び報告第６号について、質疑があれば賜ります。 

 まずは、報告第５号について、質疑がある方、

お受けいたします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 次に、報告第６号につい

て、御質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御質疑がなければ、これ

をもって報告第５号専決処分の報告について（上

富良野町税条例等の一部を改正する条例）及び報

告第６号専決処分の報告について（上富良野町国

民健康保険税条例の一部を改正する条例）の報告

を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１１ 報告第７号 

○議長（中澤良隆君） 日程第１１ 報告第７号

専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額

を定めることについて）報告を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（武山義枝君） ただい

ま上程いただきました報告第７号専決処分の報告

について（交通事故に係る和解及び損害賠償の額

を定めることについて）御説明申し上げます。 

 このたびラベンダーハイツ職員が運転する公用

車で交通事故が発生し、令和７年３月２１日に示

談が成立したことから、地方自治法第１８０条第

１項の規定により専決処分を行い、速やかに損害

賠償を行ったものであります。 

 本件の発生状況につきましては、令和６年１２

月２７日金曜日午前９時頃、ラベンダーハイツ職

員がデイサービスセンター利用者を迎えに行くた

め、西２線北３１号付近を走行中、利用者宅へ向

かう道路へ右折のため右へハンドルを切り始めた

際に、後方から追い越しをかけていた相手方車両

と接触したものであります。 

 事故の原因につきましては、相手方車両が追い

越し中だったにもかかわらず、当方車両が右折し

ようとした後方不注意によるものです。 

 この事故の処理に当たりまして、当方の不注意

により、相手車両の運転席側ドアミラー、フロン

トバンパーに接触したことが主因であることか

ら、過失割合を町６０％、相手方４０％で、令和７年

３月２１日に示談が成立し、責任割合６０％の３４

万５,９４８円を損害賠償することで、同日、３月

２１日に専決処分を行ったところであります。 

 なお、相手方運転手にけがはなく、当方車両に

乗車していた職員にもけがはありませんでした。 

 当方公用車の修理箇所は、運転手側ドアミラー

から運転席側フロントバンパー破損で、修理金額

は１７万８,４７３円であり、相手方の損害賠償金

と自動車共済保険金により、修理は既に終了して

おります。 

 職員に対しましては、車両の運転について注意

喚起をしたところであり、今後は、さらなる再発

防止に努めてまいります。 

 このたびの交通事故発生につきまして、深くお

わび申し上げます。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 報告第７号専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議

会において指定されている事項について、次のと

おり専決処分したので、同条第２項の規定により

報告する。 

 記。 
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 処分事項。 

 和解及び損害賠償の額を定めることについて。 

 次のページを御覧ください。 

 専決処分書。 

 和解及び損害賠償の額を定めることについて、

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次に

より専決処分する。 

 令和７年３月２１日。 

 以下、損害賠償の相手方及び和解の内容につい

ては、記載のとおりであります。 

 以上で、報告第７号専決処分の報告についての

説明といたします。 

 御審議いただき、御議決くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これより、報告第７号に

ついて、御質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御質疑がなければ、これ

をもって報告第７号専決処分の報告について（和

解及び損害賠償の額を定めることについて）の報

告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１２ 報告第８号 

○議長（中澤良隆君） 日程第１２ 報告第８号

専決処分の報告について（和解及び損害賠償の額

を定めることについて）報告を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（武山義枝君） ただい

ま上程いただきました報告第８号専決処分の報告

について（交通事故に係る和解及び損害賠償の額

を定めることについて）御説明申し上げます。 

 ラベンダーハイツ職員が運転する公用車で交通

事故が発生し、令和７年３月１７日に示談が成立

したことから、地方自治法第１８０条第１項の規

定により専決処分を行い、速やかに損害賠償を

行ったものであります。 

 本件の発生状況につきましては、令和７年１月３１日

金曜日１５時２０分頃、ラベンダーハイツ職員が

東５線北２６号のショートステイ利用者を迎えに

いき、利用者宅敷地内で方向転換するスペースが

なかったため、バックで道路に出ようとしたとこ

ろ、道路手前でスリップし、敷地内に駐車してい

た相手車両のフロントバンパーに接触したもので

あります。 

 事故の原因につきましては、同日、解けた雪が

気温の低下で凍結し、アイスバーンになっていた

ことも重なり、ブレーキやハンドルが効かず、坂

でスリップをした当方の運転操作ミスによるもの

であります。 

 この事故の処理に当たりまして、当方の操作ミ

スにより接触したことが主因であることから、過

失割合を町１００％、相手方ゼロ％で、令和７年３月

１７日に示談が成立し、割合１００％の１３万１,４

５０円を損害賠償することで、同日、３月１７日

に専決処分を行ったところであります。 

 なお、相手方車両には２名が乗車しておりまし

たが、けが人はなく、当方車両に乗車していた職

員２名と利用者にもげがはありませんでした。当

方公用車の傷は小さく、修理費用は生じておりま

せん。 

 職員に対しましては、車両の運転について注意

喚起をしたところであり、今後は、さらなる再発

防止に努めてまいります。 

 このたびの交通事故発生につきまして、深くお

わび申し上げます。 

 以下、議案を朗読し、御説明申し上げます。 

 報告第８号専決処分の報告について。 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により、議

会において指定されている事項について、次のと

おり専決処分したので、同条第２項の規定により

報告する。 

 記。 

 処分事項。 

 和解及び損害賠償の額を定めることについて。 

 次のページを御覧ください。 

 専決処分書。 

 和解及び損害賠償の額を定めることについて、

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次の

とおり専決処分する。 

 令和７年３月１７日。上富良野町長、斉藤繁。 

 以下、損害賠償の相手方及び和解の内容につい

ては、記載のとおりであります。 

 以上で、報告第８号専決処分の報告についての

御説明といたします。 

 御審議いただき、御議決くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これより、報告第８号に

ついて、御質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御質疑がなければ、これ

をもって、報告第８号専決処分の報告について

（和解及び損害賠償の額を定めることについて）

の報告を終わります。 

────────────────── 

◎日程第１３ 報告第 ９号 

◎日程第１４ 報告第１０号 

○議長（中澤良隆君） 日程第１３ 報告第９号

令和６年度上富良野町一般会計繰越明許費繰越計
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算書の報告について、日程第１４ 報告第１０号

令和６年度上富良野町一般会計事故繰越し繰越計

算書の報告についてを議題といたします。 

 関連がありますので、一括して提出者から報告

を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（上村正人君） ただいま上程いただ

きました報告第９号令和６年度上富良野町一般会

計繰越明許費繰越計算書の報告について、報告第

１０号令和６年度上富良野町一般会計事故繰越し

繰越計算書の報告について、一括して概要を御説

明申し上げます。 

 報告第９号を御覧ください。 

 報告第９号令和６年度上富良野町一般会計繰越

明許費繰越計算書の報告について。 

 地方自治法第２１３条第１項の規定により、令

和６年度上富良野町一般会計歳出予算の経費を別

紙繰越計算書のとおり繰り越したので、地方自治

法施行令第１４６条第２項の規定により報告す

る。 

 次のページの繰越明許費繰越計算書を御覧くだ

さい。 

 記載の全６事業につきましては、それぞれ令和

６年度の一般会計補正予算（第１０号）及び（第

１２号）として上程し、所要の補正及び事業完了

が翌年度となることから、繰越明許費の設定を議

決いただいたところでございます。 

 まず、ナンバー１の戸籍への氏名の振り仮名の

法制化事業につきましては、戸籍法の改正に伴う

国の補助金を活用し行う戸籍への氏名振り仮名の

法制化事業の経費となってございます。 

 限度額を設定いたしました３６２万５,０００円

を全額、令和７年度会計へ繰り越したものでござ

います。 

 次に、国の令和６年度補正予算を活用して実施

するナンバー２の価格高騰緊急対策生活支援事

業、低所得者世帯給付金、こちらは、限度額の５,

０３８万１,０００円のうち４,２０８万３,０００

円を令和７年度会計へ繰り越しし、ナンバー３の

価格高騰緊急対策生活支援事業、子ども加算分

は、限度額の２６３万５,０００円のうち２,００

０円を、また、ナンバー５のプレミアム付商品券

発行事業負担は、限度額の３,３００万円のうち

１,０００万円を令和７年度会計へ繰り越したもの

でございます。 

 次のナンバー４の上富良野地区道営農村地域防

災・減災事業、国の補正予算は、設定した限度額

１,８００万円を全額、令和７年度会計へ繰り越し

たものでございます。 

 また、ナンバー６の上富良野小学校整備につき

ましては、国の補助金を活用して、除湿設備設置

に係る事業費となっておりまして、限度額を設定

した８,４６１万２,０００円のうち８,３７１万円

を令和７度会計へ繰り越したものでございます。 

 以上、６事業の合計１億９,２２５万３,０００

円のうち１億５,７４２万円を、地方自治法の規定

により、令和７年度会計に繰越したものでござい

ます。 

 以上、内容の説明とさせていただきます。 

 なお、事業ごとの財源内訳で、国庫支出金など

未収入特定財源につきましては、事業の完了時期

などに応じて受入手続を行ってまいります。 

 次に、報告第１０号を御覧ください。 

 報告第１０号令和６年度上富良野町一般会計事

故繰越し繰越計算書の報告について。 

 地方自治法施行令第１５０条第３項の規定によ

り、令和６年度上富良野町一般会計歳出予算の事

故繰越しについて、別紙計算書のとおり報告す

る。 

 次のページの繰越計算書を御覧ください。 

 記載の携帯電話伝送路支障移転事業につきまし

ては、北電が新設する電柱に光ファイバーを移設

する事業となっておりますが、資材の調達が間に

合わないことから、電柱の新設が令和６年度内に

完了できないことが判明したことから、このたび

の令和６年度会計決算期を迎えた際に、予算で設

定しておりました事業費５２万８,０００円を全

額、令和７年度会計へ繰り越しましたので、地方

自治法施行令第１５０条第３項の規定により、そ

の内容を報告するものでございます。 

 以上をもちまして、報告第１０号令和６年度上

富良野町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告と

させていただきます。 

○議長（中澤良隆君） これより、報告第９号及

び報告第１０号について、御質疑があれば賜りま

す。 

 まず、報告第９号について質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御質疑がなければ、次

に、報告第１０号、御質疑ございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御質疑がなければ、これ

をもって報告第９号令和６年度上富良野町一般会

計繰越明許費繰越計算書の報告について及び報告

第１０号令和６年度上富良野町一般会計事故繰越

し繰越計算書の報告についてを終わります。 

────────────────── 

◎日程第１５ 報告第１１号 
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○議長（中澤良隆君） 日程第１５ 報告第１１

号法人の経営状況の報告について、報告を求めま

す。 

 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（宮下正美君） ただいま上

程いただきました報告第１１号法人の経営状況報

告につきまして、地方自治法第２４３条の３第２

項の規定に基づき、提出させていただいた株式会

社上富良野振興公社の経営状況に関する書類に

沿って、その概要を御説明申し上げます。 

 それでは、経営状況に関する書類を御覧くださ

い。 

 最初に、１ページをお開きください。 

 まず初めに、令和６年度の事業報告書でありま

すが、株主総会、取締役会、監査役会の開催状況

及び審議項目等について記載しております。 

 ２ページから３ページには、部門別報告書とし

て、振興公社が指定管理者として町から受託し、

管理運営している４施設について、それぞれの経

営、運営概要を記載しております。 

 ２ページを御覧ください。 

 最初に、吹上温泉保養センター白銀荘について

ですが、入館者数は１０万２,４４５人で、前年対

比５％の増、利用収益では１億２２万５,０２２円

で、前年対比６％増の実績となっております。 

 令和６年度は、１０月頃まではほぼ前年度並み

に推移していましたが、１１月以降は人の動きも

活発化し、平成１８年度以来、年間利用者数は１

０万人を突破し、売上げは過去１０年間で最高と

なったところであります。 

 次に、日の出公園オートキャンプ場についてで

すが、総入場者数は１万５,６７４人で、前年対比１

１％の減、有料入場者数は１万３,１０５人で、前

年対比１１％の減、利用収益では２,９２７万２,９９

２円で、３％増の実績となっております。 

 利用者数減の要因は、温暖化やコロナ禍の中、

キャンプ場が増え、現在、キャンプ離れが起き、

利用者の奪い合いが激化していると推測している

ところであります。 

 なお、料金改正により売上げは過去最高となっ

ております。 

 ３ページをお開きください。 

 次に、町営スキー場についてですが、リフト券

の総売上枚数は２,０８０枚で、前年対比２６％の

増、利用収益では６７万９,１５６円で、前年対比

２９％増の実績となっております。 

 引き続き町内在住の高校生以下の子どもたちを

リフトを無料とし、１２月２１日オープン予定で

ありましたが、雪不足のためオープンは１月６日

となりましたが、利用者数は前年対比２％増と

なったところであります。 

 最後に、日の出公園についてですが、公園の使

用料収入による利用収益は４９万７,４３５円で、

前年対比５０％増の実績となっております。 

 ラベンダーフェスタかみふらのが９日間開催さ

れ、期間中、来場者数は３万８,０００人が訪れ、

また、ブライダル撮影には２１８組の申請があ

り、観光客は毎年増えている状況にありますが、

ラベンダーなどの管理について、作業委託先の人

員不足の影響を受け、理想としている管理ができ

ていない状況となっておりました。 

 次に、令和６年度の決算報告書であります。 

 ５ページをお開きください。 

 最初に、貸借対照表について申し上げます。 

 資産の部の合計は３,５３２万３,１２４円と

なっております。 

 次に、負債の部ですが、流動負債として、合計

は６１２万９４６円であります。 

 資産の部から負債の部を差し引いた純資産の部

ですが、株主資本２,９２０万２,１７８円で、そ

の内訳は、上富良野町、ふらの農業協同組合、旭

川信用金庫、上富良野町商工会の出資による資本

金１,０００万円と、利益剰余金１,９２０万２,１

７８円となっております。 

 次に、６ページを御覧ください。 

 損益計算書について申し上げます。 

 最初に、営業収益となります売上高についてで

ありますが、利用収益と売店収益を合わせた売上

高合計は１億３,０６７万４,６０５円となってお

ります。 

 次に、営業費用であります売上原価につきまし

ては、期首商品棚卸高と当期商品仕入高の合計か

ら期末商品棚卸高を差し引いた１,４６６万６,８

３８円となります。このことから、売上総利益金

額は売上高から売上原価を差し引いた１億１,６０

０万７,７６７円となっており、さらに販売費及び

一般管理費合計を差し引いた営業損失金額は５７５

万８,３３０円となっております。 

 営業外収益としては、町からの管理委託料に当

たる受託収入を初め、受取利息、受取配当金、雑

収入を合わせ３,２０５万９,３６５円となってお

ります。 

 また、営業外費用としては、町に対し２,５００

万円の寄附を行っております。 

 以上のことから、営業損失金額５７５万８,３３０

円に営業外収益３,２０５万９,３６５円を加え、

営業外費用２,５００万円を差し引いた経常利益金

額は１３０万１,０３５円となっており、さらに法
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人税等の５８万９,４００円を差し引きまして、当

期純利益金額は７１万１,６３５円となったところ

であります。 

 ７ページには、販売費及び一般管理費内訳書、

８ページから２１ページには、参考資料として、

部門別報告書及び貸借対照表並びに損益計算書の

作成資料のほか、各施設の月別利用集計を資料と

して掲載しておりますので、参考として御高覧い

ただきたいと存じます。 

 次に、２２ページを御覧ください。 

 令和７年度の事業計画及び予算についてです

が、振興公社の経営方針については、新型コロナ

ウイルス感染症も収まり、コロナ前と同じように

観光、飲食、交通業界は盛んに動き出し、国内外

からの観光客や利用客が訪れる中、現在、少ない

人数で対応しており、状況に応じて職員を増や

し、対応していくこととしております。 

 各施設においては、白銀荘では、北の聖地とし

てとの魅力向上と再整備、日の出公園オートキャ

ンプ場では、遊びの場の充実、日の出公園スキー

場では、地域貢献と利用者増加への取組、日の出

公園ラベンダー園では、癒やし空間の整備につい

て、それぞれ取り組むことを掲げております。 

 また、各施設とも適正な売上げを見込むととも

に、費用の支出は必要最小限にとどめ、安定した

経営に努めていくことを基本方針として取り組ん

でいくこととしております。 

 ２３ページから２４ページには、令和７年度の

事業計画及び予算の基本方針に基づく各施設ごと

の入り込み見込みと予定利用利益を記載しており

ます。 

 ２３ページを御覧ください。 

 まず、白銀荘についてですが、計画入館者数を

宿泊客で７,４６４人、回数券利用者を含めた日帰

り客で８万５０人の合計８万７,５１４人とし、売

上高は７,７７５万３,０００円を見込んでおりま

す。 

 ２４ページを御覧ください。 

 次に、オートキャンプ場についてですが、計画

有料入場者数を１万２,７６４人とし、売上高は

２,７２０万６,０００円を見込んでおります。 

 次に、町営スキー場についてですが、利用券売

上げ総枚数を１,７３５枚とし、売上高は５９万２,０

００円を見込んでおります。 

 また、日の出公園につきましては、公園使用料

として２５万円の売上げを見込んだところであり

ます。 

 なお、各施設とも売上げ総利益から販売費及び

一般管理費の合計を差し引いた営業損失について

は、町からの管理委託料等において賄う予定とし

ているところであります。 

 以降、２５ページから３４ページにつきまして

は、参考資料として、予定損益計算書、販売費及

び一般管理費の内訳書につきまして、公社全体と

施設ごとに掲載をしております。 

 最後に、３５ページには、振興公社の株主名簿

を掲載しておりますので、参考に御高覧いただき

たいと存じます。 

 以上で、株式会社上富良野振興公社の経営状況

の報告といたします。 

○議長（中澤良隆君） ただいまの報告に対し、

御質疑があれば賜ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御質疑がなければ、これ

をもって、報告第１１号法人の経営状況の報告に

ついてを終わります。 

 ここで、暫時休憩といたしたいと思います。 

 再開は１０時５５分といたします。 

────────────────── 

午前１０時４２分 休憩 

午前１０時５５分 再開 

────────────────── 

○議長（中澤良隆君） 休憩に引き続き、会議を

再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第１６ 町の一般行政について質問 

○議長（中澤良隆君） 日程第１６ 町の一般行

政について質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許しま

す。 

 初めに、３番湯川千悦子君。 

○３番（湯川千悦子君） 私は、さきに通告いた

しました２項目５点について、町長に一般質問さ

せていただきます。 

 最初に、１項目め、止まらない物価高騰に対す

る町民への生活支援を行わないかです。 

 物価高騰に歯止めがかからない昨今、国からの

給付金が毎年のように実施されております。２０

２５年に支給が始まっている物価高騰対策支援給

付金もその一つです。ただ、全世帯が給付金を受

給できるわけではありません。一定の条件を満た

した方に限られているのが現状です。 

 電気料金の補助金もなくなり、主食である米の

価格の高止まり、ライフラインである各種料金の

値上がり、円高やトランプ関税の影響等により、

世界経済も混乱している状況下にあります。 

 私たちの町においても町民の生活は一段と厳し

さが増し、町民に直結する負担は大きくなるばか
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りです。 

 そこで、今後の町民に対しての生活支援策を行

うのかについて、町長のお考えを伺います。 

 一つ、今年度、町民に対しての生活支援はあり

ますか。 

 二つ目、当町を含め近隣市町村でも実施されて

いるプレミアム商品券の発行のほか、新たな物価

高騰対策を実施する考えはないのか伺います。 

 ２項目め、我が町の宿泊税への取組はです。 

 ２００２年の東京都の導入を皮切りに、日本各

地において宿泊税に関する議論が行われておりま

す。我が町の宿泊税に対する今後の考え方につい

て、さきの３月定例会において一般質問も行われ

ておりますが、その後の町としての検討結果と方

針は決定しているのか、以下の３点について伺い

ます。 

 一つ、条例の制定はいつ頃予定しているので

しょうか。 

 二つ目、実際の宿泊業者との協議はやられてい

るのでしょうか。 

 三つ目、導入したことでのメリット、デメリッ

トはどう考えておられますか。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番湯川議員の２項目の

御質問にお答えいたします。 

 まず、１項目めの物価高騰に対する生活支援策

について、２点の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の今年度の町民に対しての生活支

援策についてでありますが、現在、電気やガスな

どの光熱費にとどまらず、各種の生活必需品、食

料品の高騰が住民の皆様に大きな影響を与えてい

ることは十分認識しているところであります。 

 国においては、５月２７日に、令和７年度一般

会計予備費の使用が閣議決定され、電気・ガス料

金負担軽減事業として、７月から９月の電気・ガ

ス料金を、標準的な家庭で月１,０００円程度を引

き下げる対策を行うとの発表がされたところであ

ります。 

 また、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付

金の推奨事業メニュー分として１,０００億円が増

額され、自治体に配分するとの通知があったこと

から、現在、実施事業の検討を行っているところ

であります。 

 今後も国・道の支援策等を注視しながら、可能

な限り必要な措置を講じてまいりたいと考えてお

りますので、御理解をお願いいたします。 

 次に、２点目の新たな物価高騰対策についてで

ありますが、３月から物価高騰対応重点支援地方

創生臨時交付金を活用したプレミアム商品券事業

を５月３１日まで行ってまいりましたが、電子商

品券分、スマートフォンアプリを活用した電子マ

ネーについては、執行状況を鑑み、使用期間を８

月末まで延長したところであります。 

 今後も、国や北海道の動向を注視し、物価高騰

対策に努めるとともに、町独自の施策について

も、限られた財源を有効に活用できるよう取り組

んでまいりたいと考えておりますので、御理解を

賜りたいと思います。 

 次に、２項目めの宿泊税への取組についての３

点の御質問にお答えいたします。 

 報道等で御承知のとおり、北海道では、観光振

興や受入れ環境の整備を目的として、令和８年度

より道税としての宿泊税を導入する方針が示さ

れ、１人１泊当たり２００円、宿泊費が２万円を

超える場合は、５００円とする新税の導入に向

け、最終調整が行われていると認識しておりま

す。 

 また、大規模な宿泊事業所を有する市町村を中

心に、北海道の宿泊税導入に併せて、導入を決定

している市町村もあり、本町としても導入へ向け

た検討の必要性はあるものと考えています。 

 まず、１点目の条例制定の時期についてであり

ますが、現時点で市町村分の宿泊税導入の是非、

そして明確な導入時期を決定しているものではあ

りませんが、観光振興に係る行政経費において

は、その多くを一般財源から充当しているのが現

状であり、周辺自治体の宿泊税導入状況、あるい

は町民の皆様が旅行した際に、旅行先の市町村分

の宿泊税も負担することとなることを鑑みます

と、住民負担だけでなく、上富良野を訪れた町外

の方からも応分の御負担をいただくことが相応で

あると考えております。 

 次に、２点目の宿泊事業者との協議につきまし

ては、令和８年度より導入される北海道の宿泊税

について、北海道において随時関係者に向けた説

明が行われており、町におきましても、今後それ

に並行して、町宿泊税に関する協議を進めていき

たいと考えています。 

 次に、３点目の導入に係るメリット、デメリッ

トでありますが、まず、メリットにつきまして

は、さきに述べましたとおり、現状では、一般財

源、つまり町民負担で行っている観光振興行政に

ついて、安定的な財源の確保が図られるととも

に、観光ＰＲ、交通障害の解消、観光資源の保

全、閑散期における町民還元など、柔軟な活用に

よって、さらなる観光振興につなげることで、持

続的な循環環境を形成することができるものと考
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えております。 

 また、デメリットにつきましては、一般的に

は、新税導入によって宿泊費負担の上昇による需

要への影響や、宿泊費事業者の事務負担の増加な

どが考えられるものの、周辺自治体含め、道内自

治体の多くで導入が予定されている現状から、旅

行者の宿泊地選定の段階において不利に働く懸念

は少なく、また、先行して北海道税の徴収、納付

義務が生じることから、町税として宿泊税導入に

当たっては、殊さらに事務負担が増大することの

ない制度設計を基本に想定しています。 

 一方、一連の宿泊税導入に関しては、宿泊事業

者の皆様が大きな不安と、負担感や不公平感を抱

いていることもお聞きしているところであり、今

後も引き続き情報公開と対話を大切にしながら、

町民、事業者の皆様とともに、宿泊税の在り方に

ついて検討を深めてまいりますので、御理解を賜

りたいと存じます。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 ３番湯川千悦子君。 

○３番（湯川千悦子君） 再質問させていただき

ます。 

 １項目め、１点目に関してですが、本年度、町

民に対しての生活支援はあるのかに対して、町長

は国の負担軽減策を述べておられましたが、７月

から９月の電気・ガス料金が１,０００円程度安く

なるのはよいことだと思うのですが、その後、１

０月以降から冬場に向けての生活支援対策が大事

だと思われますが、自治体に配分されると思われ

る地方創生臨時交付金等の使い道を含めて、令和

７年度、上富良野の独自の生活支援対策は、何か

町長自身のお考えがあるか、お聞きします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番湯川議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 質問にお答えさせていただきました国の施策に

ついては、７月から９月ということで、それ以降

の冬場にかけてという話ですが、国においても、

今、参議院選挙等で、いろいろ各党が公約に掲げ

ておりますが、国の動きもどうなるか、今後、ま

だ未定の部分がかなりありますので、それら国、

そして道の動きを十分情報収集しながら、町とし

て、さらにどういうところに手当てしなければな

らないのかという検討は常にしていかなければな

らないと思っておりますが、現段階では、今年度

始まって３か月しかたっておりませんので、今後

どうなるかというのは、国、道、そして我々町と

してどうするのかというのは、今後、状況を見な

がら決定していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ３番湯川千悦子君。 

○３番（湯川千悦子君） 例えばですけれども、

国は備蓄米をどんどん放出しておりますけれど

も、いまだに私たちの手元には届いておりませ

ん。その間、町として米購入補助券を出すとか、

全町民とは言いませんけれども、せめて小学生か

ら高校生のお子さんがいる家庭を中心とした生活

支援、また、思い切った水道料金を一定時期無料

にするとか、思い切った施策をスピーディに進め

ていただけないでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番湯川議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 いろいろ、特に米は最近非常に問題になってお

りますが、それらを含めて、常にスピーディに情

報収集しながら、町民の意見も聞きながら、冬と

は言わず、夏かもしれません。それらに向けて常

に念頭に置きながら施策を打っていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ３番湯川千悦子君。 

○３番（湯川千悦子君） 何事もスピーディにお

願いしたいものです。 

 ２点目のプレミアム商品券のことについてです

が、昨年の年度末から今年度にかけてのプレミア

ム商品券の発行ですが、町民の方々から、使いた

い時期に、時期がずれていたため、もっと早くに

発行してほしかったとの声をたくさんの方々から

伺いました。 

 そこで、今年度の生活支援の一環としてのプレ

ミアム商品券の発行はしないのかを伺います。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番湯川議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 これも１項目めの問題と関連しますが、それら

も含めて、今後どうしていくのか、物価高騰対

策、プレミアム商品券等も含めて、今後、検討し

ていかなければならない問題かと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ３番湯川千悦子君。 

○３番（湯川千悦子君） 次に、電子商品券、

キャッシュレス決済の事業なのですけれども、非

常に使い勝手が悪く、多くの方々から指摘されて

おります。キャッシュレス決済は、消費者目線で

はなかったのではないかと思われますけれども、

その点、町長はどう感じておられますか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 
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○町長（斉藤 繁君） ３番湯川議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 いわゆる電子商品券、キャッシュレスのスマー

トフォンのアプリによってのポイントですが、い

ろいろな声も伺っております。そういう点も含め

て、改善できるのかできないのか、そういう声を

真摯に受け止めて、今後については、十分それら

も含めて、皆さんの使い勝手のいいようになるの

かならないのか、改善も含めて検討していきたい

と考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ３番湯川千悦子君。 

○３番（湯川千悦子君） 次に、２項目めに入ら

せていただきます。 

 宿泊税導入に当たっては、全くもって話合いは

なされていないような状況に思えるのですが、北

海道が行う流れに沿ってやっているのでは、宿泊

施設の方々が納得されるのでしょうか。宿泊施設

との調整の計画はどのように考えていますか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番湯川議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 先行して道が道税として宿泊税を導入するとい

うのは、８年度よりという予定ですので、それに

合わせて、北海道が責任を持って全道の宿泊業者

に説明をするものと考えておりますし、それに併

せて、町としても、回答したとおり、道税に近い

ような形で、時期は同時ではないかもしれませ

ん。道税のほうが先かもしれませんが、そういう

ことも考えながら、道の説明に対して、町税とし

てはどうあるべきなのか、町税を入れる場合は、

十分宿泊事業者の方と調整していかなければなら

ないと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ３番湯川千悦子君。 

○３番（湯川千悦子君） 北海道が導入した場合

の税金の案分や、定額制と定率制のメリット、デ

メリットなどを考慮していただいて、全ての宿泊

施設を対象として、公平・公正に納税がなされる

ように考えていただきたいと思います。 

 また、観光以外で宿泊メインで利用されている

施設との整合性も、今後調整していかれることを

望みまして、町としての動向を注視しながら、私

の質問を終わらせていただきます。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ３番湯川議員の最後の御

質問にお答えしたいと思います。 

 道民税と違って、案分はない。道税であれば道

になります。町税を入れればそれぞれの町。計算

して案分するものではなく、額が決まっていれば

すんなり行くのかと思っております。 

 観光以外の宿泊施設をどうするのか、客体の把

握は、道もどういう方向に行くのか明確には分

かっていないのですが、どういうふうに把握する

のかというのは非常に大きな問題で、町がそれと

同じような宿泊税をやるときは一致しなければな

りませんので、その辺は、道の動きを見ながら、

そしてまた、いろいろ道に問い合わせながら、今

後決まっていくものと考えています。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、３番

湯川千悦子君の一般質問を終了いたします。 

 次に、１番佐藤大輔君の発言を許します。 

○１番（佐藤大輔君） 私は、さきに通告してご

ざいました２項目４点について、町長にお伺いい

たします。 

 １項目めでございます。副町長の２名体制につ

いてであります。 

 昨年１２月の定例会において、上富良野町副町

長定数条例の一部を改正する条例が可決され、副

町長を２名にすることが可能となりました。 

 しかしながら、昨年９月定例会における同僚議

員からの一般質問、また、条例案が上程された際

の質疑、さらには３月の予算特別委員会時におけ

る質疑、そのいずれの答弁も具体性は乏しく、条

例改正から約半年がたってもなお、特段動きが見

えないため、以下３点について町長にお伺いいた

します。 

 １点目、副町長の２名体制は現実味があると考

えてよろしいでしょうか。また、２名体制の開始

時期をおおむね決めておられるのであれば、お伺

いいたします。 

 ２点目、２名の副町長それぞれに求める人材像

はどのようなイメージでしょうか。また、２名体

制をしくことで、これからのまちづくりにどのよ

うなメリットがあるのでしょうか。 

 ３点目、２点目を基に、２名の副町長それぞれ

の任用方法及び役割のイメージをお伺いいたしま

す。 

 ２項目めは、合葬墓の設置についてでございま

す。 

 合葬墓の設置については、令和２年第１回定例

会で、私が初めて質問してから約５年がたちます

が、御遺骨にまつわる精神的・経済的負担を次世

代にかけたくないとの思いから、合葬墓の設置を

求める声はますます高まっているように感じてお

ります。 

 また、この間、合葬墓を設置する自治体は着実
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に増えてきております。 

 町内の霊園を使用した新規墓地建設が進まない

ことや、町外の霊園等へ御遺骨を移転する件数が

増えている現状からも、合葬墓が必要か否かを問

う町民アンケート調査を早急に実施するなど、設

置に向け、前向きに取り組むべきときが来ている

と考えますが、町長の見解をお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の２項目の

御質問にお答えいたします。 

 まず、１項目めの副町長２名体制についての３

点の御質問にお答えいたしますが、副町長の任命

については、人事が関連することであり、庁内や

関連する他団体などに様々な影響を及ぼす可能性

もあると思いますので、具体的な答弁が難しいこ

とをあらかじめ御承知いただきたいと存じます。 

 まず、１点目の開始時期についてであります

が、昨年１２月定例会で可決いただいて以来、人

選については、幅広い可能性の中から調整中であ

りますので、明言することは控えさせていただき

たいと思います。 

 次に、２点目と３点目の御質問については関連

がありますので、一括して答弁させていただきた

いと思います。 

 副町長２名体制における期待されるメリットと

しては、それぞれの担当分野を明確にすること

で、事務事業の進化や広がり、意思決定の早さな

どが期待されると考えられるほか、他の官庁等か

ら人材を求める場合には、それらの団体との良好

な連携も期待されると考えています。 

 いずれにいたしましても、担当する分野と責任

を担う政策の具体的な目標や完了時期をはっきり

と定めることで、副町長２名体制のメリットを最

大限発揮するよう取り進めなければなりませんの

で、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの合葬墓の設置についての御質

問にお答えいたします。 

 少子高齢化や核家族化の進展、継承者がいない

など、お墓を維持管理していくことに不安を持た

れている方が増えていると思われており、お墓や

納骨に対する考え方が多様化してきております。 

 本町におきましても、議員御質問のとおり、こ

こ数年は墓地区画の許可件数は少ない件数で推移

しており、墓地じまいなどの改装件数は増加して

いる状況にあります。 

 現在見受けられる多くの合葬式施設につきまし

ては、従来のような祖先を代々お祭りしていくた

めのお墓の意味合いというより、むしろ遺骨をお

守りする遺族の負担軽減を考慮した施設であるよ

うに理解されていると認識しているところであり

ます。 

 上川管内においても、旭川市など５市町が合葬

式施設を提供しており、近年では富良野市が平成

３１年度に、約１,５００体が収容できる合葬墓の

設置や、東神楽町では令和２年度から令和３年度

にかけて、合計１万体が収容可能な合葬墓が整備

されています。 

 それらの施設における利用者数は年々増加の傾

向にあり、町民アンケートを実施する考えはござ

いませんが、本町における町民のニーズも年々増

えていると推測するところであります。 

 今後におきましては、少子高齢化や核家族化、

地方の人口減少の現状を踏まえ、町内に納骨する

施設を抱える寺院もあることから、民間施設との

整合性について意見交換等を行うとともに、公共

施設としての整備について、研究・検討すべき事

案と考えておりますので、御理解を賜りたいと存

じます。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） まず、１項目めについて

でございますが、昨年１２月定例会で可決されま

した副町長の２名体制を可能とする条例改正案の

採決では賛否が分かれまして、賛成８、反対５と

いう結果でございました。 

 その際の町長の答弁をお聞きしても、なかなか

具体的なビジョンを共有しき切れなかったわけで

ありますが、悩んだ末、私としては今後のまちづ

くりにおける重要な手段として、町長が下された

決断に期待を込めて賛成をさせていただきまし

た。 

 ただ、この間、思いのほか町民の皆様の関心が

高いということを実感したこともありまして、条

例改正から半年たった今、改めて町長の思いを聞

く責任があると考えまして、このたびの質問に

至っております。 

 先ほど町長から、具体的な答弁は難しいという

ことでありましたが、大まかな目的や任用方法、

人材像については、可能な限りお答えいただきた

く、１点目から３点目を一括して再質問させてい

ただきます。 

 まず、任用方法についてでございます。 

 ２名の副町長の任用方法の組み合わせとして

は、一つ目、２名とも内部登用、要は職員の方を

２名とも職員の方を引き上げた方を登用するパ

ターン。 

 二つ目が、１名は職員の方を引き上げる内部登

用、もう１名は外部登用、国や道、また大学とか
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民間企業から人を引っ張ってくる組み合わせ、こ

れが二つ目のパターン。 

 三つ目は、お２人とも外部登用。これはなかな

か考えづらいのかもしれませんが、この三つの選

択肢があろうかと思います。 

 現在、町長はどの組み合わせを選ぶお考えでい

らっしゃるでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 組み合わせの方法としては、議員がおっしゃる

とおり、三つの方法があろうかと思います。それ

らを含めて、全ての可能性、組み合わせにおい

て、昨年から検討、調整中でございます。これ以

上はなかなか難しい。答えを控えさせていただき

たいと思います。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） １２月に遡りますが、町

長は昨年１２月の御答弁で、２名体制を取る目的

として、行政ニーズの多様化、少子高齢化と人口

減少が進み、業務が複数の課にまたがって複雑に

なってきている。限られた数の職員でこなしてき

たが、さらにスピードが求められているので、

トップマネジメントを強化し、効率的に組織を運

用して、これらの諸課題に当たっていくというの

が目的の一つ。 

 もう一つは、歳入に関して、国や道の制度、補

助金、特別交付税等を含めていろいろ研究してい

くために、理事者の手足として一番近いところを

２人と考えていると述べられました。 

 町長が掲げられた二つの目的、一つ目は、効率

的な組織の運用、二つ目が財源の確保という、こ

の二つの目的からすると、私は、内部登用と外部

登用、しかも国や道からの招聘、この組み合わせ

以外は考えにくいのではないか、この町長の目的

からすると、私はこのように考えておりますが、

町長の見解をお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 佐藤議員のお考えは理解いたします。ただ、私

としては、それらも含めて明言は控えさせていた

だきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） 可能な限りお答えいただ

ければと思いますので、質問は続けさせていただ

きます。 

 私は先ほど、仮に内部登用と外部登用というの

が町長の目的に合致するのではないかということ

を申し上げましたが、逆に言うと、内部登用、内

部登用というのはかなり難しいと個人的には考え

ております。 

 なぜかというと、先ほどから、町民の皆様の関

心が高いというところで、町民の皆様のお声とし

ては、本当に副町長は２人になるのかというよう

な御心配があって、その理由としては、１人いれ

ば十分ではないかということだったり、税金の無

駄遣いではないかというような、この２名体制に

難色を示す方がまあまあ多かったという印象を受

けております。しかも、特に２名とも内部登用と

なると、町民の皆様の理解を得るのはかなり難し

いのではないかと感じております。 

 ちなみに、内部登用２名体制の先進自治体とし

ては、近くに東川町がございます。東川町では副

町長２名体制、かなり以前から、２０１０年頃か

ら体制をしいておられます。１名は総務福祉部

門、もう１名が産業建設部門に分けて任務に当

たっておられるそうです。これはもう私が申すま

でもありませんが、東川町は、｢せんとぴゅあ」の

オープン、写真甲子園、写真甲子園の映画化、日

本語学校等、良くも悪くも、ものすごいスピード

で町が変化していきました。東川町の郷土史に

は、当時、議会などから新しい事業に対する町民

の理解が追いつかないといったマイナス面も指摘

されるようになったとつづられております。 

 私は、副町長２名体制そのもの、そして、さら

には副町長２名を２人とも内部登用するとなる

と、東川町ぐらいのインパクトが当然必要になっ

てくると思いますし、そして同時に、当然のこと

ながら、これまで以上に町長のリーダーシップが

試されることになると思いますが、それでも町長

はこの道を選択肢から外さないということで、そ

ういった覚悟を持っていらっしゃるのでしょう

か、お気持ちをお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 内部から２名という話を佐藤議員からお伺いし

まして、全くそのとおり、東川では内部２名でい

ろんな事業を展開しております。 

 上富良野では初めてのことで、内部から２名と

いうのは疑念の声があるというのも承知しており

ますし、もしやるとしたら、それを払拭するのも

必要だと思います。 

 ただ、制度として２名、それ以上は何も書いて

おりません。内部が１、外部が１という、具体的

な運用に関しては、制度は条例がある限り、ずっ
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と未来永劫続きますので、そういう条例の制度の

中から、内部から２名というものを排除するとい

うのはないのかと思っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） 当然、優秀な職員の皆様

がたくさんおられますので、現時点で可能性を排

除するということは、あまり懸命な判断ではない

ということは十分理解しております。 

 ただ、私としては、これは私の提案といいます

か、考えでありますけれども、現時点で最も可能

性、実現性が高い。現実的なのが内部登用と外部

登用の組み合わせ、これは昨年９月の一般質問で

同僚議員が町長にお伺いした際に出てきた地方創

生人材支援制度といった制度を活用した２名、２

人目の副町長、登用、任用というのが現実的なの

かと考えております。 

 こういった町はないのかと私なりに調べました

ら、大阪府岬町、人口１万４,０００人ぐらいの町

なのですが、こちらの町が平成２７年に、地方創

生人材支援制度を活用して、国土交通省から２人

目の副町長を招いております。制度上、２年の任

期ということで、その後は国と地方公共団体との

間の人事交流、出向の制度に切り替えて、改めて

国土交通省からの派遣を、顔ぶれが次々に変わっ

ていくそうでありますが、その派遣を受け続けて

現在に至っているそうです。 

 何のためにこういうことをしているのか問い合

わせました。担当者の方がいわく、岬町と兵庫県

洲本市。岬町は関西空港の根本、大阪府と和歌山

県のちょうど境目にある町なのですが、そこと洲

本市、淡路島、かつて旅客船で結ばれていたと。

ただ、民間が行っていたので、それが倒産したの

か、何らかの理由でなくなったということを、こ

の両市町で復活させようというような取組を進め

ているときに、副町長を国土交通省から招聘した

ということでございました。 

 派遣された副町長には、関係機関との調整や補

助金の確保、公民連携など、国家公務員の強みで

ある幅広い見識と卓越した発想力、そして、国と

の太いパイプを生かし、強力なリーダーシップを

発揮してもらっています。ルーティン業務に忙殺

されている町職員だけではとてもできないことば

かりでありますということでございました。 

 このように大型プロジェクトや、中長期プロ

ジェクトの遂行を目的として、スポット的に２人

目の副町長を国から招き入れることが我が町にお

いても現実的ではないかと私は考えております

が、答えられる範囲で、町長の見解をお伺いいた

します。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 佐藤議員のおっしゃるとおり、地方創生人材支

援制度を活用して、この近隣でも東神楽がそうで

した。今は１名になりましたけれども、大型プロ

ジェクトを推進するに当たって、専門の知見を

持った方というのは非常に有効な活用方法だと思

いますし、国とのパイプも含めて、いろいろな有

益なことがあることが承知しております。それら

も含めて、これが一番現実的かどうかというの私

の口から言うと、余談を与えることになりますの

で、これらも含めて調整中であります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） 町長はお立場があります

ので、私が勝手にお話しますけれども、今の岬町

の例を我が町に置き換えると、例えば持続可能で

魅力ある道の駅設置に向けて、旭川十勝道路の

ルートやインターチェンジの場所、また、道の駅

そのものの設置場所の選定、建設費や維持管理費

の圧縮と補助金の確保、適切な委託事業者の選定

などを、それこそ国土交通省から副町長として招

聘し、活躍していただくというイメージになろう

かと思います。これは勝手に私が申し上げている

ことでございます。 

 町長に申し上げたいのは、町長が１２月の時点

で、まちづくりにどうしても必要だからと条例を

改正したと私は考えておりましたので、やはり近

いうちに、今、申し上げた道の駅の話ぐらい明確

なビジョン、目的を示していただき、また、それ

にふさわしい人材像を明確にしていただいて、一

日も早く副町長２名体制の効果を発揮するため

に、町長は努める責任があると考えております

が、この辺、私の考えと町長のお考えと乖離して

いる可能性がありますので、確認のためにお伺い

いたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 町も私の公約に掲げております道の駅の構想は

持っておりますので、それらを含めて、それを念

頭に国土交通省、関係するところから来ていただ

くというのは当然念頭にございます。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） 今、具体的な御答弁いた

だけなかったのですが、最後に確認させてくださ

い。 
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 私は、１２月時点で、今どうしても副町長を２

名体制にする条例改正が必要なのだと。それは今

後のまちづくりのためなのだというような町長の

お気持ちを受けて賛成した立場であります。 

 ただ、これまでのやり取りをお伺いしている

と、条例改正は、あくまで未来に向けての条件整

備であって、これから腰を据えて、年単位で副町

長２名体制というものを構築していくというお考

えでいらっしゃると判断してよろしいでしょう

か、お伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） 佐藤議員の御質問にお答

えしたいと思います。 

 去年の１２月に条例可決、お認めいただきまし

て、その後調整しているということで、内部も含

めて、外部も含めてになります。１２月というの

は、３月に令和７年度の予算、そして道の機構の

関係もあります。そして、国の制度だけ申し上げ

ますと、地方創生人材派遣制度というのは、９

月、秋くらいが締め切りであります。去年の１２

月時点では間に合わなかったのですが、それから

スタートして、内部、そして外部を検討、調整中

でありますが、これにつきましては、年単位で招

聘する、また内部人材を登用する、それらも含め

て、どういうことをやるのかをしっかり皆さんに

お示しして、プロジェクトが終わった後は、条例

はそのままで、１名になるかもしれませんが、と

にかく皆様に目的を示して任用をお伺いするとい

うのも重要なことだと、これから先に向かって私

の政策を進める上では、皆さんとのコンセンサス

を得るということは重要なことだと思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） おおむね承知いたしまし

た。いずれにせよ、副町長が１人なのか、２人に

なるのか、どちらにしても町長のリーダーシップ

というものが強く求められますので、ぜひとも町

民の信頼に足るリーダーとして、まだ始まって半

年でございますが、僣越ながら、町長のさらなる

御活躍を御祈念申し上げて、２項目めの質問に移

らせていただきます。 

 ２項目め、合葬墓についてでございます。 

 何度か変化球ぎみに佐藤町長に質問してきまし

た。前回の質問時は、前町長でございました。今

回初めて真っすぐ町長にこの質問をぶつけており

ますが、これまで私が町長の答弁から受けてきた

印象を考えますと、合葬墓の設置に向けてかなり

前進した答弁であると考えてよろしいでしょう

か、お伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 今回の答弁が、前進したかどうかは、特に、合

葬墓に対する私の思いというのは変わっていない

のではないかと思っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） 変わっていないというと

ころをどのように捉えてよろしいか正直、戸惑っ

ておりますけれども、先ほど話に出ていた富良野

市では、事前にアンケート調査を行っているので

す。そのアンケート調査を受けて、実際に実現し

ております。町長御自身が町民に対して、どのよ

うなお考えでいるかということを問うことなく、

今後、合葬墓に関しては判断されるということ

で、確認せてもらってよろしいでしょうか、お伺

いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 アンケート調査をすることなく、合葬墓の可否

についてということですが、富良野にありますの

で、需要、ニーズ等を参考に、お答えしたとお

り、町内でもどうなのかというのは推測はできる

と思いますので、それはアンケートはなくても、

ある程度判断はできると考えております。 

 ただ、同じく答弁させていただきましたが、町

民のニーズだけでなかなかできるというものでは

ないと考えております。納骨に関しては、民間の

施設が町内にはございますので、それらも十分、

設置に向けて協議を開始するという意味では全く

ないのですが、常日頃からそれらの施設とは、お

墓について住民の動向はこうなのだけれども、ど

うあるべきかという情報交換、意見交換等は常日

頃からしていかなければならないものと認識して

おりますし、民間でも合葬墓というのはございま

すので、公がやるべきなのかどうかも含めて、そ

の辺は、関係者の方と意見交換をしてもいいのか

と考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） 先ほどの御答弁、今の御

答弁でもございました民間施設との整合性、協議

ということは、懸念材料としてはあるかと思いま

すので、富良野市はそういった協議の場を設け

て、非常に円満に収まった。 

 一方で、ちょっと名前は挙げられませんが、あ
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る自治体では、そもそもその町の仏教会が協議の

場に着いてもくれなかったというところもあると

も聞いています。そういったことを受けて、そも

そもそういう協議の場を設けないと判断する自治

体もそれなりにあるということも聞き及んでおり

ます。これは情報提供です。 

 町長は今、公でやるべきか否かということでご

ざいましたが、私はこれは公でやるべきだと考え

ておりまして、時代は変わってもお墓参りという

文化はまだ根強く残っておりますし、残り続けて

いくと思います。我が町に先祖の御遺骨を埋葬し

ている方は、年に一度くらいは上富良野町にお墓

参りに来られて、例えば両親と通った思い出の店

に立ち寄ることもあろうかと思います。お墓にま

つわる町民の経済的な負担軽減のみならず、関係

人口の創出という観点からも期待できる合葬墓の

設置は、私はぜひ早期に実現してほしいと願って

おります。 

 富良野市では、ある研究者の調査に対して、合

葬墓の設置は町の経済活性化につながると堂々と

公言されておられます。そういった意味でも、私

は公で合葬墓を設置する価値があると考えており

ますが、関係人口創出という観点について、町長

の見解をお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 まず、そもそも協議といいますか、意見交換、

設置ありきの協議、先ほど言われた仏教会が拒否

したというのは、やるという前提での協議だった

かもしれません。それは分かりませんけれども、

私が思っているのは、やることが前提ではなく、

どうあるべきかという意見交換は必要ではないか

ということです。 

 合葬墓を公でつくるのかどうかというのは、い

ろいろ議論のあるところです。 

 参考までに、北海道における墓じまいの現状と

いうことで、改装して墓じまいする方が、次にそ

れをどうするのかという統計がありまして、ほと

んど３分の２はほかの自治体に行ってしまうの

で、合葬墓をつくった場合はどうなのか、今言わ

れる関係人口ということもありますけれども、そ

もそも息子さん、娘さんが大都市に行ってしまっ

て、なかなか遠くなってしまうので、札幌近郊の

お墓なりで、改葬された方のその後の動向という

ことで、３分の２ぐらいは出てしまうのですが、

それらも含めてどうしたらいいのか、町内ニーズ

が今後どうなっていくのか、今後、民でやるのか

官でやるのか、それも含めて、いろいろ情報交換

はしていかなければならないのかと。 

 需要が一定程度あるというのは、富良野の場合

ですと１,５００体程度はある、順調に増加してい

ると聞いておりますので、それらを含めて上富は

どうするのかというのは、意見交換を進めていっ

てもよいのではないかと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １番佐藤大輔君。 

○１番（佐藤大輔君） 定住人口にまさるのは当

然ありませんので、ただ、定住人口がなかなか増

えることなく、横ばいを維持するのも大変な状況

になっているからこその関係人口という観点でご

ざいます。 

 上富良野町、この５年間で約７５件の墓じま

い、うち３５件ぐらいが他市町村に御遺骨を移動

しているというところからすると、３５件の方と

縁が切れていると考えてよいかと思いますので、

私はこの点、今、町長がおっしゃったとおりで、

そういうことを考えたときに合葬墓が必要と改め

て思うところです。 

 最後になります。先ほどから出ている富良野市

の納骨料が１柱１万７,０００円、旭川市が１万

５,０００円で納骨が可能でございます。この納骨

料で合葬墓の建設費を賄う仕組みになってござい

ます。 

 そう考えると、現在、あらゆる面で物価が高騰

しております。合葬墓の建設費も例外ではありま

せん。仮に我が町においても建設費を利用者負担

とするならば、これは合葬墓の計画が公でやると

進んだ場合、建設費を利用者負担とするならば、

後になればなるほど町民の負担が増えることが懸

念されます。建設費はある程度町が負担するとし

ても、それは今度は町の負担が増えることになり

ますので、利用者の負担、町の負担を抑えるため

にも、設置に向けての検討を急いでいただきたい

と思いますが、最後に町長の見解をお伺いいたし

ます。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １番佐藤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 建設費の高騰等は、物価高騰はありますが、経

済的に合理的なところだけ追求していくというの

は、お墓というのは宗教であったり文化であった

りしますので、それを単に経済的な一面だけで切

り取って、早急につくるという考えは私にはない

と思っております。やはり宗教であったり伝統文

化という、それらとの調整は必ず必要だと考えて

おりますので、経済的な面だけを見て、早急に建

設を前提にということは、なかなかそうはいかな
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いのかと思っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、１番

佐藤大輔君の一般質問を終了いたします。 

 ここで若干、昼食休憩には早いのですが、昼食

休憩といたしたいと思います。 

 再開は午後１時といたします。 

────────────────── 

午前１１時５２分 休憩 

午後 １時００分 再開 

────────────────── 

○議長（中澤良隆君） それでは、昼食休憩に引

き続き、会議を再開いたします。 

 次に、１１番北條隆男君の発言を許します。 

○１１番（北條隆男君） 私は、さきに道の駅に

ついて、次の１項目２点についてお伺いいたしま

す。 

 令和７年度町政執行で示された道の駅整備に関

して、町民とともに道の駅、その視察研修などを

行うとありますが、それに必要な予算計上してい

ると思います。この間の検討内容について伺いま

す。 

 ２点目、斉藤町長が掲げている政策の一つであ

る道の駅整備について、就任から５年目を迎えた

が、町長自身の道の駅に対する思いや構想につい

て、検討内容、今後どのように行程していくの

か、考えを伺います。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番北條議員の道の駅

についての２点の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の道の駅整備に関する視察研修な

どの検討内容についてでありますが、町政執行方

針でもお示しさせていただきましたが、本年度は

道の駅の運営状況などの情報収集を進めるととも

に、町保有バスを利用し、町民の皆様を対象に、

道の駅視察を計画しております。 

 ５月には、利用者の評価が高い十勝地方の道の

駅を担当課で訪問しており、施設担当者と面会

し、利用者数や運営状況について情報収集を行っ

てきたところであります。 

 道の駅整備につきましては、町民の皆様が必要

と感じていただくことが重要であると考えており

ますので、視察研修などを通じて機運醸成を図る

とともに、上富良野町に合った道の駅の姿につい

て、町民の皆様と考えていただけるよう、今後も

調査・研究を進めてまいります。 

 次に、２点目の道の駅に対する思いや構想につ

いての検討内容、今後の行程についてであります

が、これまで一般質問等でもお答えさせていただ

いておりますが、道の駅は、町の特産品販売や観

光案内所の設置などにより、多くの人を呼び込む

ことができるコンテンツとして、観光や地域振興

への波及効果が期待できる施設であると考えてお

ります。 

 加えて、整備する場所により、災害発生時の防

災機能、町民間の交流機能など、多面的な機能を

備えることも町民の皆様方と検討していきたいと

考えています。 

 道の駅整備につきましては、現在、計画されて

いる旭川十勝道路のルートやインターチェンジの

場所によっては大きく影響することから、より効

果的な施設とするため、旭川十勝道路の進捗状況

を踏まえた上で、構想についての検討や行程につ

いて検討を進めてまいりますので、御理解を賜り

たいと存じます。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） 町長が今、町のバスを

使って、町民参加で今後の計画を立てたいと言っ

ていますけれども、町のバスを使って何人で、何

回行く考えがあるのか、そこら辺をお伺いしま

す。 

○議長（中澤良隆君） 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午後 １時０５分 休憩 

午後 １時０６分 再開 

────────────────── 

○議長（中澤良隆君） 暫時休憩を解いて、会議

を再開いたします。 

 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番北條議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 予算計上の際に確認、御説明いたしましたが、

おおむね２回、職員の旅費だけ計上しておりまし

て、町有バスに乗れる範囲で、町民の方に声をか

けて、視察を計画しております。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） ２回程度であれば、昼

食とか報酬とか、日当というのは全然考えない

で、２回程度連れていくという考えですか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番北條議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 町民の皆さん、一般に声をかけまして、まだ

何々委員という肩書きは、まだその先ですので、

報酬、費用弁償等は予算の際には計上しておりま

せん。 

 以上です。 
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○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） そうであれば、今年度

には行わないという考えですか、町長。 

○議長（中澤良隆君） 副町長、答弁。 

○副町長（佐藤雅喜君） １１番北條議員の御質

問にお答えします。 

 委員という形で出張になった場合には報酬等が

発生しますけれども、今年度については一般参加

という形で、広く町民の方に参加していただくと

いうことで、町長が今、答弁したところでござい

ます。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） そういう答えであれ

ば、今年行って、また来年から報酬とかを含めた

中で、予算を組んで行うという、今年は２回程度

行って、皆さん手弁当で参加してくださいという

話になっているのか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番北條議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 議員おっしゃるとおり、今年は、機運醸成とい

うことで、手弁当ということになりますが、正式

には、この先、来年になるかどうか、旭川十勝道

路の進捗状況もありますので、時期は明確にはあ

れなのですが、将来的には、町民の代表の皆さん

と、正式に検討する委員会は予定しているところ

です。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） 町長、そうであれば、

道の駅に対する予算、大体の計画を持たないで、

いきなり町民と一緒に行って、町民の考えを聞い

たって、町長が考えているような予算内で収まら

なくなってくるのではないかと思うのです。そう

いうところを考えたら、先に予算もある程度内容

をつくらなかったら、説明もなかったら、何でも

いいということになってしまうので、そこら辺は

検討の中に入っていますか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番北條議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 予算というのは、道の駅の建設費ということで

すね。建設費をある程度という御意見なのです

が、場所もまだ、何回か答えさせてもらっている

のですが、町なかがいいのか郊外がいいのか、そ

こにおける機能、町としては、観光情報発信の機

能とか地場産品を売ったり、地元の野菜、あと防

災機能というのは町の希望なのですが、そのほか

町民の方の御意向、例えば子育ての機能が欲しい

とかいろいろあると思いますので、場所を絞っ

て、これだということはなかなか今は出せないの

かと。出すと、逆に町民の方の意見が反映されな

かった場合は困りますので、今はフリーハンド

で、町の規模としては、いわゆる内容、コンテン

ツは、今言ったこと。町民の方が何か持ち合わせ

たい機能があるか、いろいろ見て、そういうふう

な感じで、いろいろな内容を持ち合わせる機能を

出し合うような段階かと思っています。 

 今後、進んでいけば、場所をどこにするか、今

度は入っていくと思いますけれども、そうする

と、おのずと持ち合わせられる機能とかが決まっ

てくると思います。ひょっとしたら、その逆で、

鶏と卵のどっちが先か分かりませんけれども、機

能を重視したら、逆に場所が決まるかもしれませ

ん。場所が決まれば機能が決まるかもしれません

が、私としての希望と町民の皆様の希望を出し合

う、アイデアを出し合う段階と認識しております

ので、予算の規模というのは、どれだけ出せるの

かは重要かと思いますけれども、建てるものに

よって、幅がありますので、なかなか今は難しい

のかと考えております。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） そういうことでした

ら、予算も含めてこれからということですね。 

 順番に伺いますけれども、５月に十勝方面へ担

当職員が行ったという答えなのですけれども、上

富に道の駅をつくるのに対して、どのような参考

的なものがあったか、あれば教えてほしいのです

けれども。 

○議長（中澤良隆君） 暫時休憩といたします。 

────────────────── 

午後 １時１３分 休憩 

午後 １時１３分 再開 

────────────────── 

○議長（中澤良隆君） 休憩を解いて、会議を再

開いたします。 

 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番北條議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 職員で十勝方面を回って、いろいろなところを

視察して、いろいろお話を聞いてまいりました。

上富に参考になるかどうかは別として、どういう

状況で運営して、集客状況とかをいろいろ聞いて

きて、その中で、上富に参考になる部分を聞きに

行ったわけではなくて、一般的に、はやっている

道の駅の状況を聞いて、それを参考に、今後、上

富ではどう集客とか、立地条件を考えていくか、

そういう参考の話を相手にインタビューといいま

すか、質問をしてきたところです。 
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○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） そうやって目的を持っ

て行ったのであれば、この町のこういうところが

よかったとか、こういうのは合わないとか、特産

物とか、町長の言っている防災も含めてとか、全

部入れていったらかなりの建物になります。せっ

かく調査に行ったのだから、道の駅に対して、ど

のようなところが参考になったか、参考になった

と思うのですけれども、そこら辺を教えてくれと

言っているだけで、そんな難しいことは何もない

と思うのですけども、その辺はどうなのですか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番北條議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 まず最初に、町の持ち合わせる希望と、町民の

希望を合わせたらとんでもない施設になる。全部

かなえれば、確かにそうなりますけれども、決定

していく過程では取捨選択していくという段階は

あると思います。場所によってはかなり制約があ

りますので、全部言ったものが実現するとは思っ

ておりませんが、いろいろ希望を出してもらっ

て、場所によって、取捨選択は今後出てくるのか

と思っております。 

 そして、十勝に聞きに行って、集客状況とか運

営状況、内容は、もちろん場所によって、地場産

品はばらばら、それが上富で同じことはできませ

んけれども、立地条件とか、インターチェンジに

近いですとか、地場産品をどういう形で売ってい

るとか、そういうことは今後非常に参考になるの

かと思っております。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） 分かりました。それは

これからの検討ということでよろしいですね。 

 次に、道の駅の、町の特産品とか観光案内所と

かと、多数の人の呼び込みを考えてやっていると

書いてありますけども、そこを考えるのであれ

ば、十勝道路とか、そういうことを考えないで、

まず先に、道の駅なら道の駅だけをつくって、ど

ういう状況であって、それからまた２回目の選定

を、何かいい方法があるのか考えるのは分かるけ

れども、町長の今の言っていることをいきなりや

ろうとしたら大変だと思うのです。 

 だけれども、町民にアンケートを取ったら、町

民はつくれと言います。そこをどうやって断るか

も考えているのならいいけれども、ただアンケー

トを取ったりすると、調査に行くと、町長が後で

大変ではないかと。これはできませんとか、でき

ますという話にはならないと思うから、だから初

めに町長の考えと予算額を大体提示してやった

ら、そういうことは起きることが少ないのではな

いかと思うのですけけれども、その辺については

どう思いますか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番北條議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 まず、旭川十勝道路との関係ですが、道の駅の

場所をどこにするかという決定に関しては、旭川

十勝道路がどこを通るかというのももちろんそう

ですが、インターチェンジがどこにできるのかと

いうのは非常に重要な、内部の問題ではありませ

んが、外的要因なのですけれども、道の駅の場所

を決めるのに非常に重要な事項だと思っておりま

す。 

 最近オープンした道の駅なんかもインターチェ

ンジのすぐそばというのがございますし、旭川十

勝道路が国道からどれくらい離れているのかとい

うのも、国道からそこを通ってインターチェンジ

ができるのか、ひょっとしたらもっと上のほうに

できたりということも考えると、非常に重要な事

柄だと思っておりまして、なかなかそこが決まら

ないと場所も決まらないのかと思っております。 

 そうすると、郊外につくれば土地なんかも求め

やすいですし、町なかにつくろうとしたら、一般

的に小さくなって、いろいろな機能を取り込むの

は難しいのかということで、非常に幅があります

ので、予算的にはこれぐらいというのはお示しす

るのは難しいのかと思っております。機能にもよ

りますので、難しいと思っております。 

 いっぱい希望だけ聞いて、断るのをどうするの

か、検討委員会も予定しておりますので、しっか

りそこでもんでもらうということはしなければな

らないと思っておりますので、そこでしっかり。

そのときまでには、町もしっかりとした考え、場

所がここだったらこうでという情報は提供できる

ようにしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） それで、答えの順番で

いくと、災害発生の場所の防災機能とも書いてあ

りますけれども、私が思うには、町長、西側の山

へ建てれば川を渡らなくてはならない。町から渡

るとしたら３本しか橋がないのです。それで、防

災施設をそっちへ持っていくような考えもあるよ

うなのですけれども、それで道路は、問題なく橋

を渡れるのかという検討も町長は考えたのかどう

か、お伺いします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番北條議員の御質問
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にお答えしたいと思います。 

 防災機能という、避難所という意味、もちろん

それを含めないというわけではありませんけれど

も、どちらかというと、災害になったときは、い

ろいろな機関の作業部隊が集まりますし、昨今の

災害を見ていると、救援物資がプッシュ型でどん

どん送られてくるのを処理する機能といいます

か、場所も、いざ何かあったときのためには必要

なのではないかという意味で、どちらかという

と、そちらの防災機能が今の町にはないのではな

いかと。避難所ということでは、３０年前からあ

る種の建物がたくさんありますので、それ以外の

部分ということで考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） 防災機能というのは、

一番初めの避難所というよりも、その後のことを

考えてやりたいという話でいいのですね。 

 もう１点なのですけれども、十勝道路が決まら

ないと、インターチェンジも決まらないと、町長

の考えでは、道の駅は進まないような話に聞こえ

るのですけれども、そういうことなのですか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番北條議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 十勝道路が進まないとなかなか決めづらいと

思っております。ただ、幸いなことに計画段階評

価に入っておりますので、あと１年ぐらいの間に

はルートが確定すると思われますので、今から始

めていくのは決して遅くないですし、決まらな

かったら進まないのかという御質問ですが、ルー

トさえ決まれば、供用になるならは別として、供

用はもっと先になるかもしれませんが、その前に

道の駅はオープンしても構わないのではないかと

考えています。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） 今の答弁をもらうと、

町長の考えでは、計画が決まってインターチェン

ジが決まればすぐ実施設計も行い、物も建てると

いう考え方で、今、考えているということでいい

ですか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番北條議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 計画段階、ルートが決まればすぐ動けるよう

に、基本構想から始まると思いますが、そのとき

の予算の状況とか、財政の状況とかいろいろあり

ますけれども、すぐ動けるように、将来何がある

か分かりませんが、確定的なことは言えませんけ

れども、すぐ動けるようにしておかなければなら

ないと思っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） 最後になりますけれど

も、私は、それでは町長の任期の間にどこまで計

画を考えているのか。町長は４年です。あと３年

半です。その間にどこまで考えて、どのように進

めたいのか、せめて実施設計ぐらいまでは行く考

えがあるのかないのか。その４年が過ぎたら、ま

た次になってしまったら、町長の公約から外れて

しまうから、それが心配なので、その辺を聞かせ

てください。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番北條議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 いろいろ御心配いただきましてありがとうござ

います。できれば、公約ですので、任期内という

のは私の思いでもありますが、我々がコントロー

ルできない外的要因というのもありますので、先

に決めて、後から十勝道路が決まって、また振り

出しに戻るようなことがない、それだけはないよ

うに順番にやっていかないとならないのかと。進

捗状況によっては私の任期が終わるのかもしれま

せんけれども、順番に行かないと、手戻りになっ

ても町民に迷惑がかかりますので、順番に進めて

いきたいと考えております。 

○議長（中澤良隆君） １１番北條隆男君。 

○１１番（北條隆男君） ということは、町長

は、任期の間に極力前へ進めたいと。できれば実

施設計ぐらいまではやりたいという考えでいいの

ですね。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １１番北條議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 議員がおっしゃるとおり、極力、できる限り前

に進めていきたいと考えております。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、１１

番北條隆男君の一般質問を終了いたします。 

 次に、６番林敬永君の発言を許します。 

○６番（林 敬永君） それでは、私は２項目１

１点について御質問させていただきます。 

 まず、１項目目であります。少子高齢化時代の

農業支援策について。 

 日本の農業は少子高齢化の影響を強く受けてお

り、農業従事者の高齢化や担い手不足が深刻な課

題となっています。これに対処するため、国や各

自治体は様々な支援策を講じています。当町にお
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いても農業従事者の高齢化や担い手不足が深刻化

しており、農業の持続可能性が懸念されていま

す。 

 このような状況において、町では令和６年４

月、第９次上富良野町農業振興計画を策定し、１

年遅れの今年４月、上富良野町農業農村振興実践

プランを策定し、議会にその実践プランを配付さ

れましたが、その計画及び実践プランにおいて、

どのような対策を講じていくのか、また、今後の

方向性について、町長の考えを伺います。 

 １点目、農業従事者の高齢化と担い手不足の現

状について。 

 農業従事者の年齢構成や担い手不足の実態を受

けて、町長はどのように捉えているか伺います。 

 ２点目、高齢化が進む中、作業の効率化や省力

化を図るため、スマート農業の導入が重要と考え

ます。町としてスマート農業の普及に向けた支援

策や取組について伺います。 

 ３点目、農地の集積・集約化を進めるため、町

内での活用状況や今後の推進方法について伺いま

す。 

 ４点目、新たな担い手の確保・育成が急務で

す。町として新規就農者への支援策や育成プログ

ラムの現状と今後の展望について伺います。 

 ５点目、上富良野町の特産物や地域資源を活用

した農業振興策について、現在の取組状況と、さ

らなる活用の可能性について、町長の考えを伺い

ます。 

 ６点目、町では実践プランに基づき、地域おこ

し協力隊の活用や特産農作物の支援など様々な施

策を進められていますが、これらの施策が現在ど

のように実施され、どのような成果を求めている

のか、また、今後の方向性について、町長の考え

を伺います。 

 ２項目めです。定年退職自衛官の再雇用促進に

ついて。 

 近年いろいろな分野での定年退職自衛官の再雇

用促進が注目されています。自衛隊で培った知

識・技能・経験を地域社会に還元することは、地

域の安全・安心の向上に寄与するものと考えま

す。そのため、定年退職自衛官の再雇用促進に向

けた取組を強化すべきと考え、以下の点について

町長の考えを伺います。 

 １点目、町内での定年退職自衛官の再雇用状況

について、現状と課題をどのように認識されてい

るのか伺います。 

 ２点目、定年退職自衛官の知識・技能・経験を

地域で活用するための方策として、定年退職自衛

官が地域の防災・安全保障活動に積極的に参加で

きるようにすることが、地域の安全・安心の向上

に寄与するものと考えますが、町長の考えを伺い

ます。 

 ３点目、再雇用のための研修、資格取得支援に

ついて。定年退職自衛官が地域で活躍できるよ

う、必要な研修や資格取得の支援を行うことが望

まれると考えますが、町長の考えを伺います。 

 ４点目、他の自治体においては、定年退職され

る自衛官を防災の専門職員として採用するなど、

取り組んでいる自治体があります。当町において

は、現在１名の方を会計年度任用職員として採用

されています。令和７年度の一般会計予算におい

て、防災計画書の見直しのためのコンサルタント

料が計上されており、この業務に定年退職される

自衛官を役場において任用することを検討された

のか伺います。 

 ５点目、今後、定年退職自衛官の再雇用促進に

向けて、町としてどのような考えを持ち、具体的

な施策を講じていく予定があるのか、町長の考え

を伺います。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の２項目の御

質問にお答えいたします。 

 まず、１項目めの少子高齢化時代の農業支援策

についての６点の御質問にお答えいたします。 

 現在の少子高齢化社会情勢については、全ての

業種に影響を与えている状況の中、本町の基幹産

業の一つである農業につきましても、担い手確保

は重要なものと考えています。 

 そのような中、第６次総合計画で掲げた農業分

野の目指すべき基本方針と、その実現に向けた施

策を第９次農業振興計画で定め、その推進を担う

基本計画としています。 

 また、計画実現のために取り組むべき各施策や

事業について具体化するため、農業農村振興実践

プランを定め、その進捗状況を把握するものとし

ています。 

 まず、１点目の農業従事者の高齢化と担い手不

足の現状についてでありますが、現在の農業従事

者の年齢構成については、町で把握している認定

農業者についてお答えいたします。 

 現在、法人を除く認定農業者１８１名のうち、５０歳

代以下は６０％、６０歳代は２３％、７０歳代が１５

％、それ以上が２％となっており、また、ＪＡの

アンケート結果によりますと、約２割が後継者の

いる経営体になっています。これにつきまして

は、認定農業者の後継者が農業を行うと意思表示

したものの集計結果であります。 

 先ほども申し上げましたが、農業は本町の基幹



 ― 30 ― 

産業でありますので、農業の経営維持は非常に重

要な課題と捉えております。 

 今後の農業者の高齢化や担い手不足について

は、本町のみならず、日本全体が抱えている問題

であり、特に北海道は日本の食料基地でもありま

すので、国の制度を初め、先進地域の状況も参考

にしながら、これからも必要な町独自の担い手確

保の施策を検討し、農業の維持に努めてまいりた

いと考えておりますので、御理解をお願いいたし

ます。 

 次に、２点目のスマート農業の普及に向けた支

援策や取組についてでありますが、議員御質問の

とおり、高齢化や担い手不足が進む中で、スマー

ト農業の導入については有効な手段の一つであ

り、農業振興計画及び実践プランでも新技術農業

ＤＸの推進を掲げています。 

 スマート農業を初めとする農業ＤＸについて

は、日々技術の革新が進んでいることもあり、現

段階では、町としては、国などの制度を活用でき

るようサポートを進め、そこで包括できない部分

を見極めながら、独自の支援の検証を進めてまい

りますので、御理解をお願いいたします。 

 次に、３点目の農地の集積・集約化についてで

ありますが、農地の集約化については、既に終了

した東中地区の経営体育成事業などの事業を、今

後も未着工地区において事業を推進するよう、北

海道や土地改良区とも協力し、取り進めてまいり

ます。 

 また、本年から始まった地域計画を円滑に進め

るために、将来の農地の姿を農業者自らの話合

い、関係機関とも協議し、農地の適格化の利用や

集積を進めてまいります。 

 それらを基本とし、国の各種制度や事業、補助

金などを活用しながら、効率的な営農ができるよ

う進めてまいりますが、農地につきましては、農

業者の皆様の財産であり、まずは農業者の皆様の

合意形成を進め、よりよい農地の団地形成を共に

進めてまいりますので、御理解をお願いいたしま

す。 

 次に、４点目の新規就農者への支援策や育成プ

ログラムについてでありますが、新規就農者への

支援等につきましては、上富良野町農業経営改善

センターとして、町、ＪＡ、普及センター、農業

者が一体となり、定期的な状況確認や技術指導や

助言、手続等の支援・指導をいただける農業者と

の調整を行っております。 

 新規就農者の今後の経営形態により、様々な問

題や悩み事もありますが、都度対応できるよう体

制を整えております。引き続き現体制を維持しな

がら、新規就農者の確保、育成を図ってまいりま

すので、御理解をお願いいたします。 

 次に、５点目の特産品や地域資源を活用した農

業振興策についてでありますが、特産品の振興に

つきましては、収益向上作物生産振興事業で、高

収益作物や特産品の取組や育成について助成事業

を行っており、本年度より制度の拡大と上限額の

見直しについて取り組んでおりますので、引き続

き農業者のニーズや継続的な営農に必要な施策に

ついては検証し、改定等を実施するよう進めてま

いりますので、御理解願います。 

 次に、６点目の今後の方向性についてでありま

すが、まず、地域おこし協力隊につきましては、

任用の際に、特産農作物の栽培を目的として新規

就農を目指すことを条件、目標としていることか

ら、現在、町内農業者や関係機関の御協力等をい

ただき、特産農作物中心の各種研修を行っている

ところであり、３年間の期間終了後は、全員新規

就農を目指しているところであります。 

 しかしながら、就農を行うためには耕作を行う

農地が必要となることから、研修先や農業委員会

などとも相談をしながら、情報の収集等を行って

いるところです。 

 また、特産農作物の支援につきましては、先ほ

ど５点目でお答えしたとおりでありますが、この

地域おこし協力隊が新規就農後に、特産農作物に

取り組み、その供給が増え、需要につながること

で、他の農業者の方も取り組める状況になる可能

性が広がることを望んでおります。 

 本町の農業が持続的に行われるよう情勢を見極

め、最善の方策を行うため、これからも研修を進

めながら、行政としての支援等を行ってまいりま

すので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの定年退職自衛官の再雇用促進

についての５点の御質問にお答えいたします。 

 町は、富良野地方自衛隊退職者雇用協議会連合

会の下、関係機関と緊密な協力・連携しながら、

自衛隊退職者の雇用及び富良野地方定住促進を図

り、かつ、有能な労働力を確保して、富良野地方

の開発・発展に寄与することを目的に、道北地域

援護センター上富良野分室、上富良野援護セン

ターとともに、目的を達成するための事業を展開

しているところであります。 

 まず、１点目の現状と課題についてであります

が、令和６年度に上富良野駐屯地において定年退

官された方は２９名であり、全ての方が再就職を

果たしていると伺っております。 

 このうち、上富良野援護センターが担当する富

良野地域を希望した方は１８名であり、町内の企
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業等には６名の方が再就職されている状況となっ

ており、現役時代に培ったスキルが生かされる求

人情報の収集、継続的な新規起業の開拓及び縁故

等による情報入手が課題であり、重要と認識して

いるところであります。 

 次に、２点目の能力を地域で活用するための方

策についてでありますが、議員も御承知のとお

り、今も町内の多くの企業等が、定年退官された

方の能力を求めており、これまでも多くの方が地

元の企業などに再就職し活躍され、さらに地域の

コミュニティ活動、社会福祉活動に貢献していた

だいているところであります。 

 また、町では、地域の安全・安心の向上に寄与

いただくため、引き続き住民会の自主防災組織を

通じて、積極的な防災士の資格取得や、十勝岳噴

火総合防災訓練などへの参加促進に取り組んでま

いります。 

 次に、３点目の研修・資格取得支援についてで

ありますが、上富良野援護センターでは、対象隊

員に対し、就職相談、研修や資格取得支援事業な

ど、種々の求職援護が行われているところであり

ます。 

 次に、４点目の防災計画の見直し等のための任

用についてでありますが、今回の防災計画の見直

し等に係る業務は、近年の大規模災害の教訓、防

災関係法令の改定等を踏まえ、本地域で想定され

る大規模災害に対する防災・減災施策、防災体制

を見直し、計画的に防災力の向上及び防災施策の

推進を図ることを目的としており、大幅改定や国

民保護計画の変更、さらには、業務継続計画及び

受援計画の新規策定など、より専門的知見と業務

に対する高い習熟度を要すると判断したことか

ら、検討には至っておりません。 

 次に、５点目の具体的な施策についてでありま

すが、冒頭でも申し上げましたが、富良野地方自

衛隊退職者雇用協議会連合会の下、関係機関と緊

密に協力・連携をしながら、自衛隊退職者の雇用

及び富良野地方定住促進を図り、かつ、有能な労

働力を確保して、富良野地方の開発・発展に寄与

することを目的に、上富良野援護センターととも

に、目的を達成するための事業を展開していく所

存であります。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） それでは、再質問させて

いただきます。 

 町長、御存知かもしれませんけれども、私はこ

の町で生まれて、農家の二男坊として生まれてお

ります。４５年前に農業は廃業してしまったので

すが、子どもの頃から畑仕事とかトラクターと

か、いろいろなお手伝いをさせていただいた中

で、現在の上富良野町の農業振興がどうなってい

るのかということで、今年の４月に配付されまし

た実践プランを拝見させていただいて、今回、一

般質問を行わせていただいたのです。 

 まず、１点目をお伺いたします。 

 今の町内の農業従事者の高齢化、担い手不足と

いう実態をどのように受け止めているかというこ

とで、先ほど答弁もございましたけれども、認定

農業者１８１名のうち、５０代以下が６０％と、

若いなと一瞬思いましたけれども、これから先１

０年、２０年たてば、やはり高齢化だということ

は否めないのかと思ってございます。 

 それで、いろいろな思いも町長はあると思いま

す。農業が本町の基幹産業、ごくごく当たり前の

ことで、今さらながらお互いに確認することもあ

れなのですけれども、町の農業の高齢化、これか

らの担い手、そういうものについての町長の認識

というのをお聞きしたかったので、答弁の中で、

これからも必要な町独自の担い手確保の施策を検

討するとありますけれども、具体的に、今は担い

手については、２事業をやられているかと思うの

ですけれども、これから独自の施策の検討につい

て、もう少し内容の部分、町長、考えがありまし

たらお伺いしたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 農業者の高齢化、現時点では１８１名のうち、

５０代が６０％、議員の話でもありますが、議員

おっしゃるとおり、今後ということになります

と、現時点でも６０代、７０代がおりますので、

常にこれは考えていかなければならない。今もそ

うですが、２０年先は今の５０代の方もそういう

年になりますので、今後は、これは念頭に置いて

しっかりと、農業だけではないかもしれません

が、農業もしっかりと考えていかなければならな

いものと思っております。 

 今も新規就農ですとか、後継者の方に支援を

徐々にやっております。当然国においても新規就

農に関しては政策がありますが、それプラス町と

いうことで、今後、状況を見ながら、どういうも

のが有効なのかというのは、常に農業サイドとい

ろいろ検討して、計画に反映するなりして、しっ

かりと進めて、取り組んでいかなければならない

問題だと考えております。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 町長と考えは同じでござ
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います。 

 そういう中で、コントラクター事業というのは

町長も御存じかと思うのですけれども、農作業機

械と労働力を有して、農家からの農作業を請け負

う組織のことということで、計画の中にもござい

ます。 

 この点については、今、当町で何か動きとか、

そういう形を行っているのか、お伺いしたいと思

います。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 コントラクターということで、契約ということ

で、分業といいますか、そういうことでやってい

る、堆肥とか防除とかいろいろ考えられるのです

けれども、今、町で、コントラクターとしてやっ

ているところはございません。ないということで

す。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 今はないというのは私も

知っておりますが、これから先の話でございま

す。町長の公約に入っているわけではありません

けれども、これから上富良野町の農業を考えたと

きに、そういうことも手をつけていかなければで

きないのが、先ほど町長が答弁された５０歳代が

６割という、１０年、２０年先を見たときに、そ

ういう不安を考えるのであれば、もう準備しなけ

ればいけないと私は思うのです。だから、そのこ

とを町長が今、感じているかどうかを確認させて

いただきたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 現時点では、ないということですが、議員おっ

しゃるとおり、将来を見据えた場合はどうなのか

ということは、委託をするかしないかは、経営体

の皆さんが判断することかと思いますが、もしそ

ういう需要があった場合に、何らかの、行政とし

てできることをしなければならないことが発生し

てくると思いますので、そういう想定は頭に入れ

て、常に農政を進めていかなければならないのか

と思っております。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） ぜひそういうことを念頭

に置いていただきたいと思います。農業振興計画

の中にも入っておりますし、実践プランの中にも

あって、さらにスマート農業という書き方もあり

ます。そういうことを今入れていかないと、本当

に遅いのかと思うので、私は町政運営のことし

か、当たり前ですけれども、上富良野町議会議員

ですから、町政のことだけなので、その中の基幹

産業の農業をぜひ備えてほしいと思いますので、

いま一度、これからの農業戸数、現在２４０世帯

の中の後継者の育成問題について、他に任せるの

ではなく、国に任せるのではなく、北海道に任せ

るのではなくて、町長として取組をぜひしてほし

いという思いで質問しておりますので、答弁をお

願いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 議員おっしゃるとおり、現段階では大丈夫で

も、２０年後ということは不確定といいますか、

なかなか分かりませんので、行政としては、頭の

中だけでもしっかり先回りして準備して、想定し

ていくことが、おっしゃるとおり非常に重要なこ

とだと思います。実際にやるからやらないかとい

うのは、現場サイドの要求とかがあると思います

から、しっかり頭の中で準備していくということ

が重要なことだと思っております。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 町長、頭の中に今も入っ

ているかと思いますけれども、ぜひ１０年、２０

年先のことを思って取り組んでいただきたい。 

 次の質問なのですけれども、スマート農業のこ

とを少しだけ触れましたけれども、答弁の中にご

ざいました、スマート農業を初めとする農業ＤＸ

については、日々技術の革新が進んでいる。 

 昨年の４月の農業振興計画の中にも、ＪＡの青

年部の方たちのアンケート調査にもありました。

半分の方は、スマート農業はこれから必要だとい

うことを言われております。ですから、今回の答

弁の中でいくと、包括できない部分を見極めなが

ら、独自の支援の検証を進めてまいりますという

部分でありますけれども、これも進んでいないと

いうことで捉えてよろしいでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 スマート農業は、一義的に農協が中心となって

導入を進めておりまして、それで救えなかったも

のについては、しっかり町においてフォローを今

までもしておりますので、これからも、導入事

例、スマート農業を入れたのは、自動操舵とかド

ローン、レベラー、その程度しか、町が直接関

わっているものはないのですが、基本的には農協

中心にやってもらっていて、それで救えないもの

については、それが非常に重要なことであります
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ので、できる限りスマート農業の導入に関して

は、町も積極的に関与していきたいと考えており

ます。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） ぜひ積極的に支援をして

いただきたいと思いますし、毎日そういうことを

考えていただければ、本当にいい基幹産業が継続

されるかと思いますので、お願いいたします。 

 次に、３点目の農地の集積等については理解い

たしました。 

 ４点目に移らせていただきますけれども、新規

就農者への支援策でございます。 

 新規就農の方、本当に様々な問題や悩み事を聞

いております。町長も聞こえているかと思います

けれども、今、町長の耳に届いているものという

のは、例えば３年間終わったらどこどこの農地を

借りたいのだけれども、法律の規制がかかってい

るとか、やるためには、当然ながら投資するもの

が多くて、実際に夢を持ってきたけれどもできな

かったとか、そういうことが多分、町長の耳には

届いているかと思うのですけれども、私が今、話

をしている中で、もし違うことがあればお伺いし

たいと思いますけれども、町長のほうに届いてい

るものがあれば、お答えいただきたいと思いま

す。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 私の知る限り、聞こえてくる範囲では、おおむ

ね林議員と同じように、始めた人も投資がある程

度必要ですし、それ以前に土地が、まだ上富にお

いては、流動的といいますか、なかなか自由にな

らない部分もあって、あともう一つは、新規就農

ですので、自分のやりたい作物が実際になりわい

のあるのか、所得の問題とか、月並みですけれど

も、その辺は把握しているつもりです。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 確かに町長にも聞こえて

きている分野だと思います。私もお話を聞く限り

では、そういう声がメインで。何を言いたいかと

いうと、やはりそういう人たちの声を聞く窓口と

いうのは絶対必要で、入ってから、いつまでもそ

ういうサポートというのは必要だと思います。 

 今、町長が４点目の答弁でありました、都度対

応できる体制を整えていると答弁されております

が、ちょっと私、そういう体制をどこで整えて、

どこで動いているのだろう、ちょっと私には見え

ない、分からない、知らない。すみません。最後

の知らないというのは、失礼ながら、新しく新規

就農されたい方たちの窓口になっているのが農業

振興課なのか、農業委員会の局長も一生懸命相談

に乗っているのは聞こえておりますけれども、そ

の体制というのは、町長としては、どこに設けて

いるのかをお伺いしたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 町の窓口は農業振興課で担っておりますが、農

地が絡むと、必然的に農業委員会も関連してくる

という流れになっております。それ以外、新規就

農とか土地の問題以外でも、おおむね農業振興課

で対応していますが、我々の手に負えなくても、

それについてはＪＡであったり普及センターなど

と協力しながら、町だけではなかなか解決できな

い問題等もありますので、それら関係機関と一体

となって、新規就農を目指す人、既に入ってきた

人も含めて支援している状況にあります。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 今、町長の言われる農

協、農業振興課、そういう答弁かと思って、その

とおりで安堵しているわけではないのです。よく

あります窓口の一本化と。うちの町もそういう話

をされております。 

 今、私が言いたいのは、新規で農業をやりたい

という夢、希望を持ってくる方、年齢関係なく来

る方が相談されるというのは、あっちへ行って、

こっちへ行って、そっちへ行って、同じことを３

回も４回も言わなければいけないというのは本当

に大変なのです。だからワンストップでやるべき

だと私は思っているのです。農業の部分について

は。それは最後は、うちの町の基幹産業の農業の

基盤をつくる人たちになってくれるので、ぜひワ

ンストップの窓口を考えていただきたいと思いま

すけれども、できないっていう答弁だとつらいで

すけれども、町長の考えをお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 ワンストップということで、もう何年になりま

すか、町も農協に、農業委員会とともに事務所

を、所在を移しまして、ワンストップを図りまし

た。相手の組織のいろいろ機構がありまして、な

かなか当初描いたとおりには、ワンストップは最

小になっていたかもしれませんけれども、今は

なっていないと。相手がありますので、相手の組

織機構にも影響されるのかと思っておりますが、

少なくとも相手の機能としては少しは残っていま
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すし、農業委員会と農業振興課が一つになってい

ますので、なるべくワンストップにしたほうが、

同じ事業目的でそれぞれの団体が動いております

ので、言っていることは十分理解できるのです

が、あとは、相手のあることということもありま

すし、いろいろできること、できないことは精査

しながら、できるだけ農業者の方の利便といいま

すか、意思決定を早くなるように、どういう方法

がいいのかというのは常に、ほかの部署でもそう

なのですが、考えていかなければならないと思っ

ております。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） ぜひ持ってほしいと思い

ます。上富良野町に、農業をしたいという人が来

るような、上富良野に来たら、ここに相談の方

が、決して私は、農業振興課とか農業委員会が

行っていないとかということではないです。行っ

ているというのは聞こえています。聞こえている

のだけれども、物足りなさというのは、縦社会で

すから、あります。それをぜひ改善してほしいと

思います。それが町の農業振興計画の中にも入っ

ているし、実践プランの中にも入っている。それ

を忘れないで、ただつくった計画をそのまま机の

中に入れておくのではなくて、進捗率を、評価を

絶えずしてほしいと思いますので、お願いしたい

と思います。 

 ５点目の質問に入らせていただくのですけれど

も、特産品の地域資源開発という部分で、町長の

答弁いただきました。町、いろいろあります。 

 先ほど、私の前の同僚議員が一般質問で、道の

駅の中で、農作物云々の話もされたかなと思って

ございます。町長も常日頃から言っているかと思

うのですけれども、特産品の中、地域資源を活用

した農業振興策ということでございます。この部

分については通告外になるのか微妙ですけれど

も、いわゆる新しくやろうと思っている事業の中

に、町の高収益作物の特産品を取組に入れていく

考えを町長はお持ちかどうかを、まず確認させて

いただきたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 高収益等を含めて、特産品に対する取組、町の

制度は、本年度に拡充を図っておりますので、ぜ

ひこれを利用して、特産品の中には、議員おっ

しゃるように店頭に並べられないものもあります

けれども、店頭に並べられるものも含めて期待し

ておりますし、特産品ではない、例えば野菜なん

かは、路地のものはこれに該当しないものなんか

も、逆に道の駅等の直販でできるものもあって、

なかなか高収益と、実際に売るものと合致はして

いないのですが、この制度としては、高収益の中

には特産品も含まれていますので、これはしっか

り町としてサポートしていきたいと考えておりま

す。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） ぜひサポートしながら、

町長が公約に掲げられている道の駅の中の一つと

して、準備していただくことを強く望んでいきた

いと思います。 

 ６点目、最後の部分ですけれども、今後、これ

から実践プランもできて、実際には、令和７年

度、検討・実践と評価も入ってございます。入っ

た中で、これからの町の農業が持続的に行われる

よう、情勢を見極めていきたいということであり

ますけれども、具体的には、何か町長、新年度が

始まって３か月ですけれども、実践プランが動き

出して、３か月程度であれば簡単に目に見えるも

のはないのかと思うのですけれども、その部分に

ついて、町長が思っている部分があれば、御答弁

をお願いしたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 持続的な農業を上富良野町の産業としていくに

はどうしたらいいのか、なかなか難しい課題があ

ると思っております。問題といいますか、解決し

なければならないことが、後継者の問題であった

り、新規就農、そして先ほど言った所得、所得に

ついては、職業として選択する、どんな職業もそ

うなのですが、所得であったり、やりがいであっ

たり、所得以外にもやりがいとか、本人の意向で

あったり、いろいろなものがありますが、その中

でも所得というのも非常に重要な要素であります

ので、それらも含めて、農業所得、土地の問題、

後継者の問題、少子化が絡んできて、これをやれ

ばすぐ解決できるというのはなかなかないのかも

しれませんけれども、一つ一つ、対処療法になる

かもしれませんが、情勢を見ながら有効な手を

打っていくのが、末永く農業を産業として育成し

ていく、近道はないと思っていますが、それに尽

きるのかと考えております。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 町長の情勢については分

かりました。私は、上富良野町の農業の情勢を見

極めるのだったら、農家一軒一軒の皆さんに、農

家に限らずなのですけれども、一軒一軒聞くとい

う行為をするぐらいでないと、そういう感覚とい
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うのは入ってこないのかと思います。ぜひ町長と

語ろうではなくて、移動町長室をやってほしいぐ

らいと私は思いますので、ぜひ念頭に置いていた

だければと思っております。 

 次の項目の質問を移せていただきます。 

 定年退職自衛官の再雇用促進についてというこ

とで質問をさせていただきました。 

 １点目の現状と課題ということで、再雇用をし

たいと思っている方については、ほぼ再雇用され

ていますということでございますけれども、確か

に形はそうだと思います。その実態も私は町民の

皆さんから聞いた声を届けているわけですけれど

も、現実的には、なかなかマッチした職業がなく

て、つらい思いもしているという声も聞く中で、

一部自衛官に特化したことは、町長としては言え

ない部分もあるのかと思いますけれども。 

 うちの町は、３本柱で、自衛隊、農業、観光商

工業ということで言っておりますので、その中の

位置づけとしては、自衛隊の定年退職を迎えた方

の再雇用について、町長が尽力されることがあっ

ていいのではないかと思います。一方で、そちら

だけに特別視するのはおかしいのではないかとい

う考えもあるかもしれません。それは否定しませ

んけれども、町長が自衛隊の送別会に行ったとき

には、また戻ってくるという声をじかに、送別の

場で受けていたというのを見て感じておりまし

た。 

 １点目については、実態について理解されてい

ることについては、私も考えてございましたの

で、了解いたしました。 

 ２点目の能力を地域で活用するということにつ

いて再質問させていただくのですが、この中でも

町長は、町内の地域の安全・安心のために自衛隊

の皆さん、退職された方、現職、皆さんが地域コ

ミュニティに参加していただいていると言われて

おります。あえてここでも、自主防災組織や十勝

岳噴火総合防災訓練などの参加促進と考えてい

らっしゃるということを鑑みて、今、現実的に

は、自衛隊の方たちが役場、消防本部に来て、現

地対策本部を設けられるとか、いろいろなことを

されております。 

 そうしたことを、地域の安全・安心と考えてい

ると答弁されておりますけれども、実態的に、ま

だまだこういうことをやってもらえるのではない

かという考えがもしあれば、御答弁をいただきた

いと思います。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 地域コミュニティの中での活躍ということで、

これは再就職と直接は関係しませんが、地域コ

ミュニティで活躍するということは、当然上富良

野に居を構えてということになります。上富良野

に住んでくれる方ということになりますので、再

就職といいますか、入ったときから上富良野に住

んでもらうというのは、その後のことを考えても

非常に重要なことかと思っております。 

 その上で、地域住民会等の自主防災組織で、現

役のとき等に得た知見を活用してもらって、防災

士としてすごく活躍しているという住民会が数多

くございます。 

 今後におきましても、防災士以外にもいろいろ

な能力といいますか、資格ですとか、スキルを

持っている退職自衛官の方がおりますし、今、再

就職して会社員として働いていても、コミュニ

ティの力としては十分活躍できると思いますの

で、やはり上富良野に住んでもらう、募集から始

まって再就職というのは非常に重要なテーマとい

いますか、取り組まなければならない、３本柱の

一つと議員がおっしゃいましたが、全くそのとお

りだと思っております。 

 引き続き、再就職、定住、コミュニティでの活

躍というのは、側面のサポートになるかと思いま

すけれども、しっかりと町としても関わってまい

りたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） ぜひ引き続き、町長には

同じように行動をしていただきたいと思います。 

 次、３点目の部分については了解いたしまし

た。 

 ４点目の防災計画の見直しに、定年退職自衛官

の任用という御質問させていただいて、町長の答

弁の中、予算特別委員会のときにもお答えいただ

いていたと思うのですけれども、専門的な知見と

業務に対する高い習熟度を要すると判断したと。

今回見直す上富良野町の防災計画は、そうしたこ

とから、実際には、自衛官を定年退職される方の

検討はしていませんということでよろしいです

か。活字の理解なので、検討しているけれども、

違ったとなっては困るのですけれども、検討すら

していないということでよろしいでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 この業務がどのようなこと、高度ということ

で、その段階での退職自衛官という話ではなく

て、途中まで検討したとかというのではなく、全
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く検討しなかったわけではない。一番最初に、こ

の業務量レベルとどうだろうというのがあって、

そこで判断したということになります。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） やはり検討はしたという

ことですよね。検討された中で、何を言いたいか

というと、防災計画の中で、どんな専門知識があ

るのか、町は、特殊災害、火山活動が何年周期で

何があるとか、そういう勉強をされた方でなけれ

ばできないというものが、専門知識かと思うので

すけれども、それでよろしいでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 なかなか表現が難しくて、検討しなかったと、

初期の段階で判断はしたのです。念頭になかった

のと、検討しなかったのとはまたニュアンスは違

いますけけれども、ちょっとは最初の段階で、こ

の事業を見直しをするという段階で、念頭には

あったと思います、担当者は。ただ、レベルを見

て考えると、これ以上検討はということで、早々

に、この予算になったと理解しております。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 防災計画なのです。上富

良野町の地域の防災計画ですから、町長が頭の中

で、こういう専門的なものと考えて、自衛隊の方

の経験、知見では少し無理かなというのも分から

ないでもないのですけれども、上富良野町の防災

計画なのです。 

 災害があったら、大規模災害、何だろう、地

震、火山とか、ブラックアウトもそうですけれど

も、全て共通して言えるのは、上富良野町民１万

人弱の人命を救うことの計画書をつくる。何が大

切かといったら、専門的な知見は、当たり前かも

しれないけれども、実際は避難すること。自分の

命は自分で守るという、避難することが私は本丸

だと思います。 

 だから、その計画をつくるのに、町の人の、災

害に本当に精通している自衛官の元職の方の力を

借りないというのは、私は不思議でしょうがな

い。専門的な部分は分けて考えることはできると

思います。 今、現在、町長はちょっと知らない

かもしれません。防災計画の中でハザードマップ

というのをつくっています。あれをつくったの

は、私と亡くなった当時の役場の元課長ですけれ

ども、あのとき北海道大学に行って、実際に流れ

たところを図面に落としていただいて、それで町

民の皆さんに、こういうことでと説明をしまし

た。その説明をしたのは職員です。まだ３０歳前

の若い職員でしたから、そういうことを考えれ

ば、全部が専門的ではないのだから、町に住んで

いらっしゃる、今いていただける自衛官の方の力

を借りたほうが、避難するときには、｢あなたは

こっち行け」と言ったら、そうだよね。あのとき

もそうだったのです。「僕、公民館のとこにいる

んだけどさ、上小に逃げれと言うんですか」、そ

ういうことも言われました。私は本当に若くて、

ついつい「そうだね、上小に逃げるんだね」と

言って、自分で言っても何か変だなと思いまし

た。 

 だからこそ、防災計画の中のこの部分は、退職

された、いわゆる災害を専門として行っていた方

であったら、従事できると認識してほしかったの

です、町長に。それが、言葉尻を取るわけではな

いけれども、検討したかどうかに至っているわけ

ですので、これからの部分について、本当に専門

的な知見を持っている方たちを、どんどん町で任

用することも選択肢ではないかと思いますけれど

も、私の考えはどうでしょうか、町長の考えは。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 御質問のとおり、退職自衛官の再雇用でありま

すので、防災計画の見直しのために１年というの

は、再雇用というのはどうなのかという問題もあ

りまして、現任の防災の担当もおりますので、再

雇用ということを念頭に話をさせていただけれ

ば、一定期間、町で雇わなければ、今の管理監の

ように雇うというのが普通なのかと。１年だけと

いうのは、再雇用はなかなかなじまないのではな

いかと。当時そういう判断で事務方が予算を上げ

たとかは別に、１年間だけでというのは、再雇用

という側面からは、なかなか難しい面もあるのか

と考えております。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 予算のときのことを忘れ

てしまったので、間違っていたらごめんなさい。 

 今回、防災計画を見直す中に、上富良野にも国

民保護計画、業務継続計画及び受援計画、新規策

定は入っていたのかどうかというのを、質問に関

係するのでお答えいただきたいのですけれども、

新年度予算の一千何百万円の予算の中に、こうい

う計画の新規策定とか改定も入っていたのでしょ

うか。 

○議長（中澤良隆君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（上村正人君） ６番林議員の御質問

にお答えさせていただきたいと思います。 

 予算特別委員会、予算説明資料としてお示しさ
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せていただいたときには、見直しと併せて、策定

の部分についても入っているという形で御説明さ

せていただいております。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） すみません。記憶からあ

れしたのですけれども、それをこの１年の間に策

定して、やれるのですか、これだけのメニュー。

自衛隊雇用の関係なので修正します。 

 いわゆるうちの町は自衛隊と協力関係にある。

ほかの町とは違いますという中での、定年退職さ

れる自衛官の能力が町外に出ることなく、町内で

発揮できるような体制をこれからもつくっていた

だくことが町長の中にあるのか、確認させてくだ

さい。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 何でもかんでもというのは、雇用形態が１年、

２年の短い間で再雇用というのは、雇われるほう

も不安だと思いますので、相手の希望等もありま

すが、町としては、そういう方に定住してもらっ

て、上富良野だけではなくて、富良野圏域で動い

ていますので、富良野圏域の産業の発展に寄与し

ていただきたい。それに町としても、行政として

もしっかり関わっていくというのは、今も昔もこ

れからも変わらないスタンスだと思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 今、町長の発言の中で、

富良野圏域という説明がありました。確かに富良

野地方自衛隊協力会だけれども、駐屯しているの

は上富良野駐屯地なので、ぜひ上富良野町長とし

て考えで、定年退職される自衛官の雇用促進とい

うところを考えてほしいと思います。富良野とい

うくくりではなく、私は上富良野町の議会議員で

すので、上富良野町長としての考えを伺いたいと

思います。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 もちろん上富良野町の企業に就職していただけ

れば、町長としても非常に喜ばしいことですが、

受け皿としては小さいといいますか、職種も含め

てなかなかうまくいかないと。それよりはパイ

を、今も、富良野地方の自衛隊退職者雇用協議会

連合会ということで富良野地域で動いております

し、実際にその組織がありますので、町長として

は、上富でとは思っていますが、通勤圏内、大き

く富良野圏域でと考えても、それは差し支えな

い、矛盾しないことかと考えております。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 確かに観光の面でいった

ら、富良野、上富良野も一緒というのは否めない

部分でありますけれども、やはり上富良野に家を

建てて住んでいらっしゃる方、富良野に通ってと

か、どこどこに行ってではなくて、地元で働ける

のが一番いいのではないかと思います。 

 先ほど来、町長が富良野圏域の協議会というお

話をされて、私が上富良野町長だったら、自分の

ところの町で一つの会社をつくって、企業をつ

くって、そういうマンパワーを活用できる、自衛

官に限らず、民間会社の定年迎えた人でも、そう

いう人たちがまだまだ働ける、能力もあるものを

活用できる場をつくってもいいと思いますけれど

も、町長は、この点はどうでしょうか。最後にし

たいと思います。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ６番林議員の御質問にお

答えしたいと思います。 

 繰り返しになりますが、町としては、もちろん

町の企業にということは一番喜ばしいことです

が、富良野圏域で考えても矛盾することではあり

ませんし、むしろスケールメリットを考えると、

何も富良野圏域を否定するものではないと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君）以上をもちまして、６番林

敬永君の一般質問を終了いたします。 

 ここで、暫時休憩といたします。 

 再開は２時４０分といたします。 

────────────────── 

午後 ２時２８分 休憩 

午後 ２時４０分 再開 

────────────────── 

○議長（中澤良隆君） それでは、休憩前に引き

続き、会議を再開いたします。 

 次に、４番米澤義英君の発言を許します。 

 ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 私は、さきに通告してあ

りました６点について質問いたします。 

 一つ目は、物価高騰策についてであります。 

 今、光熱費や食料品等の値上がりが続く中で、

町民の生活は大変な状況になっています。帝国

データバンク、５月３０日、主要食品メーカー１

９５社が６月に値上げする予定の飲食料品が１,９

３２品目に上ると発表しました。 

 また、今年１年間の値上げについては、２万品
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目を超える可能性が高いと指摘しているというの

が特徴であります。 

 町民は、日常の出費を抑え、切り詰めながらの

生活をしている状況にあります。町においては、

物価高騰で困っている町民、また、福祉事業者や

農業者、事業者等に対する支援が必要と考えます

が、今後の対応等についてお伺いたします。 

 次に、補聴器購入補助についてお伺いたしま

す。 

 高齢になるにつれて軽度の難聴になると言われ

ており、社会活動が制限されて、健康に影響を与

えることにもなります。聞こえが悪くなってから

人との会話がおっくうになったとの話も聞きまし

た。近年の研究でも、難聴は認知症の危険因子の

一つに挙げられています。 

 道内においては、補聴器購入補助が実施されて

いる自治体、２２自治体とされています。町にお

いても加齢性難聴や認知症の対策として、補聴器

購入補助を実施すべきと考えますが、今後の対応

についてお伺いたします。 

 次に、介護人材確保についてお伺いいたしま

す。 

 介護人材の確保ができずに、事業所の閉鎖や縮

小を余儀なくされていると現状があります。この

背景には、低過ぎる介護報酬や国の国庫負担の低

さが問題となっております。各事業所では介護人

材の確保に四苦八苦しながら運営しております。 

 町においては、町全体の介護施設の在り方につ

いて検討を始めました。介護人材の確保は深刻で

す。高齢者が介護が必要になったときに、この町

で安心して生活ができるようにするためにも、介

護サービスの基盤整備はもちろんのこと、介護人

材の確保は必要です。 

 そのためにも、町の介護施設で働きたいと望む

人たちに対して、入居費等の補助、支援が必要と

考えますが、対応についてお伺いいたします。 

 次に、町独自の賃上げ対策についてお伺いいた

します。 

 全国的にも給与を引き上げる動きが始まってい

ます。しかし、中小企業では、給与を上げたくて

も、経営の諸事情で上げることができないのが実

情です。一部の自治体では、賃上げを支援するた

めの給与改善奨励制度を設けて、中小企業の賃上

げを支援する自治体も出てきております。町にお

いても検討が必要かと思いますが、これについて

の対応についてお伺いいたします。 

 次に、学校給食の無償化についてお伺いいたし

ます。 

 物価の高騰や保護者負担軽減のために、学校給

食無償化の動きが広がりを見せています。町にお

いては、保護者負担の軽減策も取り入れています

が、国においては、令和８年度から小学校を対象

に実施される予定とされています。管内では美瑛

町や東川町、東神楽町など、一部自治体が給食費

の無償化を始めているという現状があります。町

内において子育てをしている保護者からも、学校

給食の負担軽減を求める声があります。 

 次の点について伺います。 

 一つには、小中学校の給食費、教材、修学旅行

費、入学時の制服代など、保護者負担の軽減策の

現状についてどのようになっているのか、お伺い

いたします。 

 二つ目には、町においても給食費の無償化や軽

減策を実施し、負担の軽減に努めるべきと考えま

すが、対応についてお伺いいたします。 

 次に、小学校におけるスクールバンドについて

の問題です。 

 学校においては、教員の忙しさが問題となり、

教員の働き方の見直しが始まっております。ま

た、教員中心の部活動のあり方も見直されようと

しています。上富良野小学校のスクールバンドで

は、指導の中心は先生になっていますが、忙しさ

もあり、保護者の関わりが増え、指導者も外部か

ら来ていると聞いております。大会に出場すると

きの費用負担は、町も負担していますが、保護者

負担もあるとされています。現状の課題につい

て、今後の対応についてお伺いいたします。 

 町長、教育長に答弁を求めます。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の６項目の

うち４項目の御質問にお答えいたします。 

 まず、１項目めの物価高騰対策についての御質

問にお答えいたします。 

 報道等でも話題になっております、お米を初め

とする食料品はもちろんのこと、生活必需品や光

熱費など、様々なものが値上がりしており、住民

の皆様に大きな影響を与えていることは十分認識

しているところであります。 

 国においては、令和５年度から物価高騰への対

応として、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交

付金を自治体に配分しており、本町においても、

これを財源として、プレミアム商品券事業や給付

金事業など様々な事業を行ってまいりました。 

 今年度も５月２７日に、令和７年度一般会計予

備費の使用が閣議決定され、物価高騰対応重点支

援地方創生臨時交付金の推奨メニュー分として１,０

００億円が増額され、自治体に配分するとの通知

があったことから、現在、実施事業の検討を行っ
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ているところであります。 

 今後も国や道の支援策等を注視しながら、物価

高騰対策に努めるとともに、町独自の施策につき

ましても、限られた財源の中で検討してまいりま

すので、御理解を賜りたいと存じます。 

 次に、２項目めの補聴器購入補助についての御

質問にお答えいたします。 

 認知症と難聴の関係については、国の認知症施

策推進総合戦略の中で、認知症の危険因子とし

て、遺伝性のものや高血圧、糖尿病などのほか、

難聴もその一つとされ、加齢による難聴の方々へ

の補聴器購入補助は全国的な課題であり、独自で

助成制度を創設している道内町村が微増している

状況は把握しているところです。 

 しかしながら、現在、国におきましては、補聴

器装着の有無と認知症発症に関する研究が進めら

れている段階で、医学的な認知症との因果関係、

予防効果などについては明らかになっていないこ

とや、対象年齢、聴力レベルが人それぞれであ

り、現段階においては、町独自に補聴器購入に対

する補助の考えは持ち合わせてございません。 

 当面は、現行の障害者総合支援法の補装具費支

給制度にて、聴覚障がいの方についての助成制度

により対応していきますが、今後も補助支援の方

策につきましては、国や北海道の動向を注視しな

がら、研究結果に基づいた対策を検討してまいり

ますので、御理解をお願いいたします。 

 次に、３点目の介護人材確保についての御質問

にお答えいたします。 

 近年、全国的に人材不足や財政難、厳格化する

認定基準など、複合的な要因により、介護施設の

閉鎖が増加しております。その中でも介護人材の

不足は、廃止理由として最も多くなっており、良

質な介護サービスの安定供給のため、介護人材の

確保に対する対策の重要性については理解してお

り、第９期介護保険事業計画においても、重点施

策として介護人材確保と生産性の向上に向けた取

組強化を掲げたところです。 

 町では、地域ケア会議を定期的に開催し、町内

の介護保険事業所等と人材確保についての状況、

取組などについて意見交換を行っていますが、今

のところ各事業所とも人員配置基準は満たしてい

ることは把握しているところです。 

 また、町では、平成３０年度より介護人材の確

保と充実を図ることを目的に、上富良野町介護職

員研修費助成事業を実施しており、令和６年度よ

り助成対象の要件を緩和し、介護に関する資格を

有していない者のみならず、有資格も対象とする

ことで助成対象を拡大したところです。これによ

り、令和６年度は２件の申請があり、助成金を交

付いたしました。 

 当面は、現在の施策の中で介護人材の確保に努

め、家賃補助等のさらなる支援については、今後

の動向等を注視しながら検討をしてまいります。 

 次に、４項目めの町独自の賃上げ対策について

の御質問にお答えいたします。 

 北海道が実施している企業の賃上げに係る助成

や税制優遇制度によって、中小企業の給与引上げ

の奨励が行われており、町においてもそれらに連

動した取組を行うことで、より効果的に住民の暮

らしの豊かさを向上させることが期待できると考

えています。 

 直接的な賃上げにつながる働きかけや助成を行

う予定は今のところ持ち合わせておりませんが、

中小企業振興対策として、商工会と連携し、町内

企業の増収・増益を図り、一過性ではない、長期

に安定した経営基盤の構築を支援することで、間

接的ではありますが、町内労働者の賃金向上につ

ながるよう、引き続き取組を進めてまいりますの

で、御理解をお願いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ４番米澤議員の５項目

めと６項目めの御質問にお答えいたします。 

 まず、５項目めの学校給食費についての２点の

御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の保護者負担の軽減策についてで

ありますが、経済的な理由により就学が困難な家

庭に対しましては、就学援助制度に基づき、給食

費、学用品費、修学旅行費、制服代及びオンライ

ン学習通信費など、所要の支給により保護者の負

担軽減を図っております。 

 次に、２点目の給食費の無償化や軽減策の実施

についてでありますが、学校給食費につきまして

は、賄い材料費の価格改定等に伴い、学校給食セ

ンター運営委員会の審議を経て、令和６年度から

１食当たり、小学校児童食を３１６円、中学校生徒食

を３７６円に改定を行いましたが、保護者負担額は

１年間据置きとし、本年度から規定の額を徴収し

ております。 

 学校給食費は、全額を食材購入費に充てており

ますが、価格高騰により不足する費用につきまし

ては、町から補塡しております。 

 また、施設の維持や人件費など、学校給食の運

営に要する費用は、設置者である町が全額負担し

ているところであり、今後につきましても学校給

食法に基づき対応してまいります。 

 なお、国において検討いただいております令和

８年度からの小学校給食費無償化につきまして
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は、制度内容等について具体的に示されていない

ことから、その概要が明らかになり次第、必要な

対応について検討・協議を進めてまいりたいと考

えておりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

 次に、６項目めの小学校におけるスクールバン

ドについての御質問にお答えいたします。 

 町内の小学校でのスクールバンドは、上富良野

小学校のみの活動であり、上富良野小学校スクー

ルバンドにつきましては、現在、３名の小学校教

員と外部指導者による指導により、町内の小学校

に在籍する小学３年生から６年生までの１８名の

児童が、楽器演奏の技術はもとより、音楽活動を

通して情操を豊かにし、協調性や集団の大切さを

学んでおり、これまで数多くのコンクールや大会

等への出場と、町内でのイベントに出演され、住

民皆様にも演奏を披露していただき、子どもたち

の音楽活動の成果が見られるところであります。 

 これらの大会等に出場する際には、教育委員会

が定める要項に基づきまして、移動手段としてバ

スの利用と、児童が参加する経費等の支給対象経

費のうち、おおむね７割を助成することで保護者

等の負担軽減を図っております。 

 この助成割合につきましては、他の体育・文化

活動においても同様の助成率としており、それぞ

れの団体や大会等においてかかる経費の高はあろ

うかと思いますが、公平を期して定めております

ので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 物価高騰対策についてお

伺いいたします。 

 今、物価高騰は、本当に生活に追い打ちをかけ

るということで、切り詰めても切り詰めても、生

活が維持できるか分からないという深刻な声が聞

こえてくるのです。 

 子育て中の世代に至っては、子どもの数によっ

て、１週間の間にお米を１０キロ、２週間で２０

キロも、状況によってなのですが、やはり消費し

てしまうという深刻な状況になっています。そこ

へもってきて物価高と、お米の値段が高いという

状況の中で、トリプルパンチという形の生活に、

一般の方も高齢者の方も追い込まれているという

状況があると思いますが、町長は、こういう現状

をどのように認識しておりますか、お伺いいたし

ます。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番、米澤議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 現状の認識ですが、物価高騰は、直近の消費者

物価指数、４月分を見ますと、総合でも、前年同

月比３.６％、生鮮食品を除くと３.５％、生鮮食

品とエネルギーを除くと３.０％ということで、

３.６％、３.５％、３.０％。生鮮食品とエネル

ギーを除く部分は、いわゆるコアコアと言われてい

ますが、３.０％、それに生鮮食品とエネルギーを

総合すると、上がるということは、何が言いたい

かというと、エネルギーと生鮮食品――食品が平均

して３％以上、エネルギーなんかは１０％近く上

がっているというデータも出ておりますので、エ

ネルギーなんかは、相当節約して、食べ物もそう

なのですが、節約できるものとできないものがご

ざいまして、エネルギーとか食料が非常に高騰し

ているというのは、町民の皆さんにとっては厳し

い状況であるということは私も認識しておりま

す。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 町長も非常に厳しい状況

を認識しているということであります。 

 それで、今までのいろいろな政策を見ています

と、町も独自の政策も織り込みながら、国の交付

金も使いながら物価高騰対策をしてきているとい

うのは十分理解しております。 

 ただ、ここに来て、一般的には、非課税世帯と

か子育て世帯が対象になります。しかし、そこも

私は否定しません。非常に大事な部分であります

が、それ以外の世帯についても、今回は、賃金が

伸び悩むという状況の中で、物価、年金について

も、物価上昇に追いつけないという状況がありま

す。 

 ですから、今後、対策をするということであれ

ば、広く全ての町民に何らかの物価高騰対策が行

き渡るような支援対策が必要だと思うのですが、

この点はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 全ての町民の方に等しく、値上がり分はという

ことで、これは、今後の国、道の施策を見極めな

がら、町独自として進めていきたいと。 

 広く町民にというのも、そういう視点もありま

すが、特に所得が物価に追いついていないといい

ますが、そもそも給与所得ではない人たち、以前も

同じ答弁をしたかと思いますが、給与所得でない

方がおりますので、そういう方は賃金の上昇とか

は全く関係ございません。そういう方、生活困窮

と言われている方をどう救うかというのは、これ

は町の、その地域の独自の課題でありますので、
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町としては、そちらも目配りしながら、経済対

策、弱者の救済というのは、計画を練っていかな

ければならないと考えております。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） そういった生活に困窮さ

れている方も含めて、一般の町民も対象にしたい

という形で理解してよろしいですか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 対象としては、国の政策にもよりますが、そう

なると思いますが、同じ扱いなのかは考えなけれ

ばならないのかもしれません。今後の国の制度に

よって、町が本当に困っている方に手を差し伸べ

る、そういう濃淡をつけなければならないのかど

うかも含めて、今後、検討していかなければなら

ないと考えております。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 前の同僚議員もおっしゃ

いましたが、水道料金の引下げとかは公平になり

ます。同時に、お米券の配布を行っている自治体

もあるということで、こういう施策を取りなが

ら、多くの町民や住民に対する、非課税世帯も大

事なのですが、そういったところに対して支援を

行いながら、物価対策をやられるべきというの

が、本来の自治体の在り方ではないかと思ってお

ります。 

 これと併せて、交付金はいつ頃になるのかよく

分かりませんが、おおよそ臨時国会で対応される

のかと思いますが、いまだはっきりとしためどが

立っていないと思いますが、現状について、どう

いう現状なのか、お伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の再質問に

お答えしたいと思います。 

 国の予備費１,０００億円のことかと思います

が、１,０００億円というのは、全国で配られる原

資が１,０００億円ということで、今後どういうふ

うに配分されるかというのは、それを受けて、何

に使うか、どういうふうに使うかというのは、町

においては補正予算で対応していきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） そういうものを生かしな

がら、町には積立金があります。恒久的な財源で

はありませんので、一時的に、こういった物価対

策というときに、基金を生かしながら、こういっ

た物価支援対策を行うというのが財源の使い道だ

と私は思っているのです。ですから、こういう交

付金を生かしながら、また、基金を取崩しなが

ら、物価高騰に対する支援策を広く全ての町民に

対してすべきだと思います。 

 水道料金の引下げだとか、同僚議員も言いまし

たが、お米券の配布というのは、広く行き渡るよ

うな内容だと思いますが、こういうものは、今の

状況の中では、的を射た対策ではないかと私は思

うのですが、町長の見解は、どのようにお考えで

しょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 一例として、水道料金、またはお米券も否定す

るものではございません。総合的に判断して、何

がいいのかというのはしっかり決めて、必要とあ

らば、秋、冬まで待たずとも、必要なときに、タ

イムリーにやっていくというのは常に心がけて、

念頭に置いているところであります。 

 財源、目的基金はなかなか使うのは難しい基金

が多くて、使うとすれば、財政調整基金があるの

ですが、基金を使わなければならないほど状況が

ひどくなればということもありますので、はなか

らそれを否定するわけではございませんが、なる

べく当初予算の中でできること、国の事業とうま

く整合するような設計になるように、総合的に判

断してまいりたいと考えております。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） それで、お伺いしたいの

ですが、答弁の中では、現在、１,０００億円増額

されようとする国の交付金を生かしながら、事業

実施に向けて検討を行っているところですという

ことであります。恐らく具体的な検討に入ってい

るのかと思いますし、具体的ではないけれども、

ただ検討しているという、頭の中でのイメージを

つくっているだけなのかと思うのですが、具体的

な検討ということであれば、実施事業も検討をし

ているということなのですが、どこまでは検討さ

れているのか。その検討が具体的なものがあれば

お伺いしたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 全国で１,０００億円の使い道ですが、漠然と検

討しているわけではなく、結構具体的に、各担当

課に指示を出して、計算して、このぐらいで何が

できるか、いわゆる玉出しというものを各課に求

めて、今後、その中から何がいいかというのは検

討していかなければなりませんので、結構いいと
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ころをまで具体的に話は進んでいるのかと感じて

おります。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 今いろいろな事業所に聞

いて歩いているのですけれども、やはり光熱費だ

とか、一時的に３か月間の補助はありますけれど

も、その後、冬の寒い時期に入ります。そういっ

たときの問題等もあります。皆さん共通しておっ

しゃっているのは、物価高騰という状況の中で、

下がることはないだろうと、現状維持もないだろ

うと。ただ、これから上がるということになれ

ば、経営するためにいろいろな経費が、利益幅が

どんどん少なくなってきているだとか、いろいろ

切実な声が寄せられている状況になっています。 

 こういう状況の中で、今いろいろな事業者、福

祉施設もそうなのですが、家庭においてもそうで

す。こういったところに、しっかりとした物価高

騰対策における支援策をきちっと打ち出す。早急

に取りまとめて、交付金が来たら同時に、そう

いった政策を、少しでも町民の方に安心して暮ら

してもらうためにも、そういった対策を速やかに

取る手段、手立てをされているかと思いますが、

この点についてお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 議員おっしゃる光熱水費等を含めた各事業所に

手当ても含めながら検討して、早急に速やかに実

施できるような施策としていきたいと考えており

ます。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 今、社会的に大きな問題

になっております。消費税減税もそうですが、含

めて速やかな対策を取っていただきたいと思って

おります。 

 次に、補聴器購入補助についてお伺いいたしま

す。 

 これは、ほぼ前回と変わらない答弁だと思って

おります。補聴器購入の制度が利用できるという

のは、一般的には、障がい者福祉ということの中

で、聴覚障がいがあれば利用できるという形に

なっております。 

 ただ、私は、軽度の難聴者という中で、６５歳

以上になれば３人に１人の方が軽度の難聴者に

なっているということが数値で示されている部分

もあります。 

 また同時に、２０１７年の国際アルツハイマー

病会議においても、難聴は認知症の危険な因子に

挙げられるという中で、やはり脳の萎縮が起きる

ということも報告されたりしておりますし、国立

長寿医療研究センターが、補聴器の使用で認知症

機能の低下を抑えることもできるというような研

究も、今進められているということも言われてお

ります。 

 それで、介護保険にも認知症対策がしっかり

と、上富良野の計画にも打ち出されております。

そういう意味では、安心して外に出たい、聞こえ

が悪くなって相手の会話が聞こえなくなって、

おっくうで本当に外に出られないという方の話も

聞いたのです。そういう人たちというのは、どう

しても家にこもりますから、大変な状況、環境に

あるかと思います。多くの人たちとコミュニケー

ションを、対話をしながら社会の中で自らの生活

をよりよくしたいという方向というのは、今、高

齢者福祉の中で求められている課題ですし、介護

保険制度においても課題になっていると思いま

す。 

 そういう意味で、単に聴覚障がい者ではないか

ら、軽度で何回も使用する人がいては困る、捨て

られては困るというような話もあります。だけれ

ども、利用したいという人たちは、きちんと診療

もし、自分に合った補聴器を購入したいというこ

とも、いろいろ診療を受けながら購入に至ってい

るという経過もあります。 

 そういう意味で、私は、高齢者福祉という点か

らも、認知症の軽減対策という点からも、補聴器

購入制度を軽度の方にも補助という中で、早急に

実施すべきだと思いますが、この点、町長はどの

ようにお考えでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 介護予防の観点からも課題であるということ

は、私もそう思っております。ただ、それをどう

するかというのは、制度としては、現状では、障

がい者の法律に基づいて、補装具として購入され

ている方と、そうではない、加齢によるものと、

認知症との因果関係があるのかどうかも含めて、

今、学会で報告されているというのは、議員おっ

しゃるとおりですけれども、因果関係が立証され

るのかどうかも含めて、それを受けて、国、道が

どういう動きになるのかも含めて、今後の課題と

思っているということはあるのですが、現状にお

いては、今後の課題ということで認識していると

いうことです。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 私は、こういう人たち

が、何らかの要因で社会から遠のいてしまっては
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困る話ではないかと。誰でもがこの社会の中で、

よりよく生活したい、関わりの中で生活したいと

思っているわけですから、そういった意味では、

そういったところに対して自治体がしっかりと何

らかの対策を取りながら、そういう人たちが表に

出て、社会との関わりの中で生活を送れるような

支援策のためにも、私はこういう支援が必要だと

思うのです。これが途絶えることによって社会と

の距離が離れてしまって、閉じこもりや、何らか

の病気になってしまうということは、誰も望むこ

とではないのです。そういう意味で、町長、ここ

ら辺はどのように理解していますか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 社会の関わりというのは、地域コミュニティの

中で孤立しないというのは大切なことだと私も

思っております。 

 ただ、地域コミュニティとのつながりに関して

は、何といいますか、補聴器だけではなくて、そ

のほかにもいろいろ日用雑貨も含めて、たくさん

のものがあります。自転車とか、足をどうするの

かとかも含めて、多種多様な中で、何を公費で負

担すべきなのか、それは私費でやってもらうの

か、全てを公費で賄うことはできませんので、そ

こには、一定程度合理的な判断というのは必要な

のかと思っております。先ほど申しました認知症

との因果関係は大きな契機になるのではないか

と、補聴器に関しては、注意深く見守っていこう

と思っております。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） そういう部分も含めて、

実態はどうなっているのか、他の自治体で既に実

施されている自治体もありますので、そういった

自治体に対する、いろいろな制度、非課税世帯を

対象で行っているとか、いろいろ実態がありま

す。そういった状況を調べて、どうなっているの

かということを、まず調べることから始めていた

だきたいと思いますが、これをお願いできます

か。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 道内でもそういう制度を導入している町村等が

ありますので、御要望どおりといいますか、我々

の責務としても、そういうところの情報を収集す

るというのは、責務としてやらせていただきたい

と思います。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 次に、介護人材の確保に

ついてお伺いいたします。 

 今、介護人材が、人の確保が、人口減少と併せ

て非常に困難になってきているというのが、上富

良野町でもどこでもあります。ひどいところにな

りますと事業縮小あるいは閉鎖を余儀なくされる

という中で、近隣でもいろいろと耳にすることが

あるという状況です。 

 そこで、私が言いたいのは、介護保険計画の中

にも、介護人材の確保ということがうたわれてお

ります。そういう意味では、介護人材、人がいな

くては、老後、上富良野町で安心して生活を送り

たいと思っても、施設や、あるいは人がいなけれ

ば、生活を送ることができなくなってしまう。こ

れは社会的にもマイナスでありますし、経済的に

もマイナスなのです。人が離れてきますから、雇

用の面、経済の面という形で遠ざかってしまいま

すから、そういう意味では、少しでもきちっとし

た介護人材確保のための支援策を取るべきだと

思っております。 

 今なかなか上富良野町の居宅介護だとかいろい

ろ見ましても、一定程度年齢が高くなったりと

か、あるいは職員が離職されているような感じが

あるのですけれども、出入りがあって、ようやっ

と確保しているという現状があります。 

 若い世代だとか、新たな人たちを上富良野町で

呼ぶとすれば、何らかの支援策が欲しいのだとい

う話も聞いているのです。家賃補助だとか準備金

だとか。こういうことを行いながら、そう簡単な

話ではないのです。保育士の問題もそうなのです

が、そうだからといって諦めては駄目なのです。

そこから私たちは考えて、どのようにしようかと

いうことを、一歩踏み出すということが私たちの

役割ですから、そういう方向で人材確保のための

支援策や、いろいろな勉強会を開きながら、そう

いうことが必要だと思いますが、人材確保のため

の準備金や家賃補助について、今後の動向を見な

がらということでありますが、しっかりとその対

策を打ち出すべきだと思いますが、町長の見解を

求めます。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 一答目で、人員配置基準は満たしているという

ことをお答えさせていただきましたが、決して将

来もこのまま安定していくとは考えづらいという

のは、米澤議員のおっしゃるとおりだと思います

ので、しっかりと将来を見据えて、何らかの、

エッセンシャルワーカーと言われる、社会基盤を
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支えている人たちも含めて、各事業所からいろい

ろお話を聞きながら、今後の施策は進めていきた

いと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） ぜひ具体的な方向性を示

していただいて、しっかりと将来の上富良野町の

人材確保や、安心して老後を送れるような社会体

制をつくっていただきたいと思っています。 

 次に、町独自の賃上げ問題についてお伺いいた

します。 

 これはこれからという部分はあるのですが、た

だ、現状としたら、さきにも述べましたが、なか

なかどこでも小さな企業は、賃金を上げようと

思っても上げられないという状況の中で、結局、

労賃の高い、賃金の高いところに人手が流出して

しまうという状況が見受けられます。 

 そういう意味では、確かに町でも公共事業や、

いろいろな対策の中でそういったものも網羅しな

がら契約を結んだり、いろいろ行っているという

のは十分分かります。 

 しかし、一般の中小企業に至っては、公共的な

仕事がなかなか入らないとかいろいろあります。

頑張っているのですが、そういったところで賃金

を上げるような支援策というのがどうしても必要

だと思いますが、再度確認いたします。今後、こ

ういう方向に向かって、しっかりとした支援策が

どうしても必要になってきていると思いますが、

この点は、認識として、どのように考えなのか、

お伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 大企業とは別に、中小企業ではなかなか人件費

まで利益を確保して、人件費までというのはなか

なか難しいというのは、報道等で承知しておりま

す。 

 ただ、その解決策として、直接賃上げ分を補償

して、給付金というのはなかなか難しいのかと考

えております。それに代わるものとしては、設備

投資とか、デジタルというものに、初期投資する

のもなかなか大変です。そういうものに補助する

ことによって、結果的に利潤を得て、それが賃金

のベースアップに回るような、直接的な給料の補

償というのは、なかなか難しいのですが、間接的

に設備投資等を応援することによって、利潤を上

げてもらうという方法は、今後も引き続き考えて

いかなければならないと思っております。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） いろいろな支援策があり

ますので、設備投資だとかを含めて検討していた

だきたいのと。 

 これは、自治体独自では大変困難な状況があり

まして、もう既に県単位で、事業規模に応じて、

こういった支援策を行っている自治体というか、

都道府県もあります。 

 そういう意味で、私は町長に申し上げたいので

すが、道に対してもこういった要請を行って、全

道の困っている中小企業に対する支援策をぜひ

行ってほしいという要請も併せて僕はすべきだと

思いますが、この点についてお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ４番米澤議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 道はもちろんそうですが、国に向かっても、機

会があるごとに地方の状況というのは事細かく、

大変な部分は今後も引き続き伝えてまいりたいと

思っております。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 次に、教育長にお伺いい

たします。 

 学校給食の問題です。近年、学校給食の無償化

の動きがありまして、管内でも美瑛や東神楽、中

富良野でも来年からという話があります。南富良

野でもあります。東神楽、東川もあります。 

 こういう状況の中で、物価高騰対策も含めてな

のですが、誰もが公平に、食育という立場から、

安全でおいしい給食を提供してもらって、安価で

負担がなく給食が食べられるような環境づくりと

いうのが、今非常に重要になってきていると思う

のです。 

 そこで、お伺いいたしますが、現行、教材の負

担とか修学旅行費の負担というのが非常に重く

なってきているというのが現状としてあります。

この点は、資料で頂きましたが、修学旅行では、

上小で２万３,０００円、西小で３万１,０００

円、東中小も同じ３万１,０００円ということで、

中学校になりますと６万２,０００円の負担。制服

になりますと、中学校では５万３,０００円平均と

いう形になっております。 

 給食にいたしますと、小学校は、年間６万円、

中学校に至っては７万１,０００円という中で、こ

ういった負担が、一方で、子どもにとって、当然

保護者も負担しなければならない部分があるかと

思いますが、今の現状の中で、こういった負担が

伴って、物価高騰という状況の中で、耐えられな

いような感じの負担になってきているということ

があると思うのです。 
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 そういうことを考えたときに、来年から小学校

を初め、無償化の動きがあるとされております

が、それを待たずに、町独自でも負担を行って、

支援する必要があるのではないかと思うのです

が、この点について、教育長の見解を求めます。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ４番米澤議員の御質問

にお答えいたします。 

 学校給食費、給食無償化に関わる各小中学校に

おける、子どもたちに関わる教材費等も年々高騰

しているのはお伺いしているところでございま

す。 

 特に給食費につきましては、答弁でも申し上げ

ましたとおり、いよいよ国で、私が答弁をつくる

ときにはまだ出ていなかったのですが、先日１３

日には閣議決定され、いよいよ着実な着地に向け

て進められるように報道を聞いておりますことか

ら、まず小学校からという表現が出ております。 

 ただ、今、米澤議員の御質問とおり、待たず

に、上富良野町独自で、他の自治体に倣ってとい

うようなお話もいただいたところでございます

が、学校給食の運営につきましては、議員御存じ

のとおり、広域連合で運営しておりますことか

ら、その辺の広域連合の教育委員会の中でも十分

情報交換、審議をし、中富良野町は来年度に向け

て、独自に進めていきたいという意見も出ている

のを私も存じております。上富良野町において

も、小学校の給食費無償化がどのような内容で、

どのような形で保護者負担の軽減を図っていただ

けるのか、一番私が危惧しているのは、今の食材

費の給食費の金額、これはもう全然足りない金額

で、町から相当補塡していますから、どの分の財

源を負担していただけるのかを、町としては危惧

しており、これは全道の教育長部会でも、給食に

関わる、どこまでの費用を負担いただけるのかと

いうことを、私どもも要望を出しているところで

ございます。 

 子どもたちの食に関わる部分でございますの

で、まず私は、お金のことも大事ですが、安心・

安全で、毎日おいしい給食、他の自治体であるよ

うな、少ないような給食は出さないよう、そこに

十分、自賄い給食センターとしては、対応してい

くことで、子どもたちの栄養管理をしていきたい

と考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 自賄いですから、いろい

ろな予算づけというのは、それぞれの自治体が、

こうやりたいということであれば、恐らく協議で

否定することはないだろうと思うのです。教育

長、そこを、上富良野として、嫌だったら別です

けれども、本当に子どもたちのことを思いなが

ら、安全でおいしい給食を提供して、子どもたち

が食べて、どんどん心も気持ちも体も成長してい

けばそれでいい話なのです。そういうことが今の

時代は本当に足りないと思うのです。子どもの成

長を育むような、給食だけではないのです、僕が

言っているのは。さきの介護の問題とかいろいろ

ありますが、それだけではないのですが、そうい

うことをしながら実施すべきだと思うのです。 

 やり方としては、全額負担でなくても、何割か

軽減する。確かに今、生活保護世帯等、何らかの

支援が必要の人たちは軽減されておりますが、し

かし、それ以外の方に至っても、そういった対策

を打ちながら、徐々に負担軽減、完全無償化に進

むというのも、いろいろな方法があると思いま

す。教育長の頭の中には、米澤が言う前に、もう

分かっているという部分もあるのかと思います

が、本当にそうやって、こういう問題を広げて、

国にも、どうなのだと、これだけ一生懸命自治体

が行っているのに、おかしいのではないかという

ような、そういうことができるような、子どもが

安心して食べられるような、給食提供というのは

必要だと思うのですが、もう一度この点について

お伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ４番米澤議員の学校給

食費全体に対して、自賄いで運営していることか

ら、町自体で、理念、考え方を持つべきではない

かという御質問にお答えします。 

 私も教育長の立場としましては、いろいろなこ

とを考え、声を聞き、やはり無償化となれば、そ

れは本当に保護者の方の負担も軽減され、子ども

たちの食に対する安保も取れるかと思います。た

だ、町の予算も考えますと、これで本当に、賄い

材料費だけで約６,７００万円ほど町も必要とする

ことから、何とか、皆様から一部給食費を頂いて

いるところですので、小学校だけ無償化になった

ときに、中学校はどうするのか、ここが一番、

私、頭を悩ましているところで、何とか小中共に

というふうに、国に実施していただけないかとい

うふうに、今、教育長部会の中でも考えていきた

いと思っていますが、ただ、国も５年間かけて、

これについて進めていくというふうに今出ていま

すので、まずスタートしないことには、何事も検

討が始まらないので、まず小学校からという言葉

だけでも引き出せたことが、来年度に向けて進め

ていただけるのではないかと。 
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 学校給食法も一部改正を国としてはしていただ

かなければ、私たち自治体としましては、法に

のっとって運営しておりますので、ここについて

も十分確認した上で進めていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 中学校の問題もあります

が、他の自治体では、中学校も含めてされており

ます。確かに他の自治体のことは、他の自治体で

判断したことだから、知らないといえば、それま

でになってしまいますが、ただ、思いは、子ども

たちに安心で、提供できて、食育で健康な体をつ

くってほしい、いろいろコミュニティが広がるよ

うな感じであると思います。ぜひ学校給食につい

ては、無償化に向けた方向で検討していただきた

いと思っております。 

 次に、小学校のスクールバンドについてお伺い

いたします。 

 公平を期しておりますということであります。

確かに、現状では、確かにバス利用だとか、大会

に行くための７割助成は実施されているというの

はよく分かります。 

 ただ、私は矛盾があると思うのです。今、部活

動でもない、少年団活動でもないという中で、先

生も働き方改革で携われないと、３人の教員の方

がいるのですが、空き教室も借りられないという

のです。こんなおかしな話はないのです。看板を

背負って何々大会行ったら、上富良野小学校のス

クールバンドですと行って、みんな頑張ったね

と、お母さん、お父さんも先生方も一生懸命応援

しているのです。そういう子どもたちの頑張りを

支援するというのが行政だと思うのです。 

 いろいろ聞きましたら、楽器も古くて、高校や

隣町の小学校に行って借りているとか、輸送する

ときもトラックを自分たちで頼んだりしていると

いう話も聞いているのです。経費負担までは聞い

ておりませんが。そういう状況の中で、お父さ

ん、お母さんたちが一生懸命子どもたちに成長し

てもらいたい、頑張って上手になってもらいたい

という中で、本当に涙が出るような応援をして、

外部から先生を頼んで、支援して、１人当たり２

万数千円かかるというのです。こういう負担の現

状というのは、教育長、公平ということで言って

いますけれども、おかしいと思いませんか。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ４番米澤議員の小学校

におけるスクールバンドの運営についての御質問

にお答えさせていただきます。 

 私も上富良野小学校のスクールバンドが、西小

のスクールバンドが廃止されて、現在、町内に１

か所。このスクールバンドには、東中小学校の児

童も含まれて、町内において活動しているという

ことは、上富良野西小学校の子どもたちも、希望

すればこの活動に参加できるというような体制

で、今、整いていただいております。 

 それで、実際に楽器につきましては、古いとい

うのは十分私も現地を見て確認させていただいて

います。年間、教育委員会予算で修繕も行ってお

りますが、なかなか楽器の更新までには至ってい

ないと。楽器の更新が、実施したときから少し年

数もたっているということもありますので、今後

の課題としてそれは認識し、今後どのようにして

いくべきかは、きちっと対応しなければいけない

課題だと考えております。 

 次に、運営費についてでございますが、確か

に、小学校におけるスクールバンドにつきまして

は、部活動でもなく少年団でもない。町として

は、一応クラブ活動ということで、実は要項に定

めており、このクラブ活動は、ほぼ部活動に近

く、指導する教員は職務命令。それで、小学校の

スクールバンドについては、月水金を学校でやっ

ております。ただ、今、米澤議員御指摘いただい

たとおり、それよりも、まだ練習をしたいという

育成者、保護者の方たちが別な会場を借りて、自

己練習として練習をしているというふうに確認は

させていただいています。 

 今、私どもは、教員に、中学校も含めてなので

すが、部活動、クラブ活動の指導は、職務命令で

すので、めりはりをし、子どもたちの休養日、練

習の時間、大会についての振り替えは、しっかり

と学校長とも連携し、指導していただいていま

す。 

 ただ、それ以外の自己練習は、それぞれになり

ますことから、小学校のスクールバンドについて

は、保護者の方を中心に活動しているとお伺いし

ています。 

 ただ、費用の運営につきましては、後援会活

動、活動費ということで、少し今年から外部指導

者を招聘したことから、会費を少し値上げしたと

いうのは、今回、私も大変恥ずかしいことなが

ら、議員からの質問を聞いた上で、学校にお伺い

し、実際、昨年度からの予算の増額については認

知したところでございます。 

 ただ、これについても、町から何かそれに対し

て支援をしているものではございませんので、実

際にはクラブ活動の保護者の皆様が同意した上で

の活動費ということで、教育委員会としては認識

しております。 
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 ただ、中学校の部活動も、部活動となると部活

動運営費ということで、１世帯当たり、種目に

よっても、部活動によって金額は異なりますが、

活動費については月に幾らか頂いていますので、

上富良野小学校スクールバンドについても、活動

費の一環と教育委員会としては認知しているとこ

ろでございます。 

 米澤議員がおっしゃるように、それは教育長と

して高いと思わないのかと言われたときに、私は

それが高いか低いかは、今この場面では、すみま

せんが、私の所見を述べることは控えさせていた

だきたいと思います。今後、私もこの実態につき

ましては、学校と保護者等とも十分情報を共有し

ながら、今後の方向性については、検討していく

べき内容だと感じております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、４番

米澤義英君の一般質問を終了いたします。 

────────────────── 

◎散 会 宣 告 

○議長（中澤良隆君） 以上で、本日の日程は全

部終了しました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ３時４５分 散会 
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○議事日程（第２号） 

第 １ 会議録署名議員の指名について 

第 ２ 町の一般行政について質問 

第 ３ 議案第 １号 令和７年度上富良野町一般会計補正予算（第１号） 

第 ４ 議案第 ２号 令和７年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

第 ５ 議案第 ３号 令和７年度上富良野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

第 ６ 議案第 ４号 令和７年度上富良野町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

第 ７ 議案第 ５号 令和７年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算（第１号） 

第 ８ 議案第 ６号 令和７年度上富良野町病院事業会計補正予算（第２号） 

第 ９ 議案第 ７号 財産の取得について（高速カラープリンター） 

第１０ 議案第 ８号 財産の取得について（住民基本台帳ネットワークシステム機器） 

第１１ 議案第 ９号 財産の取得について（上富良野町立小中学校ＧＩＧＡスクール端末） 

第１２ 発議案第１号 議員派遣について 

第１３ 発議案第２号 ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・強化を求め

る意見について 

第１４ 発議案第３号 上富良野町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例 

第１５ 閉会中の継続調査申し出について 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

○出席議員（１３名） 

      １番  佐 藤 大 輔 君      ２番  荒 生 博 一 君 

      ３番  湯 川 千悦子 君      ４番  米 澤 義 英 君 

      ５番  金 子 益 三 君      ６番  林   敬 永 君 

      ７番  茶 谷 朋 弘 君      ８番  中 瀬   実 君 

     １０番  井 村 悦 丈 君     １１番  北 條 隆 男 君 

     １２番  小 林 啓 太 君     １３番  岡 本 康 裕 君 

     １４番  中 澤 良 隆 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○欠席議員（０名） 

─────────────────────────────────────────────── 

○地方自治法第１２１条による説明員の職氏名 

 町 長  斉 藤   繁 君     副 町 長  佐 藤 雅 喜 君 

 教 育 長  鈴 木 真 弓 君     代表監査委員  中 田 繁 利 君 

 農業委員会会長  井 村 昭 次 君     会 計 管 理 者  上 嶋 義 勝 君 

 総 務 課 長  上 村 正 人 君     企画商工観光課長  宮 下 正 美 君 

 町民生活課長  安 川 伸 治 君     保健福祉課長  三 好 正 浩 君 

 農業振興課長  山 内 智 晴 君     農業委員会事務局長  林 下 里 志 君 

 建設水道課長  菊 地   敏 君     教育振興課長  高 松   徹 君 

 ラベンダーハイツ所長  武 山 義 枝 君     町立病院事務長  長 岡 圭 一 君 

─────────────────────────────────────────────── 

○議会事務局出席職員 

 局 長  谷 口 裕 二 君     次 長  甲 斐 幹 彦 君 

 主 事  進   梨 夏 君 
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午前 ９時００分 開議  

（出席議員 １３名） 

────────────────── 

◎開 議 宣 告 

○議長（中澤良隆君） 御出席、誠に御苦労さま

に存じます。 

 ただいまの出席議員は１３名でございます。 

 これより、令和７年第２回上富良野町議会定例

会２日目を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付し

たとおりであります。 

────────────────── 

◎諸 般 の 報 告 

○議長（中澤良隆君） 日程に入るに先立ち、議

会運営等諸般の報告をいたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（谷口裕二君） 御報告申し上げま

す。 

 本日の一般質問は、４名の議員となっておりま

す。 

 また、議会運営委員長、総務産建常任委員長及

び厚生文教常任委員長から閉会中の継続調査とし

て、別紙配付のとおり申出がありました。 

 以上であります。 

────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（中澤良隆君） 日程第１ 会議録署名議

員の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定

により、議長において、 

    １２番 小 林 啓 太 君 

    １３番 岡 本 康 裕 君 

を指名いたします。 

────────────────── 

◎日程第２ 町の一般行政について質問 

○議長（中澤良隆君） 日程第２ 町の一般行政

について質問を行います。 

 質問の通告がありますので、順次発言を許しま

す。 

 初めに、５番金子益三君の発言を許します。 

○５番（金子益三君） おはようございます。私

はさきに通告してあります２項目、５点につきま

して、町長及び教育長にお伺いをいたします。 

 初めに、町長に機構改革の進捗状況についてお

伺いいたします。 

 町長が御就任されてから、町のスタッフ制につ

いて、私、過去に質問しましたところ、町長も機

構改革には大変積極的な考えを持っていらっしゃ

いました。現在の課の在り方や職員配置について

も改革が必要との見解は、一定程度同じ考えが示

されたと思っております。そこで、さらなる展開

に向ける町長の考え方について、次の点をお伺い

させていただきます。 

 １点目、この間、副主幹などを配置すること

で、課長職への負担軽減を図っていらっしゃいま

した。その成果についての認識と主幹職以下の職

員への職務軽減等の検証は、どうなっているかを

お伺いいたします。 

 ２点目、当初、複数の課による横断的な仕事に

より、効率的行政運営が行われることが目的であ

りましたこのスタッフ制も、今なお続けられてい

らっしゃいますが、そのことによる弊害を町長は

どのように捉えていらっしゃいますか。 

 ３点目、行政運営には職員の力なくしては何事

もできないと考えます。町長が就任されて以来、

この間の職員の離職率はどうなっているのか、ま

た、さらにその離職を防ぐための方策はどのよう

に考えているのかをお伺いいたします。 

 ４点目、現在の課や係の配置について、新しい

運営方法などのお考えはないのかお伺いいたしま

す。 

 ２項目めは、教育長にお伺いいたします。私立

高校の無償化による、我が町、上富良野高校への

支援拡充を行う方法はないかお伺いいたします。 

 国はこの間、高校実質無料化に向け、様々な方

策を図ってきております。公立高校の授業料に当

たる１１万８,８００円の支給が行われてきて、２

０２０年には、年収５９０万円未満の世帯には、

最大３９万６,０００円の支給が行われておりま

す。来年、２０２６年からは、支給額が４５万７,

０００円に引き上げられることに加えて、所得制

限が撤廃され、全ての世帯に対して、私立高校の

授業料の実質無償化が行われる金額の支給が政府

で行われております。 

 このことにより、現在、町内の生徒が、旭川や

あるいは札幌にある私立高校への選択肢が大きく

拡充されることが予想され、生徒の自主性によ

り、学業や部活動など、様々な高校から選択がで

き、合格に向けて努力をするということは大変す

ばらしく、所得格差による学業格差が減少すると

ころにおいても大変よいことであると考える一方

で、我が町にも公立高校、上富良野高校が存在し

ております。これまでも、様々な理由で私立高校

を選択できなかった生徒が、今後は私立高校を選

択することも可能になることで、我が町にありま

す上富良野高校への進学者数が減少することも懸

念されます。 
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 現在、我が町では、上富良野高校へ進学する世

帯に対して、入学準備金の支援や町外から通学さ

れる生徒に対して、交通費相当の支援なども行っ

ているところであります。このほか、様々な支援

を行っているのも存じ上げております。上富良野

高校は、地域に愛される高校として長年にわたり

存在し、町でも存続に対して様々な活動を行って

きております。少子化により、児童・生徒数が減

少する中で、上富良野高校の存続に対して、支援

金の拡充や魅力ある高校への支援の拡充を行わな

いかお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の１項目め

の機構改革の進捗状況についての４点の御質問に

お答えします。 

 まず、１点目の副主幹を配置したことでの職務

軽減等の効果についてでありますが、令和５年度

に実施した組織機構を見直し検討プロジェクトに

おける検討課題の一つとして、年代別職員数の不

均衡と定年延長制度導入による主査職・主幹職の

負担の軽減策について検討した結果報告を受け、

副主幹を配置することとしたところであります。

実際に、職員の年齢構成等から主幹職を配置して

いない部署に配置しており、一定程度課長職と主

査職以下の職員との連絡調整等の役割を担ってい

るところであります。 

 次に、２点目のスタッフ制についてであります

が、前回の一般質問の際にもお答えしていたとお

りでありますが、プロジェクト会議の最終報告に

おける考察では、指摘されている問題点及びプロ

ジェクト会議での検討経過における意見から見る

と、「多くは制度的な要因ではなく、属人的な要

因による問題点として指摘されていると推察され

る。」とされており、私の感じていた認識と一致

しているところであり、改めて職員の人員確保は

もとより、採用後の人材育成・人員配置が重要で

あることを認識しているところです。 

 次に、３点目の離職についてでありますが、離

職率につきましては、普通退職者で令和３年度６.

３％、令和４年度５.３％、令和５年度４.３％、

令和６年度３.１％でありますが、専門職を除く一

般行政職ですと、令和３年度２.６％、令和４年度

３.２％、令和５年度１.６％、令和６年度１.０％

となっています。 

 議員御質問のとおり、町民に適切な行政サービ

スを安定的に供給できる体制を確保する上で、職

員定数の適正管理は重要であり、職員の離職は人

事管理、組織管理等に深刻な事態が生じることが

危惧されることから、必要に応じて職員を採用し

てきたところです。離職を防ぐ方策につきまして

は、個々の様々な事情があり、自ら離職を決断さ

れることではありますが、安定した行政サービス

を提供する上で、適正な人材確保は必要と考えて

おり、適宜対応しておりますので、御理解をお願

いいたします。 

 次に、４点目の課や係の配置について新しい運

営方法などについてでありますが、職員構成や事

務事業の執行に適した柔軟な体制を整える必要が

あることから、適宜検討してまいりますので、御

理解を賜りたいと存じます。 

○議長（中澤良隆君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ５番金子議員の２項目

めの上富良野高等学校への支援拡充についての御

質問にお答えいたします。 

 上富良野高等学校は、令和７年度２１名の入学

者を迎え、３学年６９名が通学しております。う

ち、上富良野町出身の生徒は５１名、７４％を占

めており、地元の生徒が通学できる高等学校とし

て、地域密着型の十勝岳ジオパーク学習を含め、

地域探究活動など特色ある教育活動を進めていた

だいております。 

 昨今、町内の中学生の高等学校等への進路につ

きましては、上富良野高等学校以外に、富良野

市、旭川市の公立高校、または私立高校や通信制

高校などへの進学を選択する生徒も増加してお

り、高校授業実質無償化により、さらに選択肢は

増えるものと認識しております。 

 教育委員会といたしましても、地元高校の存続

と魅力ある学校づくりへの積極的な支援として、

高校で使用するタブレット購入費用を含む入学準

備金、就学支援金、通学費、下宿費、また各種資

格取得に係る検定料の助成、介護職員初任者研修

資格取得費用などに支援するとともに、希望者に

は学校給食の提供を行っております。これらにつ

きましては、より魅力的な学校づくりに向けて、

学校や保護者等の意見を取り入れ、より最適な支

援を継続してまいりますよう、上富良野高等学校

及び上富良野高等学校教育振興会と連携し、検討

してまいりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） それでは、まず、町長に

再質問させていただきます。 

 １点目の副主幹の配置ということで、連絡調整

役ということで御答弁いただきましたが、これは

連絡調整役というのですか、連絡調整が仕事のメ

インということなのでしょうか。主幹や主査職に
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対しても、直接的な仕事の補佐やアドバイス等と

いうことではなく、あくまでも調整・連絡という

ことで理解してよろしいですか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 連絡調整役のみが、副主幹の職務ではなくて、

もちろんほかのスタッフと同様に、その係りで仕

事を任されて、ある一定の仕事をするのですが、

プラス副主幹ということで、管理職との調整、意

思決定なんかにも関わる助言とか、データの提供

とかも含めて、管理職とスタッフとの間の連絡調

整も兼ねていると、それも一定の役割を果たして

いると認識しております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） そうであれば、そういう

ふうには御答弁いただきたかったです。そういい

ますのも、やはりその副主幹は、今回任用するに

当たり、経験豊かな人が多く任用されるという前

回の御答弁でしたから、一番やはり担っていただ

きたい仕事というのは、やはりその経験を活かし

た部分を若い職員であったり、それから、まだ慣

れていらっしゃらない課長等々に、しっかりその

部分を調整するのではなくて、そこの手ほどきと

いうのが、やはり大事ではないかと思うのです

が、そちらがメインではないということですか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 答弁は、議員の思った答弁と違ったという事実

はあったかと思いますが、どちらかがメインとい

うことではなくて、当然、スタッフの一員であり

ますのでスタッフの仕事もするし、今、言われた

とおり、経験を生かして、課長等との調整を図る

ということで、そちらがメインということではご

ざいません、両方とも、その役割として担っても

らっていると理解していただきたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 一定程度理解はできまし

た。 

 それで、２点目のスタッフ制の部分、もう一度

改めてお伺いします。前回も質問したときに、そ

の属人化というところが問題点だった。そのほか

の点の、このスタッフ制の問題点、それから、こ

れからの課題点というのは、町長自身としてはど

のように捉えていらっしゃいますか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 ある程度、スタッフ制もそうですが、その前の

係制でもそうですが、やはりどうしても人がやる

ことですので、どうしてもマンパワーでやる仕事

ですので、全く属人的なことを排除するというの

がなかなか難しいかなと考えておりますが、その

中でも、なるべくそうならないような制度という

ことで考えております。 

 ただ、スタッフ制の弱点といたしましては、や

はり、今言ったような属人的になりやすい、係長

が昔はいましたけれども、それがなくなったこと

でスタッフが横一線に並んで、その上が管理職と

いう体制になったことから、さらに属人的といい

ますか、仕事、得意な人、得意な分野、それぞれ

人がありますが、そういうところにある特定の人

に仕事が集中したりしなかったり、そういう属人

的なことが発生していたわけですが、スタッフ制

を根本的に否定するわけではございません。ス

タッフ制を維持した中で、そういう弱点をどう克

服していくかということで、今回の副主幹制をお

いたわけです。昔のような係制に戻すということ

は、今の現行の定数といいますか、昔は職員数が

多かったですが、職員数が減った中では、やはり

一定程度といいますか、スタッフ制を利用しなが

らといいますか、これを基に改善していかなけれ

ばならないと私は思っています。その中でも、先

ほど申しました弱点を克服しながら、このスタッ

フ制を進めていかなければならないのかなと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） ちょっと分かりづらかっ

たのですけれども、町長としては、このスタッフ

制の問題点というのは、いわゆる職員の属人化に

よることが要因であると捉えて、制度自体には問

題がないという考えで、そういった認識でこのス

タッフ制を続けられるということなのですか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 スタッフ制にしろ、ほかの係制にしろ、うまく

いけば、どちらの制度でもしっかり回ると思いま

すが、この職員の少なくなった中でどう回してい

くかということを考えたときには、やはり基本的

にはスタッフ制を採用せざるを得ないのではない

かと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 町長が、では、この組織
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機構改革を進めていらっしゃいますけれども、い

わゆる町長自身が考え、思い描くこの形、それを

きちんと示さないで、機構改革を職員に指示して

いくこと自体は、問題だとは思われないのです

か。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 組織機構、組織論、組織がどうあるべきかと、

その具現化したのが組織機構になりますけれど

も、組織機構を考える上では、いろいろな要素が

あると思います、私が組織機構を考える上では。

法令等によって委員会、それは決まっております

ので、それはどうしようもできないことでありま

すし、内部統制という考えもありますので、要す

るに、事件・事故が起きないような組織、そうい

うことも考えなければなりませんし、これは一番

重要、次、人的リソースといいますか、人員の年

齢構成等も当然、考慮しなければならないと思っ

ております。あと、そのほかに、組織を作る上で

は、職員のモチベーション、どう維持していく

か、人材育成、そしてまた、もちろん定数という

制限もありますし、決裁区分の階層、部長制がい

いのか、課長制がいいのか、そういうのも含め

て、また、免許等を持った職員も含めて、専門職

が相当、今、行政ニーズとしてありますので、専

門職をどこに配置して、その分、やはり定数があ

る上では、一般行政職が減っていきますので、そ

れをどう克服していくかということをよく考えな

がら、組織機構を作って考えていくのですが、そ

れが、それは普遍なものではなくて、常に１年、

１年という、それほど短いスパンではありません

が、やはり３年、４年、５年先のことを考えなが

ら、常にこれは、機構というのは見直していかな

ければならないものだと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） では、今、町長がおっ

しゃっていただいたようなことが、町長が考え、

思い描く、この上富良野町の役場内の機構という

ことで、そういったもののベースに、プロジェク

トチームに指示を出されたということで理解して

よろしいですか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 そういう考えをベースに、昔のスタッフ制、副

主幹が配置する前のスタッフ制については、いろ

いろ人材育成の面からも、スタッフからいきなり

管理職になったりするのです。階段が、昔は係長

という階段がありましたけれども、そういうもの

がないということと、あといろいろ、先ほど申し

上げました仕事のばらつき、属人的になったり、

そういう弊害がありましたので、それを克服する

ためにどういう姿がいいのかということ、それが

始まりだと思っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） それでありましたなら、

問題点の多くが、その属人化のところということ

で、町長は捉えていらっしゃっている。 

 改めてお伺いしますが、その属人化しないため

の組織の在り方とか、手段というか、手だてとい

いましょうか、そういったものというのは、現実

的にどういうプランで町長は進められていくので

すか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 なかなか属人化を防ぐというのは、先ほども申

しましたが、人間がやっていることですので、な

かなかゼロにするというのは、コンピューターが

やれば別ですけれども、なかなかそういうのは難

しいのですけれども、なるべく、そういうふうに

ならないようなスタッフの管理、管理職が自分の

ところのスタッフを管理したり、機構に問題があ

るのであれば機構、今回、副主幹という制度を設

けましたが、そういうことを、これをやれば絶対

属人化を防げるというのはなかなかないのです

が、日々のチェック、これが重要なのかなと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） どうしても属人化しやす

い傾向にあり得るという中で、前も言いましたけ

れども、いかに標準化できるか、そういうシステ

ム化できるところがやはり大事でありましょうか

と、私は考えるのですけれども、そういう流れと

いうのは、町長御自身は組まないで、あくまで

も、その副主幹に頼って、人材育成であったりと

か、そういったところをメインで、このスタッフ

制を進めていくというお考えなのですか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 官僚制度、昔いろいろありますけれども、全て

専門職を配置して、その業務を与えると、固定し

て属人化しないように、そういうことは理論的に
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は可能かと思いますし、ただそうすると、昔のよ

うなスタッフに制約がありますので、現行のス

タッフの中でどう対処していくかというのは重要

な問題ですし、現行のスタッフの数の中でうまく

やるということにおいては、いかに、やはり標準

化に向けてもちろんやっていくのですが、制約の

ある中でそれをどう進めていくのかというのは先

ほど申し上げました、日頃のチェック体制が必要

なのかなと考えております。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） このスタッフ制が始まっ

た時代の背景を鑑みますと、大きな行政改革と行

財政改革のその始まりの年になって、ラスパイレ

ス指数を下げるためにも、職員定数を一定程度削

減していった流れがありました。私、そのときに

議員をやっていたので、しっかり覚えているので

すけれども。そこで、時の執行者の皆さんが知恵

を出して絞ってきたのですけれども、今どちらか

というと、そういう時代ではなくて、しっかりと

行政サービスを住民の皆さんに届けていくために

は、一定程度の必要数の職員が、絶対数が必要だ

と思うのですけれども、あの当時の行財政改革の

時代の流れのままで、ずっと今、職員定数がだん

だん減ってきている中の、その弊害といいましょ

うか、問題点、その解決のために、例えば専門職

のスタッフであったりとか、会計年度任用職員で

補っている部分というのをしっかりと定数を増や

して、行政サービスが滞らないようにするといっ

たようなお考えは持ち合わせていらっしゃるかお

伺いします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 当時は、行政改革、三位一体の改革と言われ

て、地方の交付税、自主財源を、地方税を多く、

多分国からの交付金等が減らされたわけですけれ

ども、ラスパイレス指数というより財源ですよ

ね、ラスパイレス指数は人数がいても、ラスパイ

レス指数ですから、それは変わらないのですけれ

ども、やはり職員を減らしたというのは、大きな

財政的な要因が多かったと、そのように覚えてお

ります。 

 議員おっしゃるように、当時とは相当時代も変

わっています。おっしゃるとおり、専門職の職員

が活躍する、配置しなければならない部署という

のは、当時と比べて、格段に増えていると考えて

おりますので、その分を、この限られた財源の中

でどうするのかというのは大きな課題と認識して

おります。 

 ただやはり、財政的な制約がありますので、無

制限にといいますか、無尽蔵にそれを増やせば、

行政サービスが実際、財政出動が必要な行政サー

ビスは縮小されていきますので、人がいて、人対

人の相談業務とかですと、それは充実するかもし

れませんけれども、限られた財源で、無秩序にや

はり定数を増やしていくと、その結果として行政

サービスが落ちてしまいますので、その辺のバラ

ンスは非常に重要かなと思っておりますし、そこ

は課題だと認識しております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 私も無尽蔵に定数を増や

して、いたずらに職員費を、給与費を上げろとい

うことは言っていませんけれども、本来であれ

ば、そこをうまく調整するのが町長の手腕だと私

は思っておりますし、昔の言葉にもありますけれ

ども、やはり人は石垣、人は城なのです。やはり

職員数がしっかりと充実されている中においてこ

そ、この上富良野町１万人の住民の幸せがあると

思いますし、人を増やせば行政サービスが低下す

るというのであれば、それはもう全くナンセンス

な話であって、むしろ私は、人が、人材が少ない

がために滞る行政サービスがあると考えますが、

ちょっとスタッフ制とはずれてしまうのですけれ

ども、そのスタッフ制、本来スタッフ制は、そこ

を補完し合うために作られた機構ですから、組織

機構ですから、それが生かされていないというの

であれば、例えば、副主幹を置くことによって、

一定程度内部の調整は図られるかもしれませんけ

れども、それは内部の話であって、その本来、課

を横断的にかけ持つことによって、１人と１人の

職員が合わさって、３にも４にもなるという、そ

の考えで始まったものが今、これが動いていない

というのは、ただ属人化することだけが問題でこ

うなっているのではないというふうに、私は捉え

ているのですけれども、だからこそ、今だからこ

そ、このスタッフ制の見直しをしっかりと図って

いきながら、よりよい行政サービスが運営される

ような組織機構が必要ではないでしょうかとお伺

いしておりますが、町長、いかがですか、その辺

は。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 その辺をバランスを、財政と職員数、定数を調

整するのが、理事者の役割、全くしていないわけ

ではございません。今、現有のスタッフ、定数あ

りますけれども、それはもう調整、考えた末の結



 ― 55 ― 

果と捉えてもらって構いません。もちろん、これ

が全ていいということは言いませんけれども、今

の状態では、現時点ではこれがベストであろう

と、毎年組織は、人員配置も含めて考えておりま

す。 

 あと、職員を減らせば、もちろん行政サービス

は低下しますけれども、過度に増やしすぎるの

も、なかなか人件費の問題がありますので、これ

はやはり適切な定数というのは、適切な定数がど

こにあるかというのが非常に難しい問題ですけれ

ども、増やせばいい、減らせばいいという、そう

単純ではないかなと、そのバランスの中で、どれ

が適正かというのを、今の定数が適正なのかどう

か、将来も含めて適正かというのは、なかなかそ

うは考えておりませんし、時代は変化しますの

で、それに合わせて、財政的制約もある中、定数

はどれがいいのかというのが、それも含めて常に

考えていかなければならないと思っております。 

 あと、スタッフ制が機能していないのではない

か、当時、平成１６年ぐらい、行政改革が始まる

前から比べて、相当数、職員数が減っておりま

す。さらに昨今は、行政ニーズ、仕事も当時より

は増えていると考えておりますが、それを職員数

が減った中で、昔のようにしっかり行政を回して

いけているというのは、一定程度、スタッフ制が

機能していると考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） そこは、町長の見解と若

干ずれておりますが、町長はそのように捉えられ

ているということで理解をします。スタッフ制に

も関わりますし、その職員体制の話にもつながる

ことで、昨日、同僚議員の質問にもありました副

町長２名体制について、私もちょっとお伺いして

いて、なかなかしっかりとしたビジョンというの

が、人が関わることだから言えませんというとこ

ろもありましたけれども、いつぐらいまでには一

定程度の進捗があるのかというところは、やはり

町長の思いというか、ビジョンをお示しいただき

たいのですが、その辺はいかがですか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の質問、副

町長２名制についての質問にお答えしたいと思い

ますが、ビジョンはこれまでも、何回も述べさせ

ていただいております。２名でスピード感を持っ

てやるとか、何か大きなプロジェクトをやると

か、いろいろな補助金、また国の制度をいろいろ

参考にしたりとか、いろいろビジョン、そういう

ものを持っていることは述べさせていただきまし

た。 

 ただ、明確にいつ入れるとか、そういう時期に

ついては、昨日も答弁させていただきましたが、

調整中であります、調整していないわけではござ

いません、調整中ということで、具体的な時期を

明言することはすみません、避けさせていただき

たいと思っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） １点だけ、副町長複数体

制について、確認させていただきたいのですけれ

ども、私も、現複雑多岐にわたる町政運営につい

て、スピード感を持ってやりたいという、町長の

思いについては大いに納得できますし、条例制定

のときも大変、それは重要なことではないかなと

いうことで、昨日の同僚議員と同様に、一定程度

理解を示させていただきました。 

 あのとき私が質問したのが、地方創生人材支援

制度の活用が、やはり財政的な部分も含めて望ま

しいし、中央とのパイプをしっかり結ぶのはいか

がでしょうかということを、あのときお伺いした

ら、あのときの答弁で、町長は、その人材支援制

度については課長職等、そういったところに同意

を諮って、副町長はやはりプロパーでずっとやっ

ていきたいというような御答弁があって、その条

例制定に当たっては、様々な人材を考えたいとい

うことの見解であったので、一体どちらが町長と

して軸足を持っていらっしゃるのかということを

もう一度確認させていただきたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 条例制定のときに述べた、副町長は複数制度に

ついて、プロパーでも、この国の制度を利用して

も、どちらもというふうに述べさせていただきま

した、それが最終の答弁なのですけれども、正式

な条例のときの答弁をそうさせていただいたので

すけれども、それが最終ですし、今もそう思って

おります。人材支援制度を、課長、それも制度と

しては、課長を招聘したりすることもできますの

で、それは支援制度を利用して、副町長だけとい

うわけではございません、課長も含めて、人材の

支援制度は考えられるのですけれども、副町長は

どちらなのだと言われて、それは両方、プロ

パー、この制度の両方を考えて、適切にどちらが

いいのか、それはそのときによって判断していき

たいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 
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○５番（金子益三君） 先ほど、町長、職員数を

増やすと非常に行政サービスが低下する恐れもあ

るということも御答弁されているので、ぜひ、そ

の辺の財政のバランスをよくよく御検討なさった

上で、どういったことが一番、町民にとっていい

のかということで御判断願いたいと思います。 

 ３点目に伺います。 

 この離職率、近年でこそ少し下がってきており

ますが、やはりちょっと、私はこの離職率につい

ては非常に大きな数ではないかなと考えておりま

すが、町長御自身は、この令和３年からの離職率

パーセントについてはどのようなお考えでいらっ

しゃいますか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 離職率については、正式な道なり国なりが調査

した数字というのはないと思うのです、見つけら

れません。ただ、民間等が調査した数字というの

がありまして、地方公務員の離職率というのは２

から３％、一、二、三％、そのぐらいですので、

上富良野町の近年の離職率も、特に上富良野が離

職率が高い、低い、そういうことではなくて、一

般的な最近の傾向なのかもしれません、そういう

影響が上富良野にも出てきて、こういう結果につ

ながっているのかなと認識しております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） では、町長は、この数年

間の離職率については高くはないという認識をさ

れているということですか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 高い、低いはあれですけれども、低いにこした

ことはない、我々も離職しないで、せっかく人材

を獲得して、人材の育成もしてきたわけですか

ら、非常に離職してほしくないというのはありま

すが、残念ながらこういう数字になっています

が、これが殊さら他の市町村、道も含めて地方の

ほかの数字と比べて、高いという認識はございま

せん。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 町長と私の考えの相違が

あるということが分かりました、私は、高いと考

えております。 

 それで、昨日の行政報告にもありましたこの４

月に本年度の採用者を含めて、今現在１９０名で

運営されている行政でありますけれども、退職者

数に対して、今回採用が少なかったというのは、

何か大きな理由はあるのですか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 離職率が高い、低い、相違がございますが、個

人の感想なのかもしれませんけれども、公式な統

計はございませんけれども、一般の民間が調べた

データから比べて、客観的に民間が調べた１００

％の客観的にとは引用しかねる部分もありますけ

れども、それと比して、「殊さら」ということを

付け加えさせていただきたいと思っております。 

 それと、採用に関しては、定年延長ではなく

て、再任用職員もカウントしながら、総数の計算

しておりますので、それらも考慮した上での採用

となっております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 分かりました。町長、こ

の間、２期目を迎えられて、１期目から５年

ちょっとたっておりますけれども、職員の皆さん

との対話というのは、どういうタイミングで何回

ぐらい行っていらっしゃいましたか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 回数はもちろん数えておりませんけれども、会

議等で同席したり、そういう機会があるときはな

るべく会話をしているつもりですし、もちろん管

理職の課長の方であれば、いろいろな町長を中心

とした会議が多数ありますので、その辺は意見交

換をする時間というのは十分あるのかな、下のほ

うの若いスタッフまでというと、なかなかそうい

うチャンスもございませんが、努めて声をかけた

りするようにはしております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 毎年、役場の庁舎の裏玄

関に、職員組合の青年部の皆さんの切なる思いと

いうのが、ポストイットで貼っていると思うので

すけれども、町長、目にしているとも思います。

ああいったものの切なる声というものを、課題点

に対して、そういったものは、町長、どういった

対応されていらっしゃいますか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 職員組合の活動としてやっているものですの

で、団体交渉等でしっかり対応しております。 
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 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） もちろん主観的な意見も

入っておりましょうから、ただ、ああいったもの

をしっかりとくみ取ってあげたり、特に、若い職

員の御意見等を町長に風通しがよくなるというこ

とが、今後のやはり離職率を防ぐための方策だと

思います。その若い人が離職するというのは、こ

れは官民問わず近年は社会問題になって、入社次

の日から来なくなるという民間もありますけれど

も、それは、また時代が変わっていると思いま

す。 

 ただ、やはり組織に早くなじんで、誇りと目的

を持って邁進していただけることが大切であると

考えます。それで、最も大事なのが、やはり中堅

どころの職員の、ベテランになろうとしている、

その辺の皆さんの離職率を防ぐ方策というのは、

町長、どのようにお考えでいらっしゃいますか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 一般論として、中堅どころの職員が管理職手前

辺り、副主幹ぐらいですか、３０代、４０代の方

が抜けていくというのは、組織にとってもすごく

大きな痛手であります、事実そうです。ただ、辞

める、離職の理由が、それぞれ組織に問題がある

という原因での離職の理由は、私の記憶にはござ

いません。それぞれ理由があったのだと思いま

す。 

 ただ、本人の意思ですので、最終的にはそれを

尊重せざるを得ない。無理やり、そこに役場の職

員として働くよう命令するわけにもいきませんの

で、最終的には、個人の意思を尊重する形で、中

堅の職員に関しては、数はそれほどありませんけ

れども、実際ありますが、最終的には個人の意見

を尊重したという、それでこういう結果になって

おります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 今後においても、ぜひ、

離職率が上がらない、本当のことを言えば離職さ

れる方がゼロになる、そういった職場づくりに向

けて、トップの町長自らが、そういった働きやす

い場を作って提供していただきたいと思います。 

 ４つ目の新たな課というか、ものなのですけれ

ども、この間、町長、新こどもセンターをつくっ

ていらっしゃって、こども未来班と子ども子育て

班ですか、ありますけれども、ああいうものこそ

独立した課というものが、今これから必要になっ

てきて、課長職の配置というのが行われないのが

不思議なのです。 

 そういったところと、もう一つ、昨日も同僚議

員がおっしゃっていただきました農業振興課、そ

れから農業委員会、ＪＡふらの、上富良野支所の

中においても、ワンストップ化を図っているとい

うことがあって、それが本当に今、きちんと機能

しているのかという質問もありました。私も、頑

張っているのは従々見えております。課があちら

に移転した経緯というのも知っております。 

 それであれば、例えば商工観光課、今、企画商

工観光課になっておりますけれども、商工観光課

だって商工会や観光協会とワンストップになるべ

きではないかなと考えますが、その辺の動きがな

いのはなぜなのか。例えばジオパークの部分だっ

て、本来であれば拠点施設のような施設に常駐し

ていってこそ、それが町長が唱えるワンストップ

になるのではないかなと思いますが、今の点につ

いていかがですか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ５番金子議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 いろいろ行政ニーズ、制度も変わって、こども

未来班、子育て支援班等、いろいろそれを課に 

したらどうなのかという意見もありますが、基本

的には、行政ニーズというのは常に変化しており

ますし、職員の年齢構成というのも、これも年々

変化しておりますので、その中で、課をつくれば

全てが解決するのかどうか、それは別として、で

きる人材の中でどういう組織をつくっていくのか

ということが、一番重要な、それが基本といいま

すか、やれる範囲でやると、その結果が今、課に

はなっておりませんが、課にしたほうがいいので

はないかという、そういう意見があることも従々

に承知しております。 

 それなので、一概に課にしないとか、課にする

とか、そういうことではなくて、今の人材の中で

どう組織を、機構をつくっていくかという、最終

的にはそういうところの判断になるのかなと思っ

ております。 

 あと、ワンストップ化、商工観光課、今、企画

商工観光課、一緒になっていますけれども、それ

を商工会へというワンストップ、そこで何がワン

ストップになるか、農協の場合は、当時のいきさ

つは、農協の、ＪＡのほうもそれなりのスタッフ

がいて、お互いに、当時は課長、うちの役場で言

えば課長、向こうで言えば支所長が、それなり

に、そこで農家の皆さんを交えて物事を決定して

いくという権限というのはありました。 
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 ただ、それをワンストップにするためには、で

は、商工観光、商工会だけじゃない、観光協会と

いうのもありますので、一緒になったときに、事

業を一緒にできるというメリットがあります。で

は、住民にとって、何がどういう利便性があるの

かという視点もぜひ考慮しながら、まったく否定

するわけではございませんが、その辺を含めて、

今後も引き続き、考えていかなければならないと

考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 当然、行政も生き物でご

ざいますから、その時代、時代に合わせて、何が

適切なのかということを常に研究しながら進めて

いただきたいと思います。農家の皆さんが、ＪＡ

の中に農業委員会と、それから農政が入ることに

よって利便性が上がった。これは、恐らく商工会

にしても、商工会員の皆さん、いろいろな今、国

や道や、町の支援制度を受けるに当たっては、商

工会の職員と、そして役場の職員と、そういった

ものがしっかりと三者が、手を結んでいくこと

が、町の基幹産業の一つでもある商工観光の発展

にもつながると思いますから、ぜひこの辺は、御

検討していっていただきたいと思います。 

 続いて、教育長のほうにお伺いいたします。 

 これ、今月３日に、大変衝撃的なニュースが流

れたのは、お互い有するものだと思います。２０

２６年から２０２８年度の公立校の配置計画の中

で、お隣の町の、大変残念ながら美瑛町の募集が

２０２８年度から停止をして、３０年度には閉校

するという方針が出ました。この事実を受けて、

教育長はどのように感じられましたか。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ５番金子議員の北海道

立高等学校における再編整備についての報道につ

いて、私の所感でございますが、事前に上川南部

ブロックということで、北海道並びに上川教育局

の担当課からこの情報については、事前に私ども

も周知されており、共通認識に立っていたところ

でございますが、私、上富良野町の教育長としま

しては大変危惧しております。現在、先ほど一般

質問にお答えしたとおり、我が町も今年の新入学

生は２１名、北海道のルールとしては２０名を２

年間、定数に満たない場合は再編の候補になる、

それが隣の自治体においての報道発表と認識をし

ております。 

 それなので、いかに上富良野町の子どもたち

が、高校の選択肢は広がりますけれども、地元へ

の高校への進学につきましても、２０名という枠

は、私はこれはやはり北海道が決めるルールです

から、それは理解をしなければいけないのです

が、私は今回一般質問でもお答えしたように、我

が町の子どもたちは、この定数のうちの何割就学

しているか、その自治体において、子どもたちが

この高校に通うことで、将来、社会人に、大人に

なっていく取捨選択として、進学・就職等に１０

０％これに至っていることを、しっかりと北海道

には伝えていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 大変教育者の御尽力、痛

いほど分かりますし、思いも大変伝わりました。 

 しかし、現実問題、まだ、うちの町は存続がさ

れていますけれども、本当に危惧しなければなら

ないことだと思うのです。これは２１名ですか

ら、今年の入学者は。その割合の中で、幸いなこ

とに、本当に町民の生徒が上がってくれたという

ことは大変ありがたいですし、教育長がいつも

おっしゃっているように、上富良野高校、リスキ

リングをしたりとか、学び直しをしたりとか、本

当に様々な理由で、町外には出られないこの受け

皿として、本当に頑張っていると思います。それ

で、美瑛高校だって特色のある高校だったのです

よね、北海道ＭＡ＋ＣＨプロジェクト、上川管内

で唯一選ばれている高校でしたけれども、かと

いっても、やはり道教委のほうは納得していただ

けなかったのではないかなと、私も思います。 

 それで、もはや我が町もジオパークだ、なんだ

という、その特色があることだけでは、この流出

を止められない時代になってきているのではない

かなと思うのです。明らかに今６９名、もっと言

えば、１２０名の１５歳から１８歳までの若者

が、この上富良野町に絶対的にいる、出ていかな

いだけではなくて、近隣の町村からもその若者の

人口が入ってきていただける。これは、まちづく

りの一環で人口減少を止める最大のものの一つで

あると考えています。これは町を上げて、ぜひ、

教育長だけではなく、道の動きもありますから、

そこも理解します。それで時間がないので手短に

言いますけれども、これはやはり町長部局としっ

かりと連絡を密にして、近隣の町の中学校に、Ｐ

ＴＡや保護者の皆さんにしっかりと説明をして、

なんとか上富良野高校に来ていただけるような方

策を、これはもう、教育長だけではなくて、町が

全体、そしてもっと言うと、町長が旗頭になって

いただいて、この上富良野町に上富良野高校が必

要なんだということを、町民の機運を醸成する、

そういった仕事を教育部局と町長部局と足並みを
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揃えてやっていただくことが、今、非常に望まれ

ていることだと思います。そのことを、ぜひ本当

に深く考えていただいて、町の存続、そして上富

良野高校の存続のために、またそして生徒のため

にも、そういうことをしっかりと活動していただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ５番金子議員の御質問

の上富良野高等学校への支援拡充について、危機

感を持って、町、教育委員会が足並みを揃えて、

その存続に向けて対応してほしいという、その切

なるお気持ちは、今、十分私もいただきました。

私も同感でございます。これは、町長も、もう私

以上に町長も同感していただいていると思いま

す。教育委員会だけではなくて、今、町としまし

ても、この高校振興策については十分協議させて

いただいておりますので、今まで実施してきた支

援策で子どもたちがこの高校を選んでいただいた

のか、いや、高校のこの存在によって地元の子ど

もたちが、また十数名、沿線からも来ていますの

で、その子たちがきちんと上富良野高校に進路を

導かれて、通学に至っている実態もきちんとした

検証に基づきまして、今後においてもしっかりと

その辺を見定めて、支援策等も含め、高校とは連

携し、対応を考えていきたいと思っておりますこ

とを答弁とさせていただきます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 本当に教育長の不断の努

力は私も目にしておりますから、ただ、本当に

今、時代が急速に変わっております。こういった

ところ、支援金の拡充だけでもないのかもしれま

せんし、もっともっと根の深いところが多々ある

と思うのです。町長部局にも、その辺をしっかり

と理解していただきながら、ここはもう守ってい

くという思いを、本当に町の一つの、町民も含め

て、議会もそうですし、町民も含めて、大事な大

事な高校なのだというものをしっかりとしていた

だきたいですし、ぜひこういったところにも、国

の支援制度がありますよね、人材のところ、伴走

型もありますから、そういったところでは、文科

省の官僚にしっかり来ていただいて、この地域の

現状、問題、それで解決策、こういったものが必

要だと思うのですよ。そういうことをしっかりと

教育部局から町長部局に共通の理解として、持っ

ていただくことを切にお願いして、繰り返しにな

りますけれども、上富良野町には、上富良野高校

が必要なのだという、その機運をしっかりとトッ

プが持っていただいて、町に普及を図っていただ

きたいなと考えているところでございますが、い

かがでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ５番金子議員からの今

後の高校存続に向けた機運醸成につきましての御

質問にお答えします。 

 やはり、高校の制度につきましては、道立高校

ですから、北海道のものの考え方は一つはあるか

と思いますが、ただ、それはそれとし、うちの町

の実態と町の子どもたちの進路につきまして、ま

た将来への夢に向かいまして、子どもたちを育む

のが私たち自治体の教育行政を預かるものでござ

いますので、ここはしっかりと実態を踏まえ、今

後の方向については、きちんと国または北海道に

対しましては、しっかりと意見を持って申し述べ

ていくとともに、町民の皆様にも、ぜひ、ここに

つきましては応援していただけるように、今後も

振興会も通じまして、町民の皆さんにＰＲしてい

きたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 以上を持ちまして、５番

金子益三君の一般質問を終了いたします。 

 ここで暫時休憩といたします。 

 再開を１０時１５分といたします。 

─────────────── 

午前１０時０２分 休憩 

午前１０時１５分 再開 

─────────────── 

○議長（中澤良隆君） それでは、暫時休憩に引

き続き、会議を再開いたします。 

 次に、７番茶谷朋弘君の発言を許します。 

○７番（茶谷朋弘君） 私は、さきに通告してお

ります２項目、７点について、町長、教育長にお

伺いさせていただきます。 

 まず、１項目め、上富良野町公式ＳＮＳ等の活

用による情報発信や利便性向上について。 

 多くの住民の方が利用しているとされるコミュ

ニケーションアプリ・ＳＮＳ等を住民への情報発

信の手段として、各自治体で活用される事例が増

えております。上富良野町においても、新型コロ

ナウイルスが流行していた時期に、その一つであ

る町のＬＩＮＥ（ライン）アカウントが活用さ

れ、ワクチン予防接種の申込みが可能になり、と

ても便利に感じておりました。 

 しかし、その後、アプリでの情報発信はほとん

ど行われておりません。また、近隣を含めた他町

でのＳＮＳ等を活用して、防災、子育て、ごみの

収集カレンダー、観光、相談、各種手続など、

様々な情報を発信し、利便性の高い社会生活を住
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民に提供しております。以前の一般質問でも、Ｓ

ＮＳ等の活用についてお伺いしましたが、デジタ

ル化がますます進む現代において、様々な情報発

信の手段が必要とされると思いますが、町の考え

を以下３点についてお伺いします。 

 １、今後のＳＮＳ等の活用策はどのように考え

られているか。 

 ２、町では、マイナンバーカードを活用したＸ

ＩＤ（クロスアイディ）を、選挙の際に個人宛て

通知文書のデジタル化に向けた実証実験として

行ってきた。マイナンバーカードで認証を受けた

住民のスマホに通知を送る取組が、当時北海道で

初の取組となり、期待もあったが、その後期待さ

れていたような活用はなされていないように感じ

ております。ＸＩＤをうまく活用し、町民の利便

性の向上につなげている自治体も増えている中、

今後の活用に関して町長の考えをお伺いします。 

 ３、デジタル化も進む中、町民への情報発信や

利便性向上に向けて、様々な方法が挙げられると

思いますが、町が今考えている具体的な方法は何

かお伺いします。 

 続きまして、２項目め、給食センターの運営と

給食費無償化について。 

 上富良野町の給食センターは昭和５５年に開設

され、施設の経年劣化が進んでいること、また食

品衛生法改正に伴う施設基準を満たしていないこ

とから、保健所からも指導を受けている状況であ

り、給食センター運営に関して今後の方向性の検

討が急務になっております。そのことからも、町

では検討委員会が設置されることになり、今後の

動向が注目されています。 

 また、これまで町長は給食費の無償化に関し

て、国の動向を見ながら検討していきたいと述べ

てきておりましたが、政府は来年から全国一律で

小学校の給食費無償化を始めると報道されており

ます。物価高騰や少子化、町の財政など様々な問

題がある中で、子どもたちにとって大切な給食を

どう守っていくのか、以下４点についてはお伺い

します。 

 １、町総合教育会議等において、給食センター

の在り方について議論されております。その在り

方については、それぞれメリット・デメリットは

あると思いますが、給食センターで働いている職

員や保護者たちからは、「給食センターを改築し

て、おいしいと評判の今の給食をどうにか続けら

れるようにしてほしい。」という声が多く聞こえ

ますが、現時点で町の考えは。 

 ２、早急に方向性を決めていかなければいけな

い中、検討委員会がこれから設置されます。委員

会での協議に加え、町民への説明と決定した運営

方法の実施にも時間がかかると感じますが、どの

ようなスケジュールで動く予定なのか。 

 ３、国が進める給食費無償化に対して、まだ情

報は少ない段階だと思われるが、町ではどのよう

に受け止め、どのような協議が行われているの

か。 

 ４、小学校の給食費無償化に合わせて、保育

園、幼稚園、中学校、高校の無償化の考えはある

かお伺いします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番茶谷議員の１項目め

のＳＮＳ等の活用による情報発信についての、３

点の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目の活用予定についてであります。

現在のＳＮＳの活用状況でありますが、ホーム

ページの新着情報や防災無線の放送内容、また適

宜、事業などのお知らせ情報を投稿しているとこ

ろです。現在、デジタル技術の発達により、俗に

スーパーアプリなどといわれるプラットフォーム

となる一つのスマホアプリの中に、様々な機能を

持つアプリを統合して、日常生活のあらゆる場面

で活用シーンを持つ統合的なアプリの活用がされ

てきております。 

 その実施には、構築費用（イニシャルコスト）

と運用費用（ランニングコスト）がかかります。

構築費用については、令和７年度から名称が変更

となっておりますが、新しい地方経済・生活環境

創生交付金のデジタル実装型が活用でき、２分の

１の補助を受けることができますが、運用経費に

ついては補助金等はありません。今後も導入につ

いては、費用対効果や運用方法等を総合的に考

え、検討していきたいと考えております。 

 次に、２点目のＸＩＤの活用についてでありま

すが、令和５年に執り行われた町議会議院選挙以

降、令和６年の第５０回衆議院議員総選挙及び第

２６回最高裁判所裁判官国民審査、上富良野町町

長選挙において、スマホで入場券として活用して

きております。令和６年途中から各種委員会の開

催案内について活用を広げるため、会議の開催時

に担当が参加し、登録のサポートを実施し、開催

案内についてもＸＩＤを活用しております。 

 また、令和７年中に、今までは文字の送信だけ

でしたが、ＰＤＦの送信が可能となるアプリケー

ションのアップデートが予定されています。それ

により、用途が広がることから、さらなる活用に

ついて調査・検討を進めるとともに、登録者の増

加に向けた取組を実施していきたいと考えており

ます。 
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 次に、３点目の具体的な情報発信や利便性向上

についてであります。町の情報発信に関しまして

は、月２回発行を行っている「広報かみふらの」

のホームページ、防災無線を活用し、観光情報に

つきましては、観光協会が主体となり、既存メ

ディアはもちろんのこと、ＳＮＳ広告、動画配信

サービス、企業の広報活動を活用し、情報発信を

行っております。 

 今後の利便性向上については、１点目の御質問

でお答えしましたが、スーパーアプリの導入が考

えられますが、費用が大きくかかることから、費

用対効果や運用方法等について検討していきたい

と考えております。現在利用しているＸＩＤなど

のシステムを活用することで、利便性の向上が図

られるものもあると思いますので、できることか

ら取組を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（中澤良隆君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ７番茶谷議員の２項目

めの給食センターの運営と給食費無償化について

の４点の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の給食センターの在り方について

の御質問にお答えいたします。上富良野学校給食

センターにつきましては、昭和５５年の開設から

４５年が経過し、建物はもとより給排水管等の機

械設備にも劣化が見られるほか、各種衛生基準へ

の適合やアレルギー食への対応等、修繕や部分的

な改修では十分に対応できない現状、実態から、

安心安全な給食提供を継続していくには大きな課

題があると認識しております。 

 このため、本年度上富良野町学校給食の在り方

検討委員会を教育委員会内に設置し、保護者や学

校関係者等からの御意見も踏まえながら議論を進

めていく中で、安心安全で安定した学校給食の在

り方についての方向性を示してまいりたいと考え

ております。 

 次に、２点目のスケジュールについての御質問

にお答えいたします。現在、学校給食の在り方検

討委員の選定を進めており、委員選任後は早急に

委員会を開催し、現状の把握と分析、望ましい給

食提供の姿、提供方法の検討及び比較等のほか、

国の給食費無償化政策の動向や保護者等からのア

ンケート等も参考としながら、令和８年度中には

上富良野町としての望ましい給食提供の在り方に

ついて、その方向性を示す必要があると考えてお

ります。 

 次に、３点目及び４点目の国の給食費無償化へ

の受け止め及びその他の学校等の無償化について

の御質問にお答えいたします。国において検討い

ただいております、令和８年度からの小学校の学

校給食費無償化につきましては、制度内容等につ

いて具体的に示されていないことから、その動向

を注視し、概要が明らかになり次第、小学校以外

につきましても各関係機関等と連携し、対応につ

いて検討を進めていくことが望ましいと考えてお

りますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 ７番茶谷朋弘君。 

○７番（茶谷朋弘君） まず、答弁にありました

スーパーアプリというのは、分かりやすく言う

と、一つのアプリの中に防災、子育て、ごみの収

集日、健康福祉の情報や電子申請、相談、問合せ

など、様々な機能が集約されたアプリで、このア

プリを開けば何か困ったときに知りたいことが分

かるという、とても便利なもので、各町が導入し

ているところが増えているというのが現状です。 

 １点、町長に確認させていただきたいのです

が、町長が言うコストの中の構築費用（イニシャ

ルコスト）というのは、様々な地域で導入されて

いるその町に特化した独自のスーパーアプリの構

築に係る費用であり、運用費用（ラニングコス

ト）というのは、アプリを委託して運営していく

というものだと思われますが、間違いないでしょ

うか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番茶谷議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 茶谷議員のおっしゃるとおり、そのとおりで

す。 

○議長（中澤良隆君） ７番茶谷朋弘君。 

○７番（茶谷朋弘君） その中で、町長も御存じ

だと思いますが、スーパーアプリの代表の一つと

して、ＬＩＮＥというものがあります。ＬＩＮＥ

にはＬＩＮＥ地方公共団体というプランがあり、

これは市区町村であれば、無料で利用することが

できます。ただし、運用を民間に委託したり、最

初のホームホーム画面のメニューをより充実した

ものにするためにはコストはかかりますが、一定

程度無料で使えるものであり、多分これまで町も

無料で使ってきたという経緯があると思うのです

が、ＬＩＮＥ地方公共団体というものがあるとい

うものは、町長の中で認識はありましたでしょう

か。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番茶谷議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 私もその認識ですし、現在使っているものもそ

うです。 

 以上です。 
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○議長（中澤良隆君） ７番茶谷朋弘君。 

○７番（茶谷朋弘君） 分かりました。 

 最初の質問でも述べさせていただいたのです

が、町はこれまでにＬＩＮＥを活用してきた経緯

があり、利用方法は少なかったかもしれません

が、町民の方からはすごい便利になったと、コロ

ナウイルスワクチンのときは、すごく声が上がっ

たことを記憶に覚えています。先日、担当課に聞

いたところ、現時点での登録者数、聞いた時点で

の登録者数というのが１,９０５人という数字で、

上富良野町を利用しているＳＮＳの中において

は、比較的多い数字であるのかなと思い、その内

訳までは聞いていないですが、一部町外の人も登

録されていると思いますが、ほとんどの人が上富

良野町であると思われます。情報発信をする手段

の一つとして、非常に有効だと思われますが、現

在あまり利用されていないこちらを活用し、より

多くの情報発信を、今すぐ活用する考えはないの

かお伺いします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番茶谷議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 一般的にＳＮＳは、いろいろ多種多様なものが

あります。フェイスブックとかインスタとかいろ

いろあるのですけれども、その中で、ＬＩＮＥが

スーパーアプリと俗に言われているもので、それ

ぞれアプリケーションがあって、ＬＩＮＥにして

も、おっしゃるとおり１,９０５人ですか、全町民

がＬＩＮＥを利用しているわけではないというこ

とが、結果としてそうなっております。 

 それなので、全てＬＩＮＥで、今すぐスーパー

アプリに解決できるかというのは、なかなかそれ

を利用してくれる人を増やしていくということも

考えていかないとなりませんし、それぞれ何をＳ

ＮＳで使うかというのは、本当に個人の趣向によ

るところが大きいと思っておりますし、その中

で、コロナワクチンの一例がありましたが、ＬＩ

ＮＥも利用してもらえるような誘導策といいます

か、施策、そういうのも絡めながら、将来この

スーパーアプリに絞っていこうとするなら、１０

０％絞るというのはなかなか難しい、時間がかか

るのかもしれませんけれども、そういうふうに集

約、収れんしていくためには、何らかのそういう

有効な施策というのは、今後必要なのかなと考え

ております。それが何かというのはなかなか難し

いのですが、機会があれば、以前行ったワクチン

の予約ですとか、そういうものにはなかなか費用

もかかって、無料で使える部分はいいのですけれ

ども、それ以外には、カスタマイズしたり、いろ

いろ費用もかかりますので、その辺をいろいろ考

慮しながら、進めていかなければならないのかな

と考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ７番茶谷朋弘君。 

○７番（茶谷朋弘君） １,９０５人という数字が

多いか少ないかというと、なかなか難しいところ

であるかもしれませんが、実際、全員に登録して

もらうというところまで求めるのはさすがに難し

いと思うのですが、多分この会場にいる方たち

も、ＬＩＮＥを使っていない方というのはほとん

どいないと思うのです。それなので、登録するか

しないかというのは個人の自由だと思うのです

が、これだけ普及しているアプリというものがあ

るので、これを使わない手はないのかなとも思わ

れます。 

 実際に、約１か月ほど中富良野町、富良野町、

美瑛町の近隣のＬＩＮＥに私、登録をしてみまし

た。すると、近隣の町では、毎日のように町のイ

ベント情報でしたり、ヒグマの出没、食中毒警

報、議会のお知らせ、求人情報など様々な情報

が、本当に毎日のように流れるとともに、知りた

いことがあれば、各ボタンを押すと様々な情報が

調べられ、すぐに役場につながるような仕組みに

なっておりました。 

 それぞれの町は、運営を委託している部分もあ

り、町長の言うようにランニングコストがかかる

部分というのは、もちろんあるのは存じています

が、しかし、既に１,９０５人という数字が上がっ

ており、今後も活用していけば、多少は増えてい

くものだと思っているので、できる範囲、町長の

言うコストがかかる部分でなく、コストがかから

ない部分でも、日々の情報発信、例えば普段行わ

れている防災無線の内容ですとか、フェイスブッ

クで流れている内容というものを、こちらのＬＩ

ＮＥのほうで流していいのではないかと思うので

すが、その点、どうお考えでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番茶谷議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 町でもアカウント、いろいろフェイスブックと

か持っておりますが、それら、ＬＩＮＥも含めて

アカウントがありますので、無料の部分は大いに

今後も活用できるような、情報発信を含めてです

が、そういうことは日々、検討してまいりたいと

思っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ７番茶谷朋弘君。 

○７番（茶谷朋弘君） ぜひ活用していただきた
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いと思います。町長が、これまで以前、ＳＮＳ等

の一般質問をさせていただいたときもそうなので

すが、調査・研究、検討という言葉をよく使われ

ますが、もちろん有効的な活用のために費用対効

果も含めて検討していく、研究していくことはも

ちろん大事だと思うのですが、まず今できること

から、まず始めていくことも大事かと思います。 

 続きまして、２点目のＸＩＤに関して、再質問

させていただきます。個人宛て通知文書のデジタ

ル化に向けた実証実験としても行われて、令和５

年に実証実験で、スマホで入場券を使った方にア

ンケートを取って、町のホームページにも、その

アンケート結果が載っておりました。令和５年８

月７日の時点で、登録者数が２１１名、多分その

うちだと思うのですけれども、町職員が１３１

名。先日聞いたところ、現在の登録者人数は２３

０人という、２年近くたっているのですが、ほぼ

変わっていないのが現状ということなのですが、

これはうまく活用しきれてこなかったということ

なのか、それとも、まだ調査検討段階ということ

なのかお伺いしたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番茶谷議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 ＸＩＤは、先ほどのスーパーアプリについても

言わせてもらったこととかぶる部分もあると思い

ますが、やはり登録してもらうというのが非常に

重要だと思っております。２３０名ほどというの

は、かなり少ないのですが、一番最初に試験的に

やったのは、投票券の入場からスタートしたので

すが、それ以降はお答えさせてもらったとおり、

国政選挙、国民審査等、町長選挙にも活用させて

いただきましたので、あと、繰り返しになります

が、個人宛ての、各委員に登録をお願いして、通

知などにも活用していますので、今は、試験段階

というよりはもう実際には使い始めてはいるので

すが、なかなか登録してくれる方、本当は、多く

の方が登録してもらうのが、先ほどのスーパーア

プリも同じなのですが、大切だとは思っておりま

すし、それに向けて、どういうものにＸＩＤを使

えばいいのか、またスーパーアプリのほうがいい

のかなども含めて、１項目めとかぶりますが、こ

れは調査・研究も含めてですが、実際、今やって

おりますので、実際やっていることも含めて、新

たなこと、何をやるのか含めて、これからいろい

ろやっていかなければならないのかなと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ７番茶谷朋弘君。 

○７番（茶谷朋弘君） 前の令和５年の選挙のと

きに使われたものの、実証実験のアンケート、１

２１名で回答数が少ない部分もあるのですが、回

答している人の割合としては、意外に５０代、６

０代の方が一番多く、懸念される若い人しか使わ

ないのではないかという部分の不安はないのかな

という部分でも、ＸＩＤも既に導入されているも

のでコストもかからない部分もあるので、利用し

やすいものだと思っております。実際に、上富良

野町の町ホームページのＸＩＤアプリ利用をした

デジタル郵送サービスの特徴としまして、「マイ

ナンバーカードとひも付けをして使われるもので

もあるので、個人宛てに大切なお知らせを送るこ

とができる。大切なお知らせの見逃し防止、郵送

物と違い、混合や誤廃棄が減ります。」。あと、

「いつでもどこでも時間・場所を選ばず、町から

の大切なお知らせを確認し、お届けすることがで

きる。」。最後に書いてありますが、「利用する

ことで、郵送に係る環境負荷の軽減を図られると

ともに、削減した郵送費用は地域に必要なほかの

施策に使用します。」と書かれております。 

 実際に導入された自治体の例を見てみると、例

えば給付金とか、子ども手当の通知とか、様々な

ものをこういうＸＩＤを利用することによって、

郵送物を減らし、その部分で数百万円から、大き

い町になると数千万円という単位まで、今までか

かっていた予算が浮いたりとか、あと職員の手間

が減ったという事例も挙がっております。これは

登録している数が少ないのは、もちろんあるので

すが、登録している数を少しずつ増やしながら、

登録している方たちだけからでも、そういうこと

を導入して、郵送物や個人のお知らせ、また防災

情報など、町として非常に重要な情報というもの

をこれを活用して送っていただければ、町長の言

う費用の部分も、今後において抑えられる部分が

物すごくあると思うのですが、まだ実際に実施し

て検討しながら、調査・検究、検討しながら実施

しておりますと言っておりますが、もう既に、導

入してからもう２年という年月がたっており、上

富良野町の自治体が導入したときは、まだ導入し

ている町の数としては、物すごく少なかったので

すけれども、今は物すごく増えており、先に始め

たはずなのに、どんどん追い越され、うまく活用

されていないと思うのですが、早急に、使いやす

いものだと思いますし、ホームページでも書かれ

ておりますとおり、今後これをうまく活用できる

よう検討していきますということが明記されてい

るので、もう２年もたつので、そろそろ、しっか

りと運用していただきたいと思うのですが、もう
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一度お考えをお願いします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番茶谷議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 スマホの利用者が、高齢者でも大丈夫なのでは

ないかと、私もそう思っております。７０代の方

でもスマホを使っている方がおりますので、過渡

期、過渡期と言われておりますが、もう少しすれ

ば、ほぼ全世代が使える、使う、使わないは個人

の判断ですが、使えるようなことになってきてお

りますし、それにかなり近いと思っておりますの

で、結構御年配の方でも、今はかなり使っている

という認識であります。 

 あと、費用対効果、郵便料が削減されたり、環

境負荷を減らしたり、そういうことを、幾らかけ

て、幾ら減らした、幾ら環境に、そういう視点は

非常に重要ですし、おっしゃるとおり、そういう

ことを目指して、ＸＩＤなどもそういうことも一

つの狙いでありますので、費用削減だけではなく

て、環境負荷も考えながらやっていきたいと思っ

ております。 

 先に導入したのに、なかなか進んでいかないと

いうのは、いろいろ自治体によって条件が、要す

るに人口規模であったり、うちの町であります

と、１万人ぐらいなのですけれども、１万人ぐら

いだと、費用対効果がどうなのか、もっと大勢い

る、大都市だったらどうなのか、小さい町だった

ら、元々入れなくても、そういうＩＴ化をしなく

ても、紙のほうが早いのか、いろいろそういう条

件が異なっていて、決して２年間、何もしなかっ

たわけではありません。その辺を十分考えなが

ら、ＸＩＤに関しては、うちの町では何がいいの

かというのは思っておりますし、今、委員への通

知までは少し前進したのですけれども、今後につ

いても、何か導入できるものについては、しっか

りとＸＩＤ、まず登録してもらうということ、な

かなか、そのマイナンバーカードのひも付けがど

うのこうの、個人的なそういう感想もあろうかと

思いますが、まず利用してもらうということ、そ

の施策を続けていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ７番茶谷朋弘君。 

○７番（茶谷朋弘君） 実際にアンケート結果か

らも、回答された方が、今後も町からの個人通知

やお知らせを受け取りたいと答えた方も多かった

り、全体的に肯定的な評価が多く、今後に対して

希望している方がすごく多かったので、もちろん

利用された方というのは、スマートフォンとか機

械に精通している方が多かったのかなという部分

もあると思いますが、町民からの期待も当時は

あったと思うので、ぜひ、今後よりうまい活用を

していっていただきたいと思います。 

 続きまして、３点目の町の情報発信の手段とし

て、広報誌やホームページ、防災無線というもの

は、皆さん御存じのとおり、周知していると思う

のですが、日常、若い世代や子育て世代の方たち

と接していると、アパートに住んでいるため町内

会に入っていないとか、町内会に入っているけれ

ども、広報誌が届いていないとか、防災無線をつ

けていないとか、コンセントを抜いているとか、

様々なそういう声が上がっており、町のイベント

があったことを知らなかったとか、町のこういう

情報を知らないとか、子どもを病院に連れて行き

たい、町に子どものことで連絡を取りたいと思

い、ホームページを見ても、以前も自分もお伝え

したのですが、やはり利用を慣れていない方たち

からしてみると、上富良野町のホームページが見

づらく、町のイベントや情報を見逃してしまった

という意見が多くあり、ぜひ、ここを改善してく

ださい、改善してもらえるように町に伝えてほし

いですという意見を事あるごとにいただきます。 

 現在、町の情報発信手段として行っているホー

ムページであったり、防災無線であったり、別に

そちらを否定するものではなく、防災無線を普段

聞いている方もいれば、広報を見ている方もいる

し、防災無線は聞いていないけれども、ホーム

ページを見ている方もいますが、こちら、今上

がっているものを目にしていない方たちも一定

数、若い世代や子育て世代の方にはいるので、一

つの媒体に絞るとか、そういう考えではなく、利

用できるものはできるだけ利用して、一つでも、

一人でも多くの方に、町の情報を届けることが大

事だと思うのですが、一つの媒体に絞ろうとする

のではなく、様々なものを使ってほしいのです

が、様々なものを今後、さらに展開していく考え

はあるのかお伺いします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ７番茶谷議員の御質問

に、お答えしたいと思います。 

 いろいろ町の行政情報ですとか、観光の情報な

んかは、広報誌とか、防災無線、ホームページ、

あとはＳＮＳのアカウント等でできるものについ

ては、それを使って発信しているのですが、例え

ば、広報誌の情報を全く同じ量をＳＮＳとかに、

ホームページはＰＤＦにして可能かもしれません

が、なかなかその多くの媒体を統一して、同じ情

報量を流すのはなかなか難しいのかなと考えてお

りますし、町内会に入っていないと広報誌が届か
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ない方は、ぜひ広報誌も利用してほしいと思いま

すし、防災無線でも、それは本当にリアルタイム

でおくやみとか放送させてもらっておりますの

で、関係ないのかもしれません、聞いている方も

おりますけれども。おくやみ以外にも行事の案内

とか、防災無線も通じて、緊急な場合はもちろ

ん、防災無線をつけていないと、なかなか本来の

目的を達せませんので、ぜひ防災無線も活用して

いってほしいなと思っております。 

 ただ、多くの媒体を同じレベルで、同じ情報量

をというのは、技術的な問題もあるかもしれませ

んけれども、職員がやる、担当する職員の能力と

いいますか、それも有限、限界がありますので、

その中で濃淡をつけながら、インスタ、写真で発

信するのはこうですが、長い文章はやはりホーム

ページ、もしくは広報でないとだめだとか、そう

いう判断は現場でされているのかなと考えており

ます。 

 いずれにいたしましても、なかなか限界はある

とは思いますが、うまくチャンネルといいます

か、いろいろある情報発信手段をうまく組み合わ

せながら、多くの方に情報を行き渡るということ

が、最終的には目的だと思っておりますので、そ

れに向けてしっかりと広報活動を、広報・広聴を

進めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ７番茶谷朋弘君。 

○７番（茶谷朋弘君） 町長も情報発信の大切さ

というものは、多分、物すごく理解していると思

うので、今も決して、様々な方法で情報発信を

行っているので、行っていないとは思わないので

すが、やはり届いていない方も一定数いるという

ことで、様々な媒体で、できるだけ一つでも多く

情報を発信できるように、先ほど述べましたが、

調査・研究・検討という言葉を使わずに、今すぐ

やりますという言葉をやはり町民は聞きたいと

思っております。どうしてこの町はやっていない

のだとか、なぜ調べても分からないのだという声

が、やはり多く一定数、毎年言われ続けるので、

そこは一つの大きな課題と感じて、できるだけ早

めに進めていただきたいと思います。 

 では、次の再質問に、給食センターのほうは教

育長にお伺いさせていただきます。 

 給食センターの今後についての問題というの

は、何も上富良野に限ったことではなく、少子化

の進む現代において、全国的に起きていることで

あり、その中で各自治体が様々なことを考え、

様々な手法を取ってきています。検討委員会を設

置し、報告するとありましたが、まだ決まったこ

とがあるわけでなく、恐らくこれから検討してい

くという段階ということは理解しました。 

 答弁の中であったように、修繕や部分的な改修

では、もう既に十分に対応できないという現在の

状況がある中、給食センターは、上富良野の問題

だけではなくて、広域の問題も絡んでくるので、

なかなか答えづらい部分もあるかもしれません

が、現段階で、教育長の中で、する、しないは別

として、考えられる手法として、何か幾つかあれ

ば、お答えいただきたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ７番茶谷議員の給食セ

ンターの在り方に対する今後の方向性についてで

ございますが、これまで議会議員のほうには、給

食センターの運営自体が広域連合ということもあ

りまして、所管委員会の中では、少し情報共有を

させていただいたところでございますが、実際

に、平成２１年に広域連合になるときに、学校給

食も広域連合の運営ということで定め、上富良野

町も、自賄いでございますが、広域連合の中で運

営をしてきた経過がございます。 

 これまでも、予算並びに人の配置につきまして

も、広域連合と各御市町村が連携し、運営をして

きておりますが、やはり、最終的に自賄い方式で

給食センターを運営してきたことから、上富良野

町においても、この老朽化につきましては、まず

上富良野町の中で、この給食センターの今後の方

向性については判断をしなければならないという

のが、今年の３月に判明したところでございま

す。 

 実際には、それを基に広域連合の中でも、今後

それがどのような方向で進めていくのが望ましい

かを、またそこも情報を共有していくことになり

ますが、まず、上富良野町の学校給食の在り方に

つきましては、まず、議員も御存じのとおり、施

設が大変老朽化しておりますので、一部改修等で

は、もう既に給食を止めて改修できればいいので

すけれども、そういうわけには一切行きませんの

で、そのような改修にはもういかない実態がござ

いますので、本当にこの給食を、一つとしては、

保護者からもいろいろと議員のほうで御意見をい

ただいていると、おいしい給食は、給食センター

を何らかの形で建物を維持し、そこでおいしい給

食を提供してほしいという意見も聞いていると議

員御質問にありましたとおり、そういう方法も一

つ。また、他の自治体も様々なことで、給食セン

ターのこの運営自体がここ５０年で、やはりどこ

の町も老朽化していることから、いろいろな手法

を今検討していると私どもも確認をし、情報を収
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集し、勉強させていただいています。その上で、

この在り方につきましては、他の自治体の参考事

例も踏まえ、上富良野町としてもしっかりと、保

護者や子ども、あと学校関係者も含め、今後の町

の在り方については、十分検討するよう時間を少

しかけることになりますが、これは給食費の無償

化を国が来年から進めるという報道もされたこと

から、少し、今年度中とはならず、令和８年度の

なるべく早い時期までには、その方向性について

は検討していきたいというスケジュールを、今

後、検討委員会の中で協議していただこうと思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ７番茶谷朋弘君。 

○７番（茶谷朋弘君） 給食費の無償化も絡んで

いる問題でもあり、教育長もすごく実感している

と思いますが、簡単に決めることでもないです

し、二つ目の答弁でもありましたけれども、令和

８年度中に方向性を示す必要があると考えている

とありましたが、給食センターの在り方を決めて

いくことは、とても難しいもので、町の財政から

の観点でしたり、少子高齢化という背景、保護者

からの目線、勤務している人たちの声、子どもた

ちの声、子育て政策としての町のアピール、広域

での考え方など、考えなければいけないことはと

ても多く、ここに衛生基準であったり、十分な給

食の量や栄養の確保が必須となり、様々な意見が

飛び交う中で、皆が皆、簡単に一致する意見であ

るとも思っておりません。当然、意見が割れ、委

員会が立ち上がった後も、委員同士で意見のすり

合わせに関して、すごく時間がかかりますし、ま

たその後、方向性が定まってからも、町民に対し

て理解してもらうのに物すごく時間がかかること

だと思っております。これから委員を選任すると

いうことが述べられていますが、本当にスピード

感を持って、焦ってやることでもないのですが、

スピード感は持たないと、どんどん、どんどん先

延ばしになってしまうものだと思うのですが、も

う一度そこのスピード感に関して、お考えをお伺

いします。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ７番茶谷議員の給食の

在り方に関するスピード感についての御質問にお

答えします。 

 私も、実は、この質問をいただいたときには、

うちの担当職員とも早期なスケジュールをどのよ

うに進めていくかというところで、実は、実際に

スケジュールを立てて、今、案を考えているとこ

ろなのですが、実は、やはり今、茶谷議員から御

質問いただいたように委員の選任も大変重要な任

務になることから、やはりここは、きちんと関係

者の名前もいただくことになりますので、その辺

は趣旨説明をしっかりと整え、そして、やはり早

急に、早急ではあるのですけれども、早急に解決

する課題だとは私も思っておりません。やはりこ

こは、しっかり熟慮をし、やはり今現在、給食を

提供していただいている方も含め、これから、

今、子育てをしている子どもたちも対象になりま

すことから、その辺をしっかりと考え、本当に町

としての考え方の方向性になりますので、学校給

食センターだけの問題とはならないことも覚悟し

ておりますので、その辺については、しっかりと

した段取りをし、しっかりとした情報提供をきち

んと組み立てをし、皆様にきちんとした審議がで

きるようスケジュールは組んでいきたいと思いま

す。令和７年度中に、ある程度の委員会の立ち上

げと、それの会議を、予算もお認めいただいてお

りますので、そこで今年度の実際に会議の内容も

しっかりと皆様に公表もしながら、皆様に十分審

議をいただきながら、来年度、令和８年度に向け

て、進めていきたいと思っています。 

 ただ、施設も老朽化しておりますので、明日、

明後日に何が起こるか分からない実態の施設もあ

るというところも私も危惧しておりますので、な

るべくこの施設の現状維持を図りながら、早急に

給食センター、安心安全な給食を提供できるよう

に、その準備については進めていきたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ７番茶谷朋弘君。 

○７番（茶谷朋弘君） 教育長が今、最後のほう

におっしゃっていた、いつ壊れるか分からないと

いう不安もあるということで、皆さん記憶に新し

いと思いますが、昨年、給食の運搬のトラックが

壊れて、保護者の中から多くの批判の声が届いた

ことは記憶に新しいと思います。老朽化が進み、

劣化が見られる中、部分的には直せる部分もあれ

ば、部分的には修繕に物すごく時間かかったり、

費用がかかったりという部分で、本当に万が一何

かあったとき、給食が数日作れないとか、提供で

きないということがあったとき、多分トラックが

壊れたとき以上に、多くの声が保護者から、多分

浴びせられるというのがもう想定できます。 

 それなので、本当に早急に、会議も、多分２

回、３回とかで終わるものでもないとも思うの

で、まずは委員の選定から、そして第１回目の会

議を、まずできることから早急に進めていただき

たいと思いますが、分かっていると思いますが、
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壊れるかもしれないと不安もある中、本当に来年

度までいけるのか、もしだめだったとき、そこま

で考えておられるのか、考えをお伺いします。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ７番茶谷議員からの昨

年度発生しました給食センターでのトラブルにお

きまして、少し、保護者の皆様にもお弁当持参と

いう期間を招いたことは、本当に私、本当にそれ

は残念に思っているところでございます。本当に

これは、機械だけではなくて、配送車も含め給食

センターを学校に届けて、きちんと子どもたちが

実食をして、初めて給食が完成するものでありま

すので、ここで何が起きるかというのは、職員と

ともに、どんなところに、やはり今、危険性があ

るのかどうかも含めて、きちんとその辺について

は、予算をきちんと計上し、修繕等についてはも

う当たってまいります。 

 なおかつ、本当に、その検討委員会の進め方に

つきましては、委員の選任につきましても、ほぼ

同意を今、いただいている状態で進めております

ので、早い時期に委員会の立ち上げについては準

備をしていこうと思っておりますが、何と言って

も、この給食センターの運営につきましては、広

域連合のまず学校給食センターの運営委員会、こ

ちらを先にやりまして、今日の御質問も、御意見

いただいたことも踏まえ、そちらのほうで情報共

有をさせていただいて、在り方委員会のほうに

次、準備するスケジュールとなっておりますこと

を御理解いただきたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） ７番茶谷朋弘君。 

○７番（茶谷朋弘君） 昨年のトラックの問題も

あり、報道では、近隣の町で給食の一部栄養が足

りてないとか、全国で報道されている給食の量が

少ないとか、様々な報道が出る中、保護者の方も

本当に上富良野は大丈夫なのかという声が、やは

り日に日に大きくなっており、また給食センター

で働いている方たちも、その意見を聞いている部

分もあり、とても不安を感じている部分もありま

す。最初にもおっしゃいましたが、上富良野町の

給食、小学生、中学生、とてもおいしいと評判

で、近隣から赴任してきた先生たちも、上富良野

の学校に来て一番びっくりしたことが給食がおい

しいと、とにかく言ってくれる方が多いと聞いて

おります。 

 それなので、今すぐにできることではないと思

いますが、今以上に危機感を持って進んでもらっ

ていけたらと思います。 

 続きまして、３点目、４点目の給食費無償化に

関して、北海道内の現状を調べたところ、１７９

市町村のうち７２市町村が小・中無償化というこ

とで、上川管内では、上川町、東川町、美瑛町、

中川町と、近年、給食費無償化をする自治体が増

加傾向にあるということで、これまでも同僚議員

が数々質問してきたと思います。中富良野町にお

いては、先日の議会で、たとえ国が小学生だけを

先行して無償化の対象としても、町としては、中

学生も対象に加え、同時に無償化を始めたいと、

町長が強い気持ちを述べていたと報じられていま

した。上富良野町も、国の動向を見ながら、注視

し、検討していきたいという回答が、ここに記載

されていますが、もちろんそういう背景も分かる

のですが、町民は本当に無償化してくれるのか、

中富良野町は無償化すると言っていたぞというよ

うな、そういう具体的な話を聞きたくて、求めて

いる方が多いと思いますが、改めて、小学生・中

学生の給食費無償化に関して、教育長の考えをお

伺いします。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ７番茶谷議員の給食費

無償化についての御質問にお答えします。 

 私も、近隣では、この富良野広域では、南富良

野町、あとお隣の美瑛町、東川町、東神楽町、あ

と中川町と愛別町、上川町と様々な自治体で給食

費を無償で提供している自治体はあると認知して

おります。昨年から今年に向けて、少し自治体数

も増えていると聞いておりますが、私ども教育長

部会の中でも、まずはこの給食費につきまして

は、国・道も含め、きちんと陳情し、それについ

ては、きちんと制度化をしていただけるよう要望

してきたことから、今、町としましては、まずそ

ちらのほうの動向を把握し、その財源並びにその

仕組みについて、きちんと明確化された後、きち

んと施策については検討すべきだと考えておりま

す。 

 隣の町の首長からは、そのような発言があった

というのは私も報道で聞いておりますが、それに

つきましても、十分、町と協議をしていかなけれ

ばならない内容だと教育長としても認知しており

ますので、それは今後の課題ということで御理解

いただけますようお願い申し上げます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ７番茶谷朋弘君。 

○７番（茶谷朋弘君） そういうことでしたら、

町としては、給食費無償化に向けて進めていると

いう考えでよろしいでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ７番茶谷議員の再度の

質問にお答えします。 
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 まず、国の制度をしっかりと確認した上で、あ

と国のスケジュールもございますので、それにつ

いて確認した上で、今後、その制度の設計に向け

まして、町の対策について検討していくというこ

とで御理解いただきたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） ７番茶谷朋弘君。 

○７番（茶谷朋弘君） ぜひ、この給食費無償化

というのは、全国的な流れもありますし、少子高

齢化において、子育て世代の方たちにとっては、

上富良野町だけやっていないというようなことに

なっていくと、また、これから若い世代の移住者

や子育て世代に充実した町ということをうたって

いきたいのであれば、ぜひとも、他町に遅れを取

ることなく進めていただきたいと思います。 

 加えて、先ほど、同僚議員が上富良野高校の話

をしていましたが、上富良野高校、自分は、とて

も多く携わらせてもらっていて、とてすばらしい

学校だと日に日に感じておりますが、上富良野高

校の魅力の一つでもある高校生の給食、ほとんど

の生徒が利用しているということで、生徒の人数

も多くないということもあり、上富良野は中学校

だけでなく、上富良野高校も給食費の無償化の対

象に入れてみても、そういう考えもあってはいい

のではないかと、それが一つの上富良野高校が存

続するという施策の一つにつながるのではないか

とも考えますが、この点において教育長にお伺い

します。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ７番茶谷議員の給食費

無償化における上富良野高校で希望する生徒、あ

と、教職員に対しまして提供していることから、

これに対しての無償化への考え方でございます

が、これまでも答弁させていただいているよう

に、まずは国の制度が今、示されている小学校の

給食費無償化、それ以外につきましても、その方

向性がどのように今後進んでいくのか、あと、そ

の議員から御質問いただいているように、町とし

て、国・道ではなくて、町として今後、その無償

化に向けた考え方をどのように組み立てていくの

か、ここはきっちりと財源も含めて、きっちり協

議していかなければならない、検討していかなけ

ればならない政策だと思いますので、今現在のと

ころ、私からは、それに対しての答弁は差し控え

させていただきたいと存じます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ７番茶谷朋弘君。 

○７番（茶谷朋弘君） なかなか簡単に答えられ

るものでもないというのを私も理解しているの

で、今の答弁で御理解しました。 

 今回、給食の無償化についての話でしたが、先

ほど質問させていただいた情報発信もそうです

が、今後、上富良野町において、子育て世代とい

うものが多分、一つのキーワードになり、若い世

代が移住してきて、少子化を防いで、町の人口減

を防ぐということの中で、やはり小学生・中学

生、若者世代に対する施策というものがとても重

要だと考えております。ほかの町と同じようなこ

とも、同様にやる必要もあるのですが、上富良野

独自のものというものも、今後もっともっと必要

でないかと考えます。それなので、先ほど言った

上富良野高校の給食無償化も含め、今後、上富良

野独自の、ほかの町にない子どもたちに対しての

施策を考えて、進めていただけたらと思います。 

 これで以上です。答弁は大丈夫です。 

○議長（中澤良隆君） 以上を持ちまして、７番

茶谷朋弘君の一般質問を終了いたします。 

 ここで暫時休憩といたします。 

 再開は１１時２５分といたします。 

─────────────── 

午前１１時１０分 休憩 

午前１１時２５分 再開 

─────────────── 

○議長（中澤良隆君） それでは休憩に引き続

き、会議を再開いたします。 

 次に、２番荒生博一君の発言を許します。 

○２番（荒生博一君） まず、昨日より念願の議

会中継が開始されまして、この間、町長部局の御

尽力いただいた皆様、そして議会議員の皆様に感

謝申し上げ、一般質問を開始させていただきま

す。また、昨日、定例会１日目が終了した際に、

町長とたまたますれ違うことがありまして、昨日

のＹｏｕＴｕｂｅのアカウントは、参考までに２

６８。本日、定例会２日目、１１時２０分現在の

アカウントは、９３まで伸びております。本日、

夜を迎えるに当たり、３００、４００と増えます

ことを期待し、一般質問に入らせていただきま

す。 

 私は、さきに通告しております２項目、９点に

ついて、１項目めを斉藤町長に、２項目めを鈴木

教育長にお伺いします。 

 まず１項目め、１、人口減少社会化でのまちづ

くりについてお伺いします。 

 総務省の最新の統計によると、２０２４年１０

月１日現在の日本の人口は、１４年連続減少で１

億２,３８０万人となり、前年から８９万人減少。

また、２０２３年の出生率は、過去最低の１.２０

で、人口維持に必要な２.１０を大きく下回りまし

た。我が町の人口においても、本年４月３０日現
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在、９,５６３人となっており、２年前に１万人を

割って以来、確実に減少し続けております。 

 国立社会保障人口問題研究所の統計によると、

１５年後の２０４０年には、予測値は７,２００人

となっています。しかしながら、適切な対策を講

じることで、その影響を最小限に抑えることがで

きると考えます。また、最小限に抑える対策を講

じなければならないと考えます。 

 そこで、以下５点について、町長の具体策につ

いての見解をお伺いいたします。 

 １点目、持続可能なまちづくりの基本は、高齢

者ができる限り元気で住み慣れた地域で、その人

らしく暮らし続け、若い世代が移り住んでくるこ

とが理想であります。高齢者が、この先も安心し

て暮らし続けていくために、町長が特に重要施策

として、取り組もうとしている施策についてお伺

いいたします。 

 ２点目、高齢者の方々が安心して暮らし続けて

いくためには、移動のための足の確保策が非常に

重要と考えます。現在は、唯一、予約型乗合タク

シー事業が行われておりますが、将来、予約型乗

合タクシーに代わるＡＩを活用した乗合型オンデ

マンドバスなどの運行の検討などはなされている

のかお伺いさせていただきます。 

 ３点目、人口減少は地域コミュニティの機能低

下にもつながり、町内会や住民会など、これまで

住民同士で協助してきたコミュニティの機能が低

下すると地域活動の維持・存続が難しくなりま

す。将来に向け、地域コミュニティを守るための

町長の具体的施策をお伺いいたします。 

 ４点目、地域に活気がなくなると、住民の地域

への愛着も失われ、人口流出が加速するリスクが

生じます。そのためにも、住民ともっと一体と

なったお祭りやイベントなどのにぎわいの創出の

ための町長の考えている施策についてお伺いいた

します。 

 ５点目、２０１４年に地方創生を掲げ、政府が

取り組んできた「地方創生１.０」は、この１０年

間、十分な成果を上げることができず、首都圏へ

の人口の一極集中を止めるには至りませんでし

た。そこで、政府は２０３４年度末までの１０年

間で取り組む施策や目標を盛り込む「地方創生２.

０基本構想」を策定すべく、新基本構想の答申案

が、先般示されました。その中には、首都圏から

地方への若者の転出率といった１０年後に目指す

数値目標を設ける方針を打ち出しております。 

 そこで我が町も、この先１０年間を見据え、若

者を積極的に受け入れるような新たな定住・移住

促進策の策定が必要と考えますが、町長の見解を

お伺いいたします。 

 次に２項目め、児童の健康と心の負担を軽減す

るための解決策についてお伺いいたします。 

 小学生が背負うランドセルの重さ、特に教科書

や副教材、そして近年ではデジタル端末の増加が

子どもの心身に様々な影響を及ぼす問題として注

目されております。教科書のページ数増加、副教

材の増量、そしてタブレット端末の導入などがラ

ンドセルの重量化を加速させています。児童の体

に合わない大きさや重さのランドセルを背負った

通学で心と体の不調を表す症状、「ランドセル症

候群」も全国で問題となっております。 

 文部科学省は２０１８年９月に、宿題など家庭

学習で使わない教科書やプリントなどを机の中に

置いて帰る、いわゆる「置き勉」を認める通知を

全国に発出し、児童の健康を守るために、登下校

時の荷物軽減を促しておりますが、全国的には、

現場の学校では、様々な理由で「置き勉」を禁止

している場合が多く、これまでの間、抜本的な課

題解決には至っておりません。 

 そこで、上富良野町の小学校の現状について、

以下４点、教育長にお伺いいたします。 

 １点目、教科書のボリュームは増加を続けてお

り、２００６年から１５年間で７５％もページ数

が増加し、カラー化、大型化が進むとともに、紙

質も非常に重くなってきております。また、授業

で使用する副教材が増加し、ランドセルの内容も

さらに重くしております。さらには、１人１台の

タブレット端末が導入され、これもランドセルの

重量に大きく影響しています。当町の教育現場で

は、児童や保護者からランドセルが重いという生

の声を聞いているのかお伺いいたします。 

 ２点目、１年生から３年生が背負うランドセル

の重さは平均で約４キログラム、小学生全体では

約５.４キログラムにもなります。小さな体で３キ

ログラム以上の荷物を背負い通学すると、筋肉痛

や腰痛など身体的影響に加え、通学自体が憂鬱に

感じるなど、心にも影響を及ぼす「ランドセル症

候群」になってしまうという指摘がございます。

当町の教育現場では、どのように認識し、どのよ

うな対策を講じているのかお伺いいたします。 

 ３点目、成長過程の体への影響を考慮すると、

子どもが背負う荷物の適正重量は、体重に対して

１０％程度、重くとも１５％以下に留めることが

望ましいと言われており、ランドセルの平均重量

４.１３キログラムは、６歳の平均体重に対して約

１９％、９歳では約１３％に相当。ランドセル以

外に水筒や体操着などの荷物も持った場合、割合

がさらに増加するため、前傾姿勢になり、猫背に



 ― 70 ― 

なるなど、成長期の体への悪影響が非常に懸念さ

れます。これまでの間、教育現場において腰や

肩、また身体の痛みを訴えた児童はいなかったの

か、現状についてお伺いいたします。 

 ４点目、ランドセルの重さ問題は、教科書の重

量化、副教材の増加、タブレット端末の導入な

ど、様々な要因が重なって発生しております。子

どもたちの健康と心の負担を軽減するために、学

校、保護者、子どもたち、そして社会全体で協力

し、解決策を生み出していくことが重要と考えま

す。教育現場を預かる責任者として、課題解決の

重要性について教育長の見解をお伺いいたしま

す。 

 以上であります。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生議員の１項目め

の人口減少社会化でのまちづくりについての４点

の御質問にお答えしたいと思います。 

 まず、１点目の高齢者が安心して暮らし続けて

いくための施策についてでありますが、町では、

第９期介護保険事業計画の中で、地域包括ケアシ

ステムの基本理念を考慮し、「住み慣れた地域で

支え合い、自分らしく安心して暮らし続けられる

地域社会の実現」を計画の基本理念に掲げ、高齢

者施策及び介護保険事業を進めているところで

す。 

 町では、これまでも介護保険サービスでは補い

きれない生活上の支援として、在宅福祉サービス

の提供を行ってまいりましたが、高齢化率の上昇

や独居高齢者、高齢者のみの世帯の増加などか

ら、近年その需要はますます高くなっているとこ

ろであり、今後も安定的なサービスの提供を行っ

てまいります。 

 また、平成３０年度より生活支援体制整備事業

を実施し、高齢者のニーズや生活上の困りごとの

把握に努め、地域ぐるみで取り組む支援体制を整

備しており、生活支援コーディネーターによる利

用者とサポーターのマッチングにより、日常的な

生活の困り事への支援を行っており、今後も継続

して実施してまいります。 

 次に、２点目のオンデマンドバスなどの検討に

ついてでありますが、現在、地域公共交通の一つ

として高齢者や障がい者の方などを対象とした、

予約型乗合タクシー事業を行っているところであ

ります。今後、高齢化社会の振興による交通弱者

の増加、交通分野の労働不足などが予想されてい

るところであり、議員御質問のＡＩを活用した乗

合型オンデマンドバスなどの自動運転技術を活用

した新たなモビリティサービスにつきまして、現

在、具体的な検討はしておりませんが、一つの手

段として地域の移動手段確保のため、引き続き研

究を進めてまいりますので、御理解をお願いいた

します。 

 次に、３点目の地域コミュニティを守る施策に

ついてでありますが、地域コミュニティ機能低下

の主な要因は、人口減少が上げられますが、その

他に少子高齢化や生活スタイル、働き方の変化な

ど様々な要因が考えられます。 

 そのような状況から、今後において地域活動を

維持、発展させていくためには、地域住民が地域

の活動に参加しやすい環境の整備はもとより、住

民同士のつながりをつくり、広げていくことが重

要な要素と考えており、他住民会や近隣の町内会

との情報交換や交流などを行う活動も有効な手段

と考えています。 

 具体的な施策としては、現在進めている協働の

まちづくり推進事業による支援を継続的に行うと

ともに、それぞれの地域にあった活動を地域の

方々が主体的に取り組んでいただけるよう、制度

等の見直しも含め、積極的な制度の活用が図られ

るよう努めてまいりたいと考えております。 

 次に、４点目の住民と一体となったにぎわい創

出についてでありますが、町のにぎわいづくりに

寄与するイベントとしては、現在、ラベンダー

フェスタ、北の大文字、雪まつりといった式祭イ

ベントなど、町や実行委員会が中心となって開催

しているもののほか、町内企業、団体あるいは個

人事業者が行う小規模から中規模の飲食、物販、

音楽などのイベントが随時開催されています。ま

ちのにぎわいのさらなる創出のために、そうした

既存のイベントの規模を拡大や定着化、さらに

は、にぎわい創出につながる新たなイベント等に

ついて、企画・参入を活発化させるため、商工会

や、かみふらの産業賑わい協議会などと連携し、

イベント等開催に対し支援・推進したいと考えて

います。 

 次に、５点目の若者を積極的に受け入れるよう

な新たな定住・移住促進策についてであります

が、現在、国はこれまで進めてきた「地方創生１.

０基本構想」の成果や反省を踏まえ、次の１０年

を見据えた新たな「地方創生２.０基本構想」の策

定を進めております。公表されている構想案で

は、１０年後に目指す姿として、若者・女性にも

選ばれる地方をつくることが明記されており、地

方の魅力を高め、転入規模を増やす環境整備や多

様な選択・生き方が尊重される地域社会の変革に

より、若い世代の働きがい・働き易さの向上や、

女性のМ字カーブ、Ｌ字カーブの解消等が示され
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ています。 

 議員の御質問にもありましたが、若者の地方か

らの転出は、本町においても同様の課題を抱えて

おり、高校や大学卒業とともに、道内外問わず多

くの若者が転出している状況であります。 

 また、陸上自衛隊駐屯地や企業への就職・異動

などにより、毎年多くの方が転入しております

が、自然増減・社会増減を踏まえますと、町の人

口は減少の一途をたどっております。 

 町においても、若者が上富良野町に転入してい

ただけるよう、町内に定住し、町内企業に新卒で

就職される方を対象とした奨学金返還支援や東京

２３区などの関東都市圏から転入し、町内で企業

や登録事業者へ就職される方を対象とした支援金

制度によるＵＩＪターンの促進、商工業や農業に

おいて産業後継者の育成や確保を図るための、担

い手サポート奨励金や地域おこし協力隊の活用な

ど、直接、間接問わず、転入者増加に向けた取組

を進めております。 

 若者が上富良野町に残りたい、戻りたい、また

行きたいと思ってもらうことができる地域づくり

が重要であることから、引き続き、まちづくりの

様々な施策を着実に推進することで、町の魅力向

上を図るとともに、国や北海道の動向も踏まえ、

転入者増加に向けた施策について研究・検討を進

めてまいりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

○議長（中澤良隆君） 次に、教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ２番荒生議員の２項目

めの児童の健康と心の負担を軽減するための解決

策についての４点の御質問にお答えいたします。 

 まず、１点目及び３点目の当町における児童等

からの声についてお答えいたします。正確な実態

把握のための調査は行ってはおりませんが、各小

学校で認識している児童等からの声としては、低

学年の一部では熱中症対策で持参している水等が

重い、また、高学年では特定の教科がある際に重

いと感じることもあると伺っておりますが、肩や

腰などの痛みについては、現在のところお伺いし

ていないところであります。 

 次に、２点目の「ランドセル症候群」への当町

での認識及び対策についてお答えいたします。小

学生の通学時において、体に合わない大きさや重

さによる負担から起こる肩などへの痛み、また気

持ちの落ち込みなどの「ランドセル症候群」につ

いては全国的に課題となっており、約９割の子ど

もたちがランドセルを重いと感じているという調

査結果もあるなど、その有効な対策が望まれてい

ることは認識しております。 

 そのため、町内の小学校におきましても、児童

の体の負担軽減を図るため、家庭学習で使用する

最低限の教科書等のみの持ち帰り、また、それ以

外は学校へ置いておく置き勉を推奨し、またタブ

レット端末を持ち帰って家庭学習を行うことによ

り、持ち帰る教科書を減らす取組を実施するとと

もに、通学距離２キロ以上の対象児童に対しまし

ては、スクールバス乗車による通学を確保するな

どの対策を講じております。 

 次に、４点目のこれらランドセルと子どもたち

の健康に関する教育長としての見解についてお答

えいたします。子どもたちの体と心の健康を守る

ことは、教育研場を預かる者として重要な責務で

あり、あらゆる方策をもって対処していくべきも

のと認識しております。このランドセルの問題に

つきましても、教科書そのものによる要因など、

教育委員会単独では解決が難しいこともあります

が、子どもたちの体と心への負担が少しでも軽減

できるよう、これまでの取組の継続に加え、学校

現場においても、保護者等と常に情報を共有して

いただき、より効果的な対応策について検討して

まいりますので、御理解を賜りたいと存じます。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） まず、今回一般質問を作

成しました際に用いた数値は、最新のものという

ことで記載させていただきましたが、今月頭、厚

生労働省より、昨年１年間に生まれた日本人の子

どもの数は６８万６,０００人余りと、前年より４

万１,０００人余り減少し、統計を取り始めて以

降、初めて７０万人を下回ったことが調査結果で

分かっております。また、１人の女性が産む子ど

もの数の指標となる、合計特殊出生率は、昨年は

１.１５まで下がっております。これは、国立社会

保障人口問題研究所が、おととし公表した将来予

測では、日本人の出生数が６８万人台になるの

は、当初２０３９年と推計しており、想定より１

５年早く少子化が進んでおります現状がありま

す。また、当町では２０１６年２月に策定した

「上富良野町人口ビジョン」において、将来の人

口の推移に関しましては、２０２８年度に人口予

測値を９,５４０人と設定をしておりまして、やは

り現在４月時点の当町の人口が９,５６３人という

ことは、これも当町においても約３年間前倒しし

ているのが現状でございます。 

 まず、こういった数値を受け止め、町長はどの

ように認識されるのかお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生議員の御質問に
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お答えしたいと思います。 

 人口減少の現状ということで、当町においての

現状はおっしゃるとおり、２０２８年当初予想し

ていたものより３年早く来てしまった、日本全体

がそうであったということで、なかなか少子化を

解決するというのは、非常に難しいことなのかも

しれませんが、将来を考えると由々しき事であろ

うと思っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） おっしゃるとおり、今

後、例えば２０４０年に、その推計値が示されて

いますが、このままこのような推移で加速度を上

げると、もう本当に近々に何か対策を講じなけれ

ば、そのスピードを抑えることができないと感じ

ます。 

 その上で、質問の具体的中身に入りますが、ま

ず申し上げたとおり、お年寄りの方が安心して暮

らし続けた中で若者が流入してくるというのが、

本来理想的な姿であります。また、御答弁を読ま

せていただきますと、平成３０年度より生活支援

体制整備事業を実施し、高齢者のニーズや生活上

の困り事の把握に努め、地域ぐるみで取り組む支

援体制を整備しており、生活支援コーディネー

ターによる利用者等のサポーターのマッチングに

より、日常的な生活の困り事への支援を行ってお

りということで、現在、いかに生活支援コーディ

ネーターの重要性があるということを御答弁され

ております。これまでの間の生活支援コーディ

ネーターの成果、また、今後の方向性について、

町長はどのように認識されていますでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 今までの成果、このコーディネーター、地域ぐ

るみで取り組む支援体制のコーディネーターの役

割というのは非常に重要でありますし、重要であ

るということは今後も変わらないと思うのです

が、いわゆるこれは協働の部分だと思っておりま

す、町と行政と住民会の地域の方の、協働とはい

え、地域の方の人材ということも非常に、結局そ

こが、人材が枯渇しないようなことが重要です

が、高齢者福祉のサービスも含めて、この地域に

おける見守りと支援体制も含めて、人材の確保と

いうのは町がやるべきものもありますし、地域で

盛り上げていくこともいろいろあると思います

が、協働のまちづくりをするにしても、結局、地

域の人材というのが重要なのかなと考えておりま

す。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） 既存の、要は、施策の展

開の中で、今回、町長が重要であるということ

は、十分この生活支援コーディネーターに関して

は伺わせていただきましたが、そのほか取り組も

うとしている新たな施策というのは、今回ないと

いうことでよろしかったでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 新たにというのは、高齢者のということです

ね。高齢者の新たにというのは、具体的には今

年、令和７年度始まって、その事業が新規も含め

て始まったばかりですので、来年度に向けてどう

するかというのはいろいろ計画もございますし、

現状もありますので、その中で、日々といいます

か、年々、毎年毎年、それは予算編成の段階まで

には、しっかり方針を固めて、次年度、さらに次

年度と繋げて、継続して事業を行えるようにして

まいりたいと思っております。 

 以上であります。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） 今後も、年度、年度で新

たな施策も含め、高齢者の方々の支援は継続して

行っていただけるということで確認させていただ

きました。 

 続きまして、（２）の再質問に入らせていただ

きます。安心して暮らし続けていくための移動手

段の確保ということで、質問をさせていただいて

おりますが、御答弁では、「現在、具体的な検討

はしていないが、引き続き研究を進めてまいりま

す。」とありますが、受け止めとして、これは実

現に向かうための具体的な研究はしていないとい

うことなのか、それとも、取り組むという意思が

この文書に表れているのか、やるのかやらないの

かということで、この件を確認させていただきま

す。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 調査・研究というのは、今現在、乗合タクシー

事業を実施しておりまして、答弁させてもらった

とおり、将来ドライバー不足等が予想される中、

次、ドライバーが不足したらすぐやめるのか、そ

ういうわけにはいきませんので、これらＡＩを活

用したオンデマンドのバスなんかを特定して、調

査・研究しているわけではありませんが、もし、

今の乗合タクシーが労働者、ドライバー不足で、

もしそういうふうになった場合のことは、想定し
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て我々は動かなければならない、調査・研究しな

ければならないと、そういうふうに考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） やはり高齢者の移動手段

確保というのは、自立した生活を送るための重要

な課題であると考えます。この先、免許返納後も

安心して暮らせるよう、現行の予約型乗合タク

シーだけでなく、町長がおっしゃるとおり、様々

な角度から、どのようなものが当町に適している

のか、また、町民の方により快適に安心して、誰

もが利用できるような移動手段の検討を、ぜひ今

後も続けていただき、また、不測の事態に備え、

すぐにレスポンスが取れるように施策を展開いた

だければと思います。 次に、（３）にまいりま

す。現在、言うまでもなく、この人口減少に伴

い、地域コミュニティは崩壊しつつあると認識し

ております。過日、同僚議員もそのコミュニティ

の維持について、町長にどのような取組をという

ことで質問をさせていただいておりますが、この

件、非常にやはり重要でありまして、できれば、

他住民会との連携などを行うに際しても、やは

り、知らんぷりではなく、行政の積極的な介入、

手伝いなくしては、この問題は前に進まないと考

えます。その件、見解をお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 地域コミュニティの将来、非常に少子高齢化の

影響もあると思います。人口減少で、非常に将来

的に、このままいけば非常に、今、維持されてお

りますが、このままいくには、ちょっと不安が残

るというのが共通した認識だと思っております。

地域コミュニティを維持するには、人口減少に

伴って、隣の町内会や住民会と一緒にとか、合併

なりをしても、いわゆる密度が薄いままでです

と、なかなか面積が広まった中ではうまくいかな

いという面もあると思います。 

 ただ、成り手がいなければ、そういうのも視野

に入れますが、それで根本的に解決するのかとい

えば、面積が広がって、密度は、やはり密度が近

くないと、なかなかコミュニティなのでうまくい

かないのかなと思っておりますし、それは決して

農村部だけではなくて、町の中でも起きているこ

とだと思っております。特に、旧市街地や旧住宅

街は、やはり高齢化が相当進んでおりますので、

私が住んでいる地域でも、相当高齢化の、地域コ

ミュニティの担い手が不足しているという状況で

あります。 

 それなので、隣の住民会と一緒になればいいの

か、単純にやはりそうにいかないというなかなか

問題があって、これをどう解決していくのかとい

うのは、もちろん地域の皆さんの人材を育ててい

く、確保していくということも一つ重要なことで

すし、行政が、いろいろ防災ですとか、高齢者の

介護なども含めて、行政が地域コミュニティに頼

る部分は相当ありますので、地域コミュニティを

維持するために行政がどういうふうに関わってい

くべきなのかということも、皆さんと一緒に考え

ていかなければ、常日頃、今から考えていかなけ

ればならないことだと認識しております。 

○議長（中澤良隆君） お昼をまたぐと思います

が、このまま質疑を継続いたしたいと思います。 

 ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） 地域コミュニティ維持存

続に関して、町長自身もこの問題に関しては重要

であるということで、認識を共有させていただき

ました。 

 続きまして、（４）に入りますが、活気がなく

なるとということで、もっと住民と一体となった

お祭り事ということで、質問させていただきまし

た。町長御答弁でもありましたが、これまでのお

祭り、ここ１０年間振り返っても、名称が一部変

わったとかということで、祭りそのものの形態が

変わったということはありましたが、新しい何か

ということにおいては、大きなイベントではな

く、例えば昨年、童謡フェスティバル、そういっ

たものがあったり、小さな音楽イベントとはポツ

ポツと出ては消えということは認識しておりま

す。コロナ禍も挟みましたが、新たに、例えばこ

の人口を減少化の中、いきいきとした町が維持で

きるように、新たな祭り事というのは検討された

ことはございますか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 答弁にも書かせていただきましたが、町で担っ

ている大きなイベントは、現状、ライトアップで

すとか、北の大文字等々、町で担っている部分

と、あと、民間の団体が主催してやっている、こ

れは小さなミニイベントと言っていいのかもしれ

ませんけれども、これが結構好評を博しておりま

して、クラフトビールのお祭りですとか、豚肉、

それから神社祭なんかも入れても、郷土の伝統な

んかも含めていいと思いますし、そういうのが増

えていってくれれば、町のにぎわい、そこをボト

ムアップと言いますか、底上げしてくれるのでは
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ないかなと思っておりますし、町としても、今ま

での式祭イベントのほかにも何か、雪まつりも含

めて、春がないのではないかとか、いろいろな声

がありまして、検討はしておりますが、今、検討

というか実現には至っておりませんが、常にそう

いう目線は感じておりますし、民間のイベントが

もっと増えてくれれば、もっとにぎわうなと、そ

ういう思いもあります。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） ぜひ、新しいにぎわいづ

くりの創出ということで、先ほど、ちらっとクラ

フトビールの話をされていましたが、もっと大き

なビールメーカーとも当町、長きにわたり良好な

関係を構築しております。そのような中で、春や

秋ということで、秋口で言うと、収穫祭や、例え

ばドイツのオクトーバーフェストまで、飛躍的な

ことは申し上げられませんが、本当に企画、また

つくり上げていくいくということは非常に大切だ

と思いますので、ぜひ積極的に、にぎわいづくり

協議会の皆さんもはじめ、町の方々の独自の発想

で新たなにぎわいづくりを創出いただければと思

います。 

 続きまして、５点目に入ります。この間、国の

今後の１０年間で、このようなことを目標にとい

うことで、改めて、要は、うちの町の定住移住促

進策の新たな角度での策定が必要であるというこ

とで、質問をさせていただきました。 

 １点確認ですが、当町、平成３１年度から令和

６年度まで、現在、役目を終えた、第２次上富良

野町定住移住促進計画、本来は令和７年ですの

で、今年度が更新時期ではあるとは思いますが、

今現在、一生懸命、鋭意裏でつくられているのか

どうか分かりませんが、総合計画の後期とかと合

わせたり、また、人口ビジョンとか、相対的にそ

の先を見越した中で、つくらないというわけでは

ないのか、やはり、それか、もしくはもう２次

で、定住移住の施策は完結したというふうに受け

止めたらいいのか、そこを確認させていただきま

す。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 次の計画、定住移住については、現在、令和７

年度中、今年度中に策定いたしますので、決して

甘んじて終わったということではなく、今後も引

き続き、移住・定住については推進してまいりた

いと考えております。 

 以上。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） ちょっと私も所管外です

ので、この間、例えば計画設定が遅れていると

か、現状の説明があったかというのは、ちょっと

定かではありませんが、今の言葉ですと、しっか

りと、第３次、令和７年度から実施する計画は、

現在、鋭意策定中であるという認識でよろしかっ

たでしょうか、再度確認いたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 ２次の次、３次、策定中でございます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） 策定いただけるというこ

とで、ぜひ数値目標、いわゆるＫＰＩ、「Ｋｅｙ 

Ｐｅｒｆｏｍａｎｃｅ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ」に

なりますけれども、現状に即した数字というの

を、しっかりと示した中で、また、今、国の「地

方創生２.０」では、若者の流出の数値化とかとい

うこともうたわれております。当町においても、

そういったＫＰＩ、年度ごとでも結構です、お示

しいただければ、現場でも、より目標に到達する

指針として、重要な役割を示すと考えますが、そ

の辺の見解をお伺いします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生議員の御質問に

お答えしたいと思います。そのような数値目標、

設定は、しっかりと現状を踏まえながらさせてい

ただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） 総じて、やはり、人口減

少化でのまちづくりについてということで、様々

な角度から、５点の質問をさせていただきまし

た。 

 やはり、定住・移住促進策は非常に肝であり、

また、第３次計画も現在、策定中ということで、

完成を期待しておりますが、その中でも、何か他

町と変わった特色のある、町独自の施策展開とい

うことを期待したいのですが、その定住・移住促

進策に盛り込むものでもないかと思いますが、例

えば、今、町の普通財産であります旭町の旧教員

住宅、今、入居者１名いるというのは確認してい

ますけれども、この方はどうにかなるということ

を考えれば、今、うちの町の定住・移住促進計画

の中で、うたわれております、いわゆる、その

ターゲットというのは現役世代とだけしかうたっ

ていなく、この解釈は取りようですけれども、一

般的には１５歳から６４歳までが現役と言われて
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いますけれども、私の先輩たち、「何を言ってい

るんだ、俺だって現役だ。」と言われると、その

範囲というのは、まだ伸びるのかなということで

思いますが、やはり、こういった定住・移住促進

策策定においては、例えば、もうちょっとファ

ジーな数字、また、くくりではなく、例えば３０

歳から４５歳ぐらいをターゲットにとかというよ

うな、ターゲットの明確化も非常に重要であると

考えます。 

 旧教員住宅のお話は一例として挙げましたが、

普通財産である町有地を宅地分譲地に整備して、

例えば、若い方々に移住をいただくような、積極

的な町のアピールなんかも必要なのかなというこ

とで、その土地代は、後に固定資産税で回収でき

るのであれば、ただでもいいと思います。それ

は、ちょっと飛躍的かもしれませんが、そのよう

な他町には類を見ない、大胆な施策展開が必要と

考えますが、町長の見解をお伺いさせていただき

たいと思います。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） ２番荒生議員の御質問に

お答えしたいと思います。 

 他町と、ちょっと一線を画したような、オリジ

ナリティのあるような施策、何がそうなのか、い

きなり定住というのは、なかなかハードルが高い

ですので、知ってもらう、いわゆる交流人口、

知ってもらう、旅行で来てもらったり、ふるさと

納税の返礼品でも構わないのですが、そういう

きっかけづくりを、この土地を生かしたきっかけ

づくりから入っていきたいなと思っておりまし

て、一度来てもらえれば、魅力を分かっていただ

けるかなと。あとは、職の問題、職業、起業も含

めてですが、あと就職先なんかも含めて、これ

は、大きな問題だと思っておりますし、職業が

あっても、きっかけがなければ、どちらが先か、

それはさておいて、両方とも大切なのかなと思っ

ております。 

 それと、移住・定住、いきなり首都圏から来て

もらうというのみならず、この定住してもらうと

いうことは、やはり職場の異動で、たまたま駐屯

地等、あと教員の方、異動・転勤ありまして、そ

れでたまたま上富良野の勤務になった方に、ぜ

ひ、ここで住宅、住んでもらいたいという、そう

いう思いもありますので、現役世代がターゲット

と書いてありますが、そういう方も含めて、ぜひ

上富良野に定住できるように施策、魅力づくりと

いいますか、きっかけづくりも含めて、進めてい

きたいなと考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） 今、市街地を見渡すと、

一軒家が、ぽつぽつぽつと建ってはいますが、現

状、庭なんかのスペースも確保できないような、

確かに金額的には２,３００万円台ということで、

魅力的ではありますが、また一方で、フルファー

ニッシュドと言われる、家具とかすべて備えてい

るということで、即入居には適していますが、長

くうちの町に住んでいただくためには、やはりあ

る程度の、要は、敷地を有した中で、長期住み続

けていただくということにおいて、先ほど提案で

もありますけれども、宅地分譲なんかというのも

提案させていただきましたが、ぜひ、今後におき

ましても、魅力あるまちづくりに即するよう、町

長の積極的な施策展開を期待し、次の質問に移ら

せていただきます。 

 教育長、私も小学生２人抱えている親として、

今回の切実な子どもの声を反映し、また、うちの

家庭以外にも、子を持つ保護者から、「やはり

ちょっとランドセル重くない？」という声をその

まま出していただきましたが、この問題自体は、

もう２０１８年、いわゆる７年前から言われてい

ることで、７年たった今も全く解決しません。 

 うちの子どもに関しては、なかなか細かいこと

は言いませんが、今、現在持ち帰っているタブ

レット端末は、重さが約１.５キログラム、１.４

６キログラムあります。また、勉強道具、今、御

答弁でも「置き勉」ということでありましたが、

「置き勉」をもってしても、うちの子どものラン

ドセルは、一昨日時点で５.２キログラムでした。

１年生、２年生、３年生、低学年の平均体重から

見ますと、やはり１０％、また１５％以内でとい

うような、その範囲も超えてしまっています。 

 また、コロナ禍というのもあり、衛生上の問

題、また、昨今の高温のこの気象条件に伴って、

どうしても夏、熱中症対策で水筒を持って通学し

ています。その水筒も、重いステンレス製のもの

であれば、６００ｃｃの麦茶を入れると、やはり

１キログラム超えてしますのですよね。そうなる

と、もうあっという間に５キログラム、６キログ

ラム、７キログラム、これはやはり身体的に、非

常に子どもたちに、今は、うちの子どもたち、非

常に優秀で、家の子ではないですよ、町の子ども

です、我慢強い子たちが多いので、重いとか苦し

い、辛い、そういった声はなかなか上げにくいで

すし、上げるような子どもは、うちの町は優秀な

子どもばかりなので、いないと思います。だから

こそ積極的に、保護者、我々も含めて、教育現場

の皆さんが現状というのをしっかりと見た中で、
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教育長も、やはり子どもたちの健康を守ることは

非常に重要であるということで申されていますの

で、やはり解決策、どのように見出せますか、お

伺いします。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ２番荒生議員の御質問

にお答えいたします。 

 私も、議員からの一般質問を受けまして、改め

て現場の子どもたちのランドセル及び教科書を入

れて、どれぐらいの持ち帰りをしているのかを、

うちの職員とともに、すみません、実測させてい

ただきました。本当に議員の皆さま、今、社教セ

ンターに教科書展示を、ここ２週間展示していま

すので、ぜひ今の現場の教科書、私も町民の皆さ

まに見てもらっていただこうということで、今、

企画させていただいています。 

 議員から御質問いただいたとおり、ランドセル

で大体１キログラム前後の重さ、それにプラス、

教科書で大体二、三キログラム、そしてなおか

つ、タブレットを持ち帰るときには、私どもでい

うと１.４４キログラムなのです。それがあり、置

き勉をしたとしても、では、実際にタブレットを

持ち帰ったら、タブレットの中に何が入っている

かというと、実は教科書が全部入っているわけで

はございません。やはり、そこには先生のほうで

作られた宿題とか、学習の振り返りができるよう

なシステムも入っている学年もあれば、そうでも

ない学年もあることから、保護者にすると、「こ

のタブレットは一体何のために持ち帰っているの

だろうね。」という声もあるというのも、私もお

伺いしております。 

 この辺については、今回のこのタブレットの持

ち帰りも含め、きちんと週末に持ち帰ったら、週

末に何をこのタブレットを使って、きちんと子ど

もたちに学習をさせるのかも含め、あと、持ち帰

りによっては、国語、算数、ときには社会、これ

は持ち帰ってほしいけれども、あとは全部置いて

いってくださいというようなものも、今は各学校

によって、実は強制ではございません。私も答弁

に書いたように推奨ということで、なるべく重た

いものを持ち帰らないように、先生方の配慮に

よって推奨を進めてくださいとお願いをしていま

すことから、やはりこの時期、これから暑くなり

ます。本当に子どもたち、２キロメートル以上の

子はスクールバスがありますけれども、上富良野

小学校校区の子は、ほとんどが通っておりますの

で、この暑い盛りにあの重たいものを背負って帰

るときに、やはり、ほかの県でも起きましたとお

り、登下校中に子どもが倒れるというようなこと

がないよう、ここは十分、各学校を通じて、子ど

もたちの体の負担にならないように、また心の負

担にもならないようにして、保護者の御心配にも

きちんと対応できるような形での情報共有をさせ

ていただき、教育委員会としても推奨していきた

いと考えております。 

 ただ、決して強制ということでは、できないこ

ともありますので、そこは保護者の皆様にも十分

御理解をいただきながら、進めていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） なかなか、教育委員会と

しての見解、一歩先を行くようなことは非常に難

しいのは理解しますが、例えば、上富良野小学校

に限って言えば、昨年の年末ぐらいから、一旦お

試し期間ということで、タブレットの持ち帰りを

推奨し、今年の４月から、要は、いわゆる筆記用

具と同じ、毎日持ち帰るような位置づけに変わり

ましたことから、さきに申し上げた、要は１.５キ

ログラムの端末を意味なく持ち帰っているという

ような現状が今あります。学年が上がるにつれ

て、児童たちの自主学習というのが、宿題以外に

も課せられていく中で、タブレットには教育長が

おっしゃるとおり、何も教科書的な要素が入って

いないのです。それなので、おのずと置き勉を推

奨している学校ですが、要は自主学習のために持

ち帰らなくてもいい教材を自宅に持ち帰り、タブ

レットはただ充電をするために家に持ち帰り、教

科書とノートで一生懸命、自主学習をしていま

す。そういった現状も踏まえて、やはりおかしい

と思いませんか。もう一度確認します。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ２番荒生議員の御質問

にお答えします。 

 昨年度より、本当にタブレット、今年、実は更

新をするので、今年更新するタブレットは若干軽

くなると聞いておりますけれども、ただ、タブ

レットをやはり家庭でも使っていただくために、

国からも指導がありまして、うちの町でも何とか

各学校を通じて、タブレットを持ち帰って、家庭

で子どもがそのタブレットを使った学習をどのよ

うにしているのかを保護者の方にも御理解いただ

きたく、実は持ち帰りを推奨したところでござい

ますが、実際、その保護者の方からは、持ち帰っ

てきているけれども、それで学んでいるところ

は、なかなか確認することができていないという

実態も聞いておりますが、それは全てではなく

て、きちんとそれを振り返り学習として使ってい
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る学校、学年もありますので、それについては、

きちんと学校を通じて、持ち帰っているときに

は、その持ち帰って今日は何をするのか、また、

今週末何をするのか、あと長期休養期間中で何を

すべきか、その辺はきちんと明確にし、タブレッ

トの利用については、効率化ではなくて向上、シ

ステム向上を図るように努めていくよう情報共有

してまいりたいと考えております。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） 現在、小学校５年生から

中学生は、デジタル教科書ということで、今、英

語の教材から徐々にですけれども、これはあくま

でも教科書レベルでいうと、１％にも満ちませ

ん。この後、国は積極的に国語、また算数、段階

的にデジタル化を図るというけれども、こんなの

を待っていたら５年も１０年も、まだまだ時間が

かかると思います。 

 一方で、先ほど教育長おっしゃられた、今の教

科書がどれくらいのものかということで、ぜひ皆

さん御覧ください。さきに申し上げたとおり、

ページ数も厚くなり、紙質もよくなり、どんど

ん、どんどん重くなって、大きくなって、この教

科書自体は、多分この１年や２年で、決して消え

るものではないと思います。 

 それなので、現場でできること、また、教育長

として、また、保護者の方々、また、教育に携わ

る関係者の方々と、ぜひ、もう一度この問題に積

極的に介入いただき、どうしたらより子どもたち

に負担をかけず、また、先ほどスクールバスは２

キロメートル以上ということで、一生懸命歩いて

いる子たち、上富良野小学校学区は、歩けば１８

分とかざらです。おっしゃるとおり、全国で問題

になっているのは、この前傾姿勢で、つまずいて

転んで、５針縫ったとかという、細かな事象はた

くさんあります。上富良野には、どのような現状

があるかというのは認識しておりませんが、将

来、そういったことも非常に懸念されます。子ど

もたちの安全、また、心と体のケア、大事という

ことでおっしゃっていますので、もう一度こう

いった内容を総じて受け止めた中で、どのような

見解を持つか確認し、質問を終わらせていただき

ます。 

○議長（中澤良隆君） 教育長、答弁。 

○教育長（鈴木真弓君） ２番荒生議員の子ども

たちの教科書等における負担等につきましての御

質問にお答えします。 

 本当に皆さん、多分、教科書を最近御覧になっ

ていない方は、びっくりすると思います。カラー

化し、大きさもＡ４版化し、そして、中は本当に

フルセットカラーですので、その分、文字も大き

くなり、私が受けていた頃の教科書から見たら、

かなり本当に見やすく、分かりやすく作っている

ことから、そのページ数は約倍近くになっている

とに認識しております。その重さを背負って帰る

ということは、実は、本当にＡ４の５００枚の紙

でいくと２キログラムなのですが、それを二締

め、毎日持って帰っていると、そして学年が上が

ると、大きくなると、５キログラム、６キログラ

ムと持って帰ると、これ自分も背負ってみまし

て、いや、本当にその重さは私も痛切しました。

これは、大人だから持てる、子どもだから持てな

いということではなくて、やはり人が、毎日の学

びに対して持っていく重量というのは、これはき

ちんと確認していかなければならないと思ってい

ますので、我が町においても、実際、小学校へ

通っている子どもたちが、本当に、４５０名ぐら

いいますので、その子どもたちに対して、きちん

と健康管理も含めて、どのような形で毎日の通学

を保障をしていくか、それについては、校長会等

とも連携し、その辺の今後の対応については十分

検討し、保護者へも御理解いただくように、その

辺については、十分情報を連携していきたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 以上を持ちまして、２番

荒生博一君の一般質問を終了いたします。 

 ここで昼食休憩といたしたいと思います。 

 再開は１３時３０分といたしたいと思います。 

─────────────── 

午後 ０時２４分 休憩 

午後 １時３０分 再開 

─────────────── 

○議長（中澤良隆君） それでは、昼食休憩に引

き続き、会議を再開いたします。 

 次に、１２番小林啓太君の発言を許します。 

○１２番（小林啓太君） 私は、さきに通告して

いた１項目、５点に関して、町長に対して質問い

たします。 

 カムローズ市との友好都市提携に関して。カナ

ダのカムローズ市と友好都市の盟約を結んでか

ら、今年で４０年を迎えます。かつては、旅行団

を結成して訪問するなど、民間同士の交流が活発

に行われておりましたが、近年では、交流活動は

縮小されてまいりました。 

 そのような中、さきに行われた令和７年度の予

算成立に当たり開催された予算特別委員会におい

て、それまでの間に、盟約について今後の方向性

などが議会に明確に示されていないなどの理由に
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より、町長等のカナダへの渡航費が修正されまし

た。 

 そこで、今年９月に盟約締結から４０周年を迎

えるに当たり、以下５点に関して町長の考えをお

伺いいたします。 

 １点目、カムローズ市やカムローズの市民団体

側との現時点での協議の進捗に関してお伺いいた

します。 

 ２点目、上富良野町の関係者たちとの協議の進

捗に関してお伺いいたします。 

 ３点目、盟約を延長するか終了するか、現時点

の町長の考えに関してお伺いいたします。 

 ４点目、延長か終了かを決定する際、それを議

会と確認する手法に関してお伺いいたします。 

 ５点目、延長か終了かを決定した際、それをカ

ムローズ市側と確認する手法に関してお伺いいた

します。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １２番小林議員のカム

ローズ市との友好都市提携についての５点の御質

問にお答えいたします。 

 まず、１点目のカムローズ市やカムローズの市

民団体側との協議の進捗についてでありますが、

先日、カムローズ日本友の会元副会長が来庁した

際に、カムローズ市側の交流活動の主体であった

市民団体の現状を確認するとともに、市民団体と

市役所との関わり方について確認させていただき

ました。また、本町の実態も合わせて情報提供を

行ったところです。 

 カムローズ日本友の会については、既に解散し

ており、活動を再開するような状況にないこと、

市役所にも、日本と交流することを担当する部署

がないことが確認されました。カムローズ日本友

の会元副会長も、現在は市役所と交渉するような

立場にないことから、本町から直接カムローズ市

役所に確認するようアドバイスを受け、メールに

て市長宛てに今後の友好都市継続の可否について

問い合わせているところであり、現在のところ、

返信はない状況です。 

 次に、２点目の町の関係者たちとの協議の進捗

についてでありますが、これまで、国内外交流活

動として、カムローズ市民交流事業の運営に御協

力いただいた上富良野町国内外交流協会は、既に

平成２５年に解散していることから、現在、協議

すべき団体は存在していませんが、これまで同協

会の運営・交流に携わっていただいた役員の方に

は、先日、情報交換の場に同席していただき、双

方の現状についての御確認をいただいたところで

あります。 

 次に、３点目の盟約についての考えであります

が、現在、カムローズ市の行政と市議会の意向確

認を進めているところでありますので、その回答

を受けて、今後の交流の在り方を十分検討した上

で、方向性を定めるために、盟約延長の可否につ

いて意思決定を行いたいと考えております。 

 次に、４点目の決定する際、それを議会と確認

する方法についてでありますが、盟約開始に当

たっては議会の議決をいただいていますが、盟約

終了の決定は、議決事項ではありませんので、ど

のように議会にお諮りするかということなど、決

定の方法や進め方については、今後、都度、協議

させていただきながら確認したいと考えておりま

す。 

 次に、５点目の方向性を決定した際のカムロー

ズ市側と確認する方法についてでありますが、盟

約延長、終了のどちらの決定をした場合において

も、その内容を明文化した書簡を送り、双方で確

認する予定であります。その間、協議等について

は、電子メールなどにより双方で確認しながら進

めてまいりますので、御理解を賜りたいと存じま

す。 

○議長（中澤良隆君） 再質問ございますか。 

 １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） それでは、まず１点目

の質問に関して、再質問させていただきます。 

 先日、カムローズ日本友の会の元副会長が来庁

した際に、様々な情報交換を行ったというお話が

ありましたが、その元副会長とのお話を受けて、

今後のお付き合いに関して、町長がどのようなお

感じになったのかお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １２番小林議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 元副会長の来日に合わせて、いろいろ確認等を

させていただきまして、我々の希望というのはご

ざいまして、新型コロナウイルス感染症で事業等

が、カムローズから英語の先生を招聘したり、訪

問団が行ったり、受けたりする事業は、なかなか

向こうの友の会がないと、市役所は直接いたしま

せんので、市民団体がするということを市として

手助けするという形ですので、向こうにおいて、

そういう会がないと、なかなかこちらの希望だけ

ではかなわないのかなと、現状では、かなり困難

な状況であると認識しております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） ただいまお話にあっ
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た、元副会長からアドバイスを受けて、現在、カ

ムローズ市側にメールを送り、その返答を待って

いるというお話でしたが、この相手の返信はいつ

まで待つお考えなのかお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １２番小林議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 相手市役所とのコンタクト、市長とのコンタク

トなのですが、それは、すぐ元副会長が上富良野

町を立った後、すぐコンタクトを取り始めて、コ

ンタクトは取れております。やり取りはしている

のですが、結論については、明言をまだもらって

いない、どうするのかというのをまだもらってい

ないという状況で、最後に、１か月以上は、まだ

１か月なのか、もう１か月なのか、向こうの感

触、返事が来ないので、その後、催促のメールも

一度、二度しているのですが、なかなかその結論

の部分に関して、向こうで、ひょっとしたら、市

長も議会のほうと協議すると言っていましたの

で、向こうのほうでも話をもんでいるのかもしれ

ません。どういう状況かも、その連絡もちょっ

と、現況の状況もまだない状況です。 

 いつ頃までに決定するかということですが、９

月５日は、先例によって、新しく盟約を結び直す

かどうかという、あくまでも先例ですが、９月５

日までにはとは思っておりますが、実際はもう

ちょっと早く、もう１か月経過しておりますの

で、７月中には、こちらの考えを、どうしよう

か、なかなか難しいようですのでこうしましょ

う、ああしましょうというのは、結論を向こうに

確認したいと、７月中には確認していきたいな

と。それに対して、相手がまた返信するかどうか

という問題もありますが、市役所のメール以外に

も、たまたま今の市長は、人間関係で言うと、私

の当時カナダに行ったときのお友達と知り合いで

近いので、そっちのルートでも、いろいろどうな

のですかということを確認している最中ですの

で、なるべくといいますか、早いうちに、向こう

の返事を受けて、こちらも決断してまいりたいと

考えております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） ただいまの進捗の御報

告から推測するところですが、カナダのカムロー

ズ市のほうでは、どのようなことが懸案事項とし

て、今、要は議論の俎上に上がっているのか等

は、ちょっとこちらでは、まだ図り得ないという

理解でよろしいでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １２番小林議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 詳細は、承知しておりませんが、ただ、市長

が、議会に相談する前に、なかなか地元にそうい

う交流の友の会ですとか、交流団体がないと難し

いなという、その段階では、あくまでも市長の所

感ではありましたけれども、市長としてはそうい

う感覚を持っているのかなと感じております。 

○議長（中澤良隆君） １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） これまでの御答弁で、

今、返信がない状態で、今後遅くとも７月中に

は、何らかの返答をいただくように動くべきでは

ないかと町長の話もありましたが、現時点で、町

長がこの先方との意思疎通であるとか、確認のこ

のスケジュール感に関しては、当初３月の時点で

描いていたのと比較したときに、どのような評価

をされているかお伺いしたいと思います。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １２番小林議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 意思疎通といいますか、意思疎通は私の思って

いたとおり、今、色々メールとかありますので、

すぐできると思っていましたし、できました。た

だ、向こうの意思決定、最終決定のプロセスが、

やはり当初もっと早く、イエス、ノー、ノーにし

てもイエスにしても、もっと反応が早いのかなと

思いましたけれども、もう１か月超が過ぎてい

て、なかなかどういうことが問題なのかというこ

とは、詳細を伺い知ることはできませんけれど

も、当初、私が思っていたより、向こう側で時間

を要しているなという印象はあります。 

○議長（中澤良隆君） １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） それでは、引き続き２

点目の質問に関する再質問に移らせていただきた

いと思います。 

 現在、上富良野町国内外交流協会は、既に解散

しているということもあり、先日行われた会議に

は、これまで携わられた役員の方に御参加いただ

いたのみにとどまっているという御答弁でした

が、現時点で、上富良野の民間の方の中で、今

後、関係を継続していけるような体制を築くこと

であったり、人材を確保することは可能であるの

か、それとも難しいのか、町長の所感をお伺いい

たします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １２番小林議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 我々、日本側の友好委員会なり、その民間の団

体の必要性、いろいろ、民間での交流もあります
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ので、もちろんあってしかるべきといいますか、

あったほうがいいのですが、やる事業に関して

は、行政の違いといいますか、向こうの市役所は

市が直接やることはないのですけれども、こちら

の日本は町が直接やること、やれることがござい

ます。例えば、英語の先生を招聘したり、生徒も

訪問団を組んで向こうに行ったりすること、行政

が直接やることができますので、友好委員会は

あって、裾野が広がっていくことはすごく歓迎す

るべきことですけれども、これがマストか、必須

かどうかというと、それがなくても、日本側はあ

る程度できることはできると考えておりますが、

向こう側は、やはりそれがないと、直接行政が手

を出すことはないので、そこが問題なのかなと、

課題かなと思っております。 

○議長（中澤良隆君） １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） ただいまの御答弁と、

あと、先ほど１点目の質問で御答弁いただいた内

容を勘案すると、先ほどは、町長はこちらの希望

等も、元副会長さんにお伝えしたというお話があ

りましたが、町長としては、可能であるならば関

係を継続していきたい、また、そうお考えの民間

の方がいらっしゃるという、そういった御認識な

のかをお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １２番小林議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 可能であれば、私としては、昔のように交流は

進めていきたいと思っております。繰り返しにな

りますが、日本側としては、友好委員会は必須で

はありませんが、向こうは、そういう民間の団体

を支援するという立場から、それの実際に動いて

くれる団体は必須だと市長が言っておりましたの

で、それを担ってくれる方が、以前はミチコ・ラ

スムセン女史が担っておりましたが、その後継と

いうと、なかなかそれは難しい問題がある、言葉

の問題もありますので、難しいのかなと感じてお

ります。 

○議長（中澤良隆君） １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） ただいまの御答弁で

は、町長のお気持ちは確認できた部分があるのか

なと思います。それなので、３点目の質問に関す

る御答弁でもあったのかなと思います。 

 今後、カムローズと関係を仮に継続していくこ

とになった場合、これまでと全く同じ交流の仕方

のみでするのか、それとも、もしくは、今後もう

少し、先ほど裾野が広がっていけばというお話が

ありましたが、経済交流なども踏まえて、新たな

関係性を構築していくことなどを町長は可能であ

れば希望しているのか、期待しているのか、その

辺りに関して長長の所感をお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １２番小林議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 盟約を延長するのであれば、私の希望として

は、昔のような、昔やっていたことは少なくとも

できると考えております。さらに裾野を広げて、

交流に発展していけば、もちろん、それはそれで

すばらしいことなのですけれども、それは民間団

体の方、向こうの民間団体も含めて、どうなるか

というのは、まだそこまでは、相手にこちらのリ

クエストといいますか、こうしてほしいという希

望はそこまでは入っておりませんが、少なくとも

副会長が来たときは、昔のような、英語の先生の

招聘ですとか、訪問団の行き来は希望しますと伝

えております。 

○議長（中澤良隆君） １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） カナダのカムローズ市

側に、主体的に動いてくれる民間団体が現時点で

はいらっしゃらないという、現実的な問題はあり

ますが、今の町長の御答弁を聞いていると、もし

こちら側のそのような町長の考えであったり、立

場等をお伝えすることによって、もしかしたらカ

ナダのカムローズ市側でも、もし斉藤町長が前向

きであればというようなことも、議会において

も、もしかしたら検討材料になるのではないかな

という印象を受けましたが、あくまで町長は、先

方がどのような決定をくだすかを待ってから、こ

の友好都市提携に関して、話を今後煮詰めていく

というお考えなのかお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １２番小林議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 あくまでも、キャスティングといいますか、最

終的な可否を握っているのは向こうの出方、イエ

ス、ノーどちらかだと思っています。こちらは、

やりたいと希望は伝えております。 

○議長（中澤良隆君） １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） ここまでの御答弁で、

大分話が整理されてきたのかなと考えておりま

す。 

 ４番目の質問に関する再質問に移らせていただ

きます。 

 議会等の確認、今後の確認方法においてです

が、今後、何か特別な予算を仮に組まないとして

も、この定例会ごとに行われている全員協議会等

で進捗やそれまでに決定した事項等を御報告いた

だけると考えてよろしいでしょうか、お伺いいた
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します。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １２番小林議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 この議会ごと、定例会と言ったら、次９月にな

りますが、定例会以外でも臨時会等があれば、都

度、その最新情報については皆さんと協議してま

いりたいと、情報提供をして、その上で協議して

まいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） もう１点確認なのです

けれども、盟約の終了に関しては、議決事項では

ないという御答弁がありましたが、今後、特に、

では予算に関わること等がなければ、議場で特に

諮られることはないという認識でよろしかったで

しょうか、お伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １２番小林議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 盟約の締結、あと廃止、これについては議決事

項ではございませんが、当時４０年前は、あえて

盟約の締結を議決されているわけです。それなの

で、もし延長できれば、それはそれで特にアク

ションはないのですけれども、仮に終了する場合

は、当時始まりが議決ですので、終わりをどうす

るのかというのは、法律に定められた議決事項で

はありませんが、どうするのかというのは、皆さ

んと協議していかなければならないと考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） その点も今後、議会と

都度、情報交換をしながら協議を進めていってい

ただけるということを確認させていただきまし

た。 

 もう最後５点目の質問に関してになるのです

が、今回、私はこの質問をさせていただこうと

思った背景には、やはり３月の予算特別委員会の

ときに、カムローズ市との関係に関して非常に議

論が紛糾した背景がございます。当時、私はその

町長のカムローズに行く旅費に関しては、賛成し

た立場ではありましたが、もちろん反対された

方々のそれまでの間の協議や説明等が十分になさ

れていなかったのではないかという部分に関して

は同意していた部分がございます。 

 ただ、私の気持ちとしては、相手もあることで

すので、最後、終了するにしても締結するにして

も、やはりそこはしっかり直接会って、けじめを

つけるべきかなということで賛成させていただき

ました。ただその後、再議に至った際には、町長

として今回、そこの修正の提案理由の中であった

ような、向こうに行ってから方針を決定するの

か、それとも事前に決定するのかというところ

で、事前に決定してから向こうに赴くという、そ

この誤解があったことが、町長の再議に付した理

由の一つとしてあったのかなと考えております。 

 それなので、私としては、９月５日のこの４０

周年に合わせて行くのであれば、本来、この６月

の定例会の場や、この前に行われる全員協議会の

場などで、既に方針が決定されているものなのか

なと考えていた部分もあり、それで、急遽６月、

特にそれまでの説明ではなかったので、この質問

に立たせていただいた背景がございます。 

 そういう中で、先ほど町長も向こうとのコンタ

クトは取れているが、向こうの意思決定が思って

いるよりも、やはり時間がかかっていると評価を

されておりましたが、今後、いつまでにこの最終

決定をして、もし終了するのであれば、書簡のや

り取り等を行うお考えなのか、この最終決定に関

して町長のお考えをお伺いさせていただきます。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １２番小林議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 最終決定は、９月５日、それは絶対ではありま

せんけれども、それを目標としてやっていかなけ

ればならないのかなと。それは４０周年の区切り

ですので、契約の可否、延長、終了問わず、４０

周年ということで、当初予算に計上させてもらい

ましたが、結果は、縮々と受け入れなければなら

ないと思っております。その結果、書簡のやり取

りになると思いますが、それもめどは９月５日と

いうことが念頭にございます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） では、その書簡のやり

とりも９月５日をめどにということであれば、そ

れより以前に、議会のほうと協議されると理解さ

せていただいてよろしいでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 町長、答弁。 

○町長（斉藤 繁君） １２番小林議員の御質問

にお答えしたいと思います。 

 小林議員のおっしゃるとおり、９月までには、

最終的に９月でしたら、その前にしっかりと考え

る時間等も、どうするのか、議決するのかしない

のかも含めて、これが重要なことになるかと、終

わり方になるのかなと思っております。 

○議長（中澤良隆君） 以上をもちまして、１２
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番小林啓太君の一般質問を終了いたします。 

 これにて、町の一般行政についての質問を終了

いたします。 

 ここで、暫時休憩といたします、３分間。 

─────────────── 

午後 １時５６分 休憩 

午後 １時５８分 再開 

─────────────── 

○議長（中澤良隆君） 会議を再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第３ 議案第１号 

○議長（中澤良隆君） 日程第３ 議案第１号令

和７年度上富良野町一般会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（上村正人君） ただいま上程いただ

きました議案第１号令和７年度上富良野町一般会

計補正予算（第１号）につきまして、提案の要旨

を御説明申し上げます。 

 １点目は、令和６年度の各会計の決算確定に伴

う一般会計繰越金及び各特別会計繰入金の補正で

あります。 

 一般会計繰越金においては、２億１,５６８万

８,０００円の繰越額となったことから、当初予算

の繰越金計上額８,０００万円を差し引いた１億

３,５６８万８,０００円を増額補正するものであ

り、このうち、３月補正以降の寄附採納分４,０７

５万８,０００円が含まれているところでございま

す。 

 また、国民健康保険特別会計など四つの特別会

計において、翌年度への繰越手続をすることに伴

い、一般会計で負担すべき費用の精算余剰分につ

いて、一般会計へ繰り入れるため、各特別会計繰

入金総額で３,４０３万３,０００円の補正を合わ

せて行うものでございます。 

 続きまして２点目は、北海道市町村備荒資金組

合車両資機材譲渡事業の償還利率の変更に伴い、

５件の債務負担行為の限度額を増額する変更を行

うものでございます。 

 続きまして３点目は、全国高校生朗読甲子園実

施に係る事業費の補正を行うものであります。 

 ４点目は、令和６年度に実施した定額減税調整

給付金に不足が生じた方へ追加給付を行うため、

事業費を補正するものであり、これは国の物価高

騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、実

施するものでございます。 

 ５点目は、国の地域介護・福祉空間整備等施設

整備交付金を活用し、認知症高齢者グループホー

ムにおける非常口のスロープ及びエアコンの設置

を行うため、事業費の補正を行うものでございま

す。 

 ６点目は、クリーンセンターの中間処理施設の

設備において、経年劣化等による損耗による故

障、また、今後破損する恐れがある箇所につい

て、施設の安全かつ安定的な運営を図るため、所

要の修繕を行うものでございます。 

 ７点目は、農業後継者対策事業に係る対象者の

増加に伴い、所要の補正を行うものでございま

す。 

 ８点目は、収益向上作物生産振興事業の対象者

及び事業費確定に伴う所要の補正を行うものでご

ざいます。 

 ９点目は、北海道の農地利用効率化等支援交付

金を活用し、実施する事業費の補正を行うもので

ございます。 

 １０点目は、住宅改修費助成について、既に申

請が、おおむね当初予算額に達しているところで

あり、さらに申請を予定している方がいらっしゃ

ることから、今回、所要の補正をお願いするもの

でございます。 

 １１点目は、歩道上のマンホールに衝突して、

除雪装置を破損した歩道用除雪車の修繕について

所要の補正をお願いするものでございます。財源

につきましては、損害保険金で賄う予定となって

ございます。 

 以上、申し上げた内容を主な要素とし、また、

他の既決予算についても、一部事業内容の変更等

に伴う補正を行い、財源調整を図った上で、今後

の緊急的な財政需要に備えるため、余剰する財源

につきましては、予備費に留保することで補正予

算を調整したところでございます。 

 それでは以下、議案の説明につきましては、議

決項目の部分についてのみ説明をし、予算の事項

別明細書につきましては、省略をさせていただき

ますので、御了承願います。 

 議案第１号を御覧ください。 

 議案第１号令和７年度上富良野町一般会計補正

予算（第１号）。 

 令和７年度上富良野町の一般会計の補正予算

（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ２億１,９３７万２,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を、歳入歳出それぞれ８９億１,１３

７万２,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び

当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算
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の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によ

る。 

 債務負担行為の補正。 

 第２条、債務負担行為の変更は、「第２表 債

務負担行為補正」による。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額

のみ申し上げます。 

 「第１表 歳入歳出予算補正」 

 １、歳入。 

 １５款国庫支出金４,１９７万７,０００円。 

 １６款道支出金２５７万７,０００円。 

 １８款寄付金２０７万円。 

 １９款繰入金３,４０３万３,０００円。 

 ２０款繰越金１億３,５６８万８,０００円。 

 ２１款諸収入３０２万７,０００円。 

 歳入合計２億１,９３７万２,０００円。 

 ２ページを御覧ください。 

 ２、歳出。 

 ２款総務費８,１００万３,０００円。 

 ３款民生費４９０万３,０００円。 

 ４款衛生費１,１８３万４,０００円。 

 ６款農林業費４２５万２,０００円。 

 ８款土木費９１９万９,０００円。 

 ９款教育費１２３万２,０００円。 

 １１款給与費ゼロ円。 

 １２款予備費１億６９４万９,０００円。 

 歳出合計２億１,９３７万２,０００円。 

 ３ページを御覧ください。 

 第２表 債務負担行為補正。 

 （１）変更につきましては、先ほど御説明申し

上げました５事業について、記載のとおり、債務

負担行為の限度額を変更するものとなってござい

ます。 

 以上で、議案第１号令和７年度上富良野町一般

会計補正予算（第１号）の説明といたします。 

 御審議いただき、議決くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由

の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

 ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） １９ページの５節地域活

性化で、全国高校生の朗読甲子園という形になっ

ておりますが、聞きましたら、これは第１回とい

う表現になっておりますが、続くのかなという話

でありましたが、続かないような答弁もありまし

た。 

 確かに、泥流地帯の、地域の郷土史を伝えると

いう形の表現になっているのかと思いますが、そ

こら辺は今後、三浦文学、これに追随するような

もので、こういう子どもたちの文学意欲を高める

というような方向に続けるというのも想定に入っ

ているのか、ちょっとここをお聞きしたいなと

思っているところです。 

 あと、この中で、ふるさと納税の問題でありま

すが、委託料になっております。この内訳はどう

なっているのかというのと、この町長の行政報告

の中にも、中間業者が寄付額を誤って低い金額で

掲載したという状況の話で、これに対するお詫び

をしているという形になっております。 

 この点について、こういった誤りをしないとい

うことが基本になるかと思いますが、業者であっ

たとしても、ここら辺はしっかりと点検、今後ど

のようにこういった誤りが発生しないようにする

のか、ここら辺はきちんと対応されているのかな

と思いますが、この点をお伺いしておきたいと思

います。 

 もう１点、２７ページの収益向上作物です。こ

れは、大変いい内容で喜ばれております。ただ、

ここで限度額が当然決められております。最近、

物価も上がって、資材等もいろいろな物が上がる

という形の中で、国の補助も使えるような部分も

あるという形の中で、相互の補助金を生かしなが

ら、こういった物に設備投資ができるだとか、そ

ういう話だったかと思いますが、この限度額は、

現状では特に高くもなく、安くもなく、平均的な

価格設定という形で理解してよろしいでしょう

か。 

○議長（中澤良隆君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（宮下正美君） ４番米澤議

員からありました部分の、前段３点の部分につき

まして、こちらから回答をさせていただきます。 

 まず、第１点目の朗読甲子園の関係でございま

す。今回、新たな事業ということで、第１回全国

高校生朗読甲子園ということで、開催を予定させ

ていただいているところでございます。第１回目

と銘を打っておりますので、次年度以降の第２

回、第３回はどうなのだという部分の御質問でご

ざいますが、これにつきまして、先日、委員会あ

るいは全員協議会のときにもお答えをさせていた

だきましたが、初めての取組ということでござい

ますので、うちの希望としましては、これからも

続けていきたいという思いはありますが、まずは

今回、第１回目の様子を見て、次の部分につなげ

ていきたいと思っておりますし、その中で継続す
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る中では、今回は泥流地帯の小説という部分もあ

りますが、これに、いわゆる三浦文学という部分

の関連する市町村との連携事業に発展するような

形も将来的にはあるのかなと思っているところで

ございます。 

 次、２点目のふるさと納税に関します今回の委

託費の内訳というところでございますが、こちら

につきましては、いわゆるふるさと納税の返礼品

に係る費用の部分の費用ということで、委託費と

いうことで計上をさせていただいております。 

 それと、あと３点目の部分、予算とは直接関係

ございませんけれども、今回、行政報告の中であ

りました、いわゆる今年度分のふるさと納税寄附

の中での、いわゆる寄附募集額の誤りがあったと

いう部分で、昨日の行政報告の中で町長のほうか

ら報告させていただきました。 

 本来こういうことは、町の信頼を失うことであ

りまして、あってはならないという部分でござい

ますが、今回、その価格設定の中で誤りが起きて

しまったと、うちの町としても初めてこういう事

象が起きたというところでございます。 

 こちらの部分につきましては、うちだけの問題

ではなくて、返礼品を出していただく事業者、あ

と、いわゆる中間事業者の間の中のいわゆる確認

ミスが一つの要因なのかなと判断しておりまし

て、先日、中間事業者のほうともお会いしまし

て、どういう原因で起きたのか等々も話をして、

これからこのようなことが起きないように改め

て、その再発防止策につきましても、うちと事業

者のほうで、今、調整を進めているというところ

でございます。 

 改めまして、このようなことになったことに対

しまして、管理をする部署の責任者としては大変

申し訳なく思ってございますし、今後は、二度と

このようなことが起きないように、改めてチェッ

ク体制を構築をして当たっていきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 農業振興課長、答弁。 

○農業振興課長（山内智晴君） ４番米澤議員の

収益向上作物の関係についての御質問についてお

答えいたします。 

 まず、今回、一般質問でもございましたが、収

益向上作物の取組としては、国や都道府県で、ま

ず見てもらえない農業の、例えばハウスの新設で

したり、細かい作業機械の特殊なものであった

り、そういう部分を、足りない部分を町で補助す

るという形で助成を行っております。 

 先ほど言われた、国とのその後やるというの

は、一回建てた後に補強をする雪害対策や風害対

策をするということであれば、その可能性はある

と考えております。 

 上限額につきましては、今、２分の１の上限額

で１５０万円を上限額に設けております。確か

に、ハウスを建てると、大きさにもよりますけれ

ども、通常、この範囲で建てられる３００万円ぐ

らいのハウスであれば、ちょっと通常より短めに

なるかなと思います。今、資材が高騰しています

ので、大体１００メートルぐらいのハウスを建て

ると、昔は３００万円だったのですけれども、今

は５００万円ぐらいするというのが現状であると

いうことで、今後も資材の動向とか、そういうの

を見ながら、物によっての助成額というのも検討

していかなければならないのかなと考えておりま

す。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） そのほか。 

 ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） １９ページ、今、同僚議

員が質問されました地域活性化推進費の報償費４

３万円、全国高校生朗読甲子園運営謝礼で、

ちょっとお伺いしますが、今の説明員の説明は、

先日の全員協議会のときもそうだったのですけれ

ども、映画とは直接関係ない、リンクしていない

ということの中で、泥流地帯映画化の会で、当初

予算措置をされておりますよね。先月でしたか、

報道のほうで映画化を進める会として、泥流地帯

の作品というもの、また、町を知るきっかけにと

いうことで記事が出ておりました。 

 映画と関係ないのであれば、単純に朗読甲子園

という地域活性化を上げて、やってはいいのでは

ないかなと思うのですけれども、なぜ映画を進め

る会を受け皿にしているのか、ちょっと分からな

いという点を教えていただきたいのと、あと、開

催日が８月２３日ということであります。全国か

ら高校生を集うということであって、８月２３日

が、生徒の皆さんが参加しやすい時期なのかどう

か、ちょっと私には分からないので、その点を教

えていただきたいのと、あと、実行委員会を組織

されるということで、その実行委員会は、全員協

議会の資料においては、規約と口座を持たない

と、何のための実行委員会なのかが、ちょっと私

は分からない。代表も何も決めない。何だろう、

ただ運営だけのためでしたら、主催が映画を進め

る会なので、映画を進める会がそのままやればい

いのではないかなと思います。 

 また、口座を持たないのであれば、その公金の

扱いがどうなるのか、報償費ですから、町が直接
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お支払いする形ですから、振り込まないのかなと

いうのもあるのですけれども、そういう公金の管

理はどうなるのかなと思ってございます。 

 それと、もう一点、今年度、北海道市町村振興

協会の補助ということを当てにしていたというこ

とですけれども、振興協会のホームページを見ま

すと、４月早々に募集が始まっております。町経

由で申請をされる形なのですけれども、もうその

時点で分かっていたのなら、５月１日の臨時会の

ときに、なぜ上げなかったのかなと。なぜ上げな

いのかなという部分については、ホームページで

第１回全国高校生泥流地帯朗読甲子園開催要項を

オープンしておりました、５月２日付けで。もう

８月２３、２４日でやりますよということなの

で、予算も決まっていないものを先に募集したこ

とが、ちょっと私は分からないので、説明をいた

だきたいなと思います。 

 それとあと、予算要求の説明の中でありまし

た、食料費として１１万円、レセプションという

ことでございます、ケータリング費用としてと、

こちら１１万円ということは、募集が５０人です

から、５０人の２,２００円ですか、１人当たりの

経費、そういう積算をされているのか、ちょっと

確認をさせていただきたいのと、最後、私、こう

いう質問をしますけれども、朗読甲子園というの

は、私はやったほうがいいと思っております。こ

れは何年か前、去年もそうだったのですけれど

も、去年のＮＨＫ杯の関係もありましたが、ここ

にいらっしゃる皆さん、御存じかと思いますけれ

ど、町内でＮＰＯ法人野山人、環境ボランティア

団体の佐川代表が、一生懸命映画に取り組んでい

たときに、上富良野の高校生にこういう朗読をと

いうことで、ボランティアで本当に手弁当でやっ

ておりました。そういうことが大きく、また次の

ステップになっていったのだなと思いましたの

で、すごく私は大賛成です。大賛成なのですけれ

ども、やる手法がどうも曖昧に感じますので、今

の質問をさせていただくのと、あと、２回目以降

どうするかということで、今、同僚議員が質問い

たしました。これもちょっと、すごく不明瞭だけ

ど、でも関係市町村と将来的には連携したい、強

い意思を持って１０回もやりたいとか、そういう

意思がないのかちょっとすごく私は不安でありま

す。財政が厳しいといって、突然こういう予算要

求を上げてくる中で、先のことまで分からないよ

うな、そのような事業採択というのはあるのかな

と思いますので、その点について御答弁をお願い

したいと思います。 

○議長（中澤良隆君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（宮下正美君） ６番林議員

からありました朗読甲子園に関する質問につきま

して、お答えをさせていただきます。 

 まず、最初に日程の設定の部分でございます。

今回の部分につきましては、８月２３日から２４

日というところで設定させていただいたところで

ございますが、こちらにつきましては、この朗読

甲子園開催に当たりまして、審査員として予定を

しております方の日程も考慮しまして、ちょうど

この前後で道内に来られて事業を行うという部分

がございましたので、それに合わせた中で、この

２３日、２４日という日程を今回、設定させてい

ただいたところでございます。 

 続きまして、公金の管理という部分の、お金の

管理という部分で、実行委員会では口座を持たな

いという部分でございますが、この部分につきま

しては、町の直接経費という中で行いたいと思っ

ておりますので、町からの支出になるという形で

ございます。 

 それと、日程的な関係で、なぜ５月１日の臨時

会ではなくて、今回の６月定例会になったのかと

いうところの部分でございますが、こちらにつき

ましては、私のほうの判断で、この６月の通常の

補正の中に乗せるような形になったというところ

でございますので、内部的には私のほうと、いわ

ゆる財政当局のほうの意思疎通が、私のほうで判

断が、もしかすると誤っていたのかなと認識して

いるところでございます。 

 食料費の内訳というところでございますが、申

し訳ありません、私の、今、手元にあるのが、い

わゆる会場ケータリング費ということと、交流レ

セプションの相当数で１１万円というところでご

ざいますが、こちらにつきましては、参加者の規

模にもよりますが、おおむね最大マックス、子ど

もたちの参加者を５０名程度ということで想定し

まして、いろいろなところから集まった参加者、

高校生の皆さんに、是非、地元の食材を使った、

単純に言うと焼肉のようなものをやって歓迎した

いという部分で、応分の費用ということで１１万

円程度というふうに見込んでいるところでござい

ます。 

 もし、抜けている部分がありましたら、指摘を

していただければと思います。 

○議長（中澤良隆君） 暫時休憩といたします。 

─────────────── 

午後 ２時２４分 休憩 

午後 ２時２５分 再開 

─────────────── 
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○議長（中澤良隆君） 暫時休憩を解いて、会議

を再開いたします。 

 企画商工観光課長。 

○企画商工観光課長（宮下正美君）  すみませ

ん、答弁漏れということでございますので、追加

で説明させていただきます。 

 最初の、日程の設定の、いわゆる高校生にとっ

て、この日が参加しやすいかどうかの部分の判断

でございますが、日程の設定につきましては、先

ほど言ったとおりですけれども、当日が、週休日

に当たりますので、その中では参加をしていただ

けるものということで判断して、日程を設定させ

ていただいたところでございます。 

 それと、今後の取組の中で、強い意思が見えな

いという部分の御質問をいただいたところでござ

います。こちらも繰り返しになりますが、まず、

１回目をやった中で、どのように高校生たちに受

け入れられるのか等も含めた中で、今後の展開を

いろいろな部分で諮っていきたいという部分で、

今回、始めさせていただきたいということで御提

案をさせていただいておりますので、御理解いた

だきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 分かるような、分からな

いような、私自身が理解できないということであ

りますけれども、実行委員会をまず組織するとい

うことですよね、これは間違いないのかなと思う

のですけれども、開催募集要項、既に出ているも

のには、実行委員会という名称は使っておりませ

んので、これもまた変わってくるのかなと思いま

すけれども。実行委員会を、全員協議会のときで

も、運営を実行委員会で担っていただく、そうす

ると、その実行委員会の会長なり、委員長なり、

役職なり、そういうものを決めない理由がちょっ

と私分からないのですけれども、それと、あと補

正の関係もそうですけれども、課長の判断、一課

長の判断で上げるとか上げないとかというのは、

組織上どうなのかなとちょっと考える部分があり

ます。 

 あと、審査員の日程に合わせて、８月２３日と

いうことでございます。ゲスト審査員の日程に合

わせたということでありますので、できれば、一

番、生徒さんが、全国から集めるのですよね、全

国から集めるのでしたら、移動とかそういうのも

考えて、設定されて、ゲスト審査員の方とも、ま

た日程調整してはよかったのではないかなと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 あと、審査員の謝礼については３万円というこ

とでありますけど、ゲスト審査員の方も３万円

で、あと、高校の先生が審査員になると全員協議

会で説明ございました。高校の先生の３万円もそ

うですが、高校の先生方の旅費はどうなるのかな

というのが、ちょっと私、承知していないので説

明いただきたいのと、審査員の方の３万円の積算

根拠は何かちょっと分からないので、そちらもお

願いしたいのと、それと最後、先ほども言ったよ

うに、朗読甲子園、本当にいいと私は思っており

ます。だから、もっとしっかり位置づけをして、

町がもっと主体的になっていけばいいのではない

かなと思っております。映画を進める会にリンク

していないのに、映画を進める会で主催にしたり

とか、そういうことをしないで、地域活性化のた

めにやればいいのではないかなと思ってございま

すので、その点について答弁をお願いいたしま

す。 

○議長（中澤良隆君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（宮下正美君） ６番林議員

からありました朗読甲子園に関する質問でござい

ますが、まず、すみません、先ほどの補正に乗せ

た判断が一課長のという部分でございますが、一

課長の判断というか、５月の時点で、私のほうか

ら財政のほうにきちんと伝えていなかったという

部分で、私の判断の誤りというところでございま

すので、今回の補正に当たりまして、うちのほう

と財政当局のほうと調整をした中で、補正として

上げさせていただいているということになってご

ざいます。 

 それとあと、ゲスト審査員ではない審査員の

方、３万円の報酬の方の部分の、高校の先生方

等々を予定をしておりますが、その方の旅費はと

いうことでございますが、基本は、この３万円の

中にその部分も含めてということで、今、予定を

しているところでございます。 

 あと、この３万円の根拠でございますが、こち

らにつきましては、今、言いました旅費相当分

と、あとほかの部分等々を考慮しながら、３万円

が妥当なのかなというところで設定をさせていた

だいております。 

 あと、今回の組立て方が少し甘いのではないか

という部分でございますが、こちらにつきまして

は、補正予算前に、実際には委員会のときにお示

しをさせていただきました、いわゆる周知用の部

分につきまして、既に外に発したものもございま

したので、それと中と合わせる中で、今回、その

実行委員会形式という形で、実際には、今、進め

たいということでやっておりまして、ちょっとフ
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ライング気味に周知等が先にいってしまった中

で、そことちょっと整合性がずれているのかなと

思っております。この部分につきましては、私も

大変反省しているところでございます。 

 ただ、繰り返しになりますが、この事業につき

ましては、今後とも、いわゆる地域活性化の一つ

としてやっていきたいという思いにつきまして

は、変わりませんので、まず、今年の１回目を

やってみて、その中で、本当に今後以降の地域活

性化策の一つとしてやれるかどうかというものに

ついて判断をしていきたいと思ってございます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） 私が地域活性化と言った

ので、地域活性化になびいてしまったかもしれま

せんけれども、いずれにしても、行政が窓口を持

つのであれば、実行委員会を組織して運営すると

いうことであれば、規約をつくって運営に当たっ

てください。それが職務だと思います。 

 公金の扱いについては、先ほど課長のほうで、

報償費ですから、補助金ではありませんので、直

接払いになってきますので、それは理解する面は

ありますけれども、実行委員会という名を組織し

て、三つの上富良野町と映画を進める会と、三浦

綾子記念文学館が運営委員会になるのであれば、

それを執行するためには、実行委員長も必要で

しょうし、事務がどこでつかさどるのかも、はっ

きり明文にしておくことがいいと思いますし、表

彰式のときに、受賞された方に副賞をお渡しする

ときにも、実行委員会だけで、誰が渡すのだろ

う、実行委員長も決まってもいない、会則もな

い、規約もない、それなら、誰がなるとなります

ので、ぜひ、行政側の事務方としてやるのであれ

ば、規約を作成してほしいと思いますが、その点

についてはどうでしょうか。 

○議長（中澤良隆君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（宮下正美君） ６番林議員

からありました部分につきましては、資料のほう

はそのように書いておりますが、実行委員会とい

う体制をつくりますので、それを定めるべき規約

につきましては、きちんと定めた中で、この事業

は実施等をしていきたいと思っておりますので、

御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） 私もすみません、１９

ページの地域活性化事業、今の全国高校生朗読甲

子園のところでお伺いします。 

 同僚議員と同様に、大変いい事業だなと思って

おります。とても、上富良野町を知っていただく

上ではいいですし、文学的なものについても、子

どもたちも関心を持っていただけるということ

で、大変すばらしい事業だと思います。 

 一点、ちょっとお伺いしたいのが、大変残念な

がら、その補助金を申請したときに、残念なが

ら、そのレギュレーションが替わって、地域文化

の創造でしたか、あれが、今年度から外れてし

まったということなのですけれども、それを分

かったのがいつぐらいのタイミングで、そこから

先、例えば、違う補助金申請等々が間に合わな

かったのかということが一点と、次年度以降も是

非、継続的に続けていただきたいと考えますし、

同僚議員が質問したように、きちんとした組織立

ててやっていただきたいのですけれども、そう

いった文学的な補助金、国庫なのか、道補助なの

か別として、そういったものというのは、ほかに

は、これに合致するものというのは、何かもう既

に見つけられていたりするのですか。あと、是

非、高等学校文化連盟の対象事業のようになるよ

うな、そういった動きというのは、今、進められ

ているのかどうかをお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（宮下正美君） ５番金子議

員からありました、この朗読甲子園開催に係る、

いわゆる特定財源の部分でございますが、まず、

今年度から、これが、当初予定をしておりました

部分がなくなったというのがあったのは、今年の

分ですので、５月の中旬にうちのほうで判明をし

たというところでございます。 

 あと、他の部分というところでございますが、

実際には、この事業だけではなくて町全体では、

いわゆるほかの振興協会の補助金ですとか、やは

り、いきいきふるさと推進事業助成金ですとか、

いろいろほかの事業の特定財源をというのも実際

にはありますが、今年度予算の中で、それぞれの

特定財源については、それぞれいろいろな事業を

申請してございますので、そちらをやめてこちら

とは、なかなかなりませんので、今、そこら辺に

ついては調整をした中で、実際に今回、補正とし

ては一般財源というところで、今、補正を上げさ

せていただいておりますが、他の特定財源等々が

ないのかという部分については、今、内部では探

しているという形になっておりますが、まだ今の

時点で、これというのはまだ決まっていないとい

う形になりますので、最終的には、来年の決算の

中で、もしかすると、どこかの特定財源が当たっ
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て、この事業ができたという部分になるかもしれ

ないということでございますが、一応、一般財源

というところでございます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（宮下正美君）  すみませ

ん、あと追加できる、来年度以降、もし続けると

したらというところでございますが、こちらにつ

きまして、今年度、今、とりあえず特定財源がす

ぐ見つからなかったというところでございます

が、来年度以降につきましては、いわゆる、その

いきいきふるさと推進事業助成金ですとか、そう

いう他の補助金の事業もそれぞれありますので、

その中で、この事業をやるとすると、優先順位を

高くするのか、しないのか、これだけが最優先で

はございませんので、その中で、また、それ以外

の補助金がないのかどうかについては、改めて、

情報収集しながら、やるとすれば、そういう特定

財源を使えるような形で進めていきたいと思って

ございます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） もう１回、お願いしま

す。 ５番金子益三君。 

○５番（金子益三君） いや、分かりました。何

とかいいものが見つかるように、私も祈っており

ますし、ぜひ、継続していただけるような方向

で、来年も進めていただきたいと思うのです。 

 先ほど、高等学校文化連盟との関係というの

は、これは全く関係なくなってしまうのですか、

勝手に上富良野町がやるということになると理解

してよろしいですか。 

○議長（中澤良隆君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（宮下正美君） ５番金子議

員からありました、この事業と、いわゆる高等学

校文化連盟との事業の関係でございますが、この

事業自体の、こういうことを北海道の上富良野町

がやりますよという部分につきましては、全国の

高等学校文化連盟に対しまして、周知の案内をし

ているところでございますが、事業としては、い

わゆる高等学校文化連盟の事業でやるというとこ

ろまでは、今回は至っていないというところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） 関連でお伺いいたしま

す。 今回、募集要項を見ると、申込みの締切期

限が６月３０日、今日６月１９日ですから、２週

間を切った中で、現状、申込みの状況はどうなっ

ているのかお伺いいたします。 

 また、今回、いろいろ要項を見ていく中で、非

常に残念だなと思うのは、今回、第１回というこ

とで、いろいろな期待の意味を込めて実施するに

当たり、生徒さんへの最優秀賞が賞状であると

か、副賞はトロフィーなのかなと想像に値するの

ですけれども、あと図書カード５,０００円分、こ

れも残念だなというのと、優秀賞２名以内、今度

は図書カード２,０００円分、そして、入賞者は図

書カード１,０００円、全国から公募して、例え

ば、遠路、この大会に頑張って参加いただくとい

う生徒さんに対して、なんか、これでは非常に物

足りなさというか、私だったらですよ、「やっ

たー、５,０００円分。」と、ちょっと心の底から

喜べないなというような感じがしてなりません。

今回、要は、それぞれの賞に対しての図書カード

の、何を参酌してこの金額になったのかお伺いさ

せていただきます。 

 また、今でも間に合うのであれば、プラス、例

えば地元の特産品をお土産に持ち帰るとか、この

ぐらいでしたらできるのではないですか。そのよ

うな考えも、合わせてお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（宮下正美君） ２番荒生議

員からありました部分でございます。 

 まず、募集状況というところでございますが、

一応、応募の締切りは、今月末になっておりまし

て、現時点で正式に申込書が出されているのは、

道外の高校から１校が正式に来ているという部分

と、あと、問合せが来ている部分というところに

なっている状況にございます。 

 それなので、今後、あと半月余りでございます

ので、こちらとしましては、すみません、あと、

地元の上富良野高校とは、既に参加に向けた調整

も早いうちからしておりますので、それは別です

が、今月、これからなのですけれども、近隣、管

内の高校等につきましては、直接伺うか、あるい

は連絡を取って、そういう部分の参加者の募集に

ついて取組を進めたいということで、今、予定し

ているところでございます。 

 それと、あと副賞の部分が少な過ぎるのではな

いかというところでございますが、こちらにつき

ましても、一定程度、どの程度がいいのかという

のもいろいろありますが、今回につきましては、

あまり大きな費用を想定していない中で設定をさ

せていただいておりますので、この賞について

は、今年度につきましては、これを増やすという
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部分等はありませんけれども、ただ、事業、あと

参加者等々の中においては、先ほど、議員からあ

りました部分については、対応できるものについ

ては対応して、ぜひ、上富良野に来ていただいた

方々に、いい思い出を残せるような形で配慮して

いきたいと思っております。 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） 残念ながら、あと１１日

という期日が迫った中、道外で１校ということで

の御答弁ですね。もちろん、これから、上富良野

高校以外にも、近隣の市町村に積極的にアピール

した中で、当初思い描いていた、例えば、生徒５

０人というのには、ほど遠いのかなということで

印象を受けております。 

 この際、例えば、申込期限を７月末まで引っ張

るとか、そういった案は、現在お持ちなのかどう

か確認させていただきます。 

○議長（中澤良隆君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（宮下正美君） ２番荒生議

員からありました、期限の延長というところでご

ざいますが、こちらにつきまして、延長すること

によって、大きく何かが変わるというところはご

ざいませんので、いつの時点まで伸ばすかどうか

については、そのときの状況によってですけれど

も、延長ということも改めてできると、そのよう

に対応して、極力、参加者を増やすような努力を

していきたいと思ってございます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ２番荒生博一君。 

○２番（荒生博一君） 同僚議員も、先ほど申し

上げていましたけれども、やはり第一回、最初が

肝心です。また、東川町のように、写真甲子園と

銘を打って、やはり本来、別枠で、別立てで、

しっかりと年度当初から当初予算で７１万円とい

う支出の大小はありますが、１００万円でも、

皆、今の同僚議員からのリアクションを見ると、

賛成という意見が多いです。決して悪い事業では

ないと私も思いますので、ぜひ、２回目、３回

目、継続を願いますことと、今回、例えば本当に

参加校が、地元校、近隣町村を合わせて４校でし

たといっても、予定どおり催行するのでしょう

か、確認します。 

○議長（中澤良隆君） 企画商工観光課長、答

弁。 

○企画商工観光課長（宮下正美君） ２番荒生議

員からありました部分でございますが、基本的に

は、高校生の参加者が少なくても、この事業自体

は行いたいなと思っています。 

 ただ、その場合、子どもたちだけではあれです

ので、例えば大人の部ですとか、そういう部分

の、本当の大会とはちょっと違いますけれども、

この泥流地帯の朗読という部分、この部分を組み

合わせた中で、事業を行うことも想定をしている

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） そのほか質疑ございませ

んか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもっ

て、質疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第１号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 着席ください。 

 よって、議案第１号令和７年度上富良野町一般

会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決さ

れました。 

────────────────── 

◎日程第４ 議案第２号 

○議長（中澤良隆君） 日程第４ 議案第２号令

和７年度上富良野町国民健康保険特別会計補正予

算（第１号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（安川伸治君） ただいま上程い

ただきました議案第２号令和７年度上富良野町国

民健康保険特別会計補正予算（第１号）につきま

して、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、令和６年度決算に伴う繰越金につい

て、所要の補正をするものであります。 

 ２点目は、令和６年度決算に伴う一般会計繰出

金について、所要の補正をするものであります。 

 また、収支残額の７,４３１万５,０００円につ

きましては、今後の本会計の安定対応に備えるた

め、予備費に計上することで補正予算を調整した

ところであります。 

 以下、議案の朗読をもって説明に代えさせてい

ただきます。 

 なお、議決項目の部分についてのみ説明し、予

算の事項別明細書につきましては省略させていた

だきますので、御了承願います。 
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 議案第２号を御覧ください。 

 議案第２号令和７年度上富良野町国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）。 

 令和７年度上富良野町の国民健康保険特別会計

の補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ７,７２７万５,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１２億５,２５１万

５,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び

当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によ

る。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額

のみ申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ６款繰越金７,７２７万５,０００円。 

 歳入の合計は、７,７２７万５,０００円であり

ます。 

 ２、歳出。 

 ８款諸支出金２９６万円。 

 ９款予備費７,４３１万５,０００円。 

 歳出合計は、７,７２７万５,０００円でありま

す。 

 以上で、議案第２号令和７年度上富良野町国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）の説明とい

たします。 

 御審議いただきまして、御議決くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由

の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって

質疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 着席ください。 

 よって、議案第２号令和７年度上富良野町国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）は、原案の

とおり可決いたしました。 

────────────────── 

◎日程第５ 議案第３号 

○議長（中澤良隆君） 日程第５ 議案第３号令

和７年度上富良野町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（安川伸治君） ただいま上程い

ただきました議案第３号令和７年度上富良野町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につき

まして、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、令和６年度決算に伴う繰越金につい

て所要の補正をするものであります。 

 ２点目は、令和６年度決算に伴う広域連合納付

金の確定及び一般会計への繰出金の額について所

要の補正をするものであります。 

 以下、議案の朗読をもって説明に代えさせてい

ただきます。 

 なお、議決項目の部分についてのみ説明し、予

算の事項別明細書につきましては省略させていた

だきますので、御了承願います。 

 議案第３号を御覧ください。 

 議案第３号令和７年度上富良野町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）。 

 令和７年度上富良野町の後期高齢者医療特別会

計の補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。 

 歳入歳出の予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ１００万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ２億２３７万６,０００円

とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び

当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によ

る。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの名称と補正額

のみ申し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ４款繰越金１００万４,０００円。 

 歳入合計は、１００万４,０００円であります。 

 ２、歳出。 

 ２款広域連合納付金１６万５,０００円。 
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 ３款諸支出金８３万９,０００円。 

 歳出合計は、１００万４,０００円であります。 

 以上、議案第３号令和７年度上富良野町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第１号）の説明とい

たします。 

 御審議いただきまして、御議決くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由

の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって

質疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 着席ください。 

 よって、議案第３号令和７年度上富良野町後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、原案

のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第６ 議案第４号 

○議長（中澤良隆君） 日程第６ 議案第４号令

和７年度上富良野町介護保険特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（三好正浩君） ただいま上程い

ただきました議案第４号令和７年度上富良野町介

護保険特別会計補正予算（第１号）につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 １点目は、歳入につきまして、本特別会計の令

和６年度決算確定により繰越額が確定したことか

ら、既決予算１１億１,８５８万７,０００円に５,

３１２万２,０００円を追加し、総額を１１億７,

１７０万９,０００円とするものであります。 

 ２点目は、歳出におきまして、令和６年度一般

会計から繰り入れた介護給付費、地域支援事業費

及び職員給与費、事業費の精算により確定した９

２５万６,０００円を一般会計に繰り出すものであ

ります。 

 なお、収支の差額につきましては、今後の本特

別会計の安定対応に備えるため、予備費に４,３８

６万６,０００円を計上するものであります。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 なお、議案説明につきまして、議決項目のみ説

明し、予算の事項別明細書につきましては省略さ

せていただきますので、御了承願います。 

 議案第４号を御覧ください。 

 議案第４号令和７年度上富良野町介護保険特別

会計補正予算（第１号）。 

 令和７年度上富良野町の介護保険特別会計の補

正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ５,３１２万２,０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１１億７,１７０万

９,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び

当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によ

る。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの補正額のみ申

し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ８款繰越金５,３１２万２,０００円。 

 歳入合計５,３１２万２,０００円。 

 ２、歳出。 

 ６款諸支出金９２５万６,０００円。 

 ７款予備費４,３８６万６,０００円。 

 歳出合計５,３１２万２,０００円。 

 以上、議案第４号令和７年度上富良野町介護保

険特別会計補正予算（第１号）の御説明といたし

ます。 

 御審議いただき、御議決くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由

の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって

質疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方
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は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 着席ください。 

 よって、議案第４号令和７年度上富良野町介護

保険特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り可決されました。 

────────────────── 

◎日程第７ 議案第５号 

○議長（中澤良隆君） 日程第７ 議案第５号令

和７年度上富良野町ラベンダーハイツ事業特別会

計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 ラベンダーハイツ所長。 

○ラベンダーハイツ所長（武山義枝君） ただい

ま上程いただきました議案第５号令和７年度上富

良野町ラベンダーハイツ事業特別会計補正予算

（第１号）につきまして、提案の要旨を御説明申

し上げます。 

 １点目は、歳入につきまして、本特別会計の令

和６年度決算確定により繰越額が確定したことか

ら、既決予算４億８３２万５,０００円に繰越金

２,０９７万８,０００円及び寄附採納分３３万円

を追加し、総額を４億２,９６３万３,０００円と

するものであります。 

 ２点目は、歳出におきまして、令和６年度補正

により、一般会計から繰り入れた１億１,９６９万

１,０００円について、精算により確定した残金

２,０９７万９,０００円を一般会計に繰り出すも

のでございます。 

 ３点目は、寄附採納５件、３３万円がありまし

たので、一般会計より繰入れを行うとともに、介

護用備品購入を図るよう、所要の補正を行うもの

であります。 

 以下、議案を朗読し、説明といたします。 

 なお、議案説明につきまして、議決項目のみ説

明し、予算の事項別明細書につきましては省略さ

せていただきますので、御了承願います。 

 議案第５号令和７年度上富良野町ラベンダーハ

イツ事業特別会計補正予算（第１号）。 

 令和７年度上富良野町のラベンダーハイツ事業

特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ２,１３０万８,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４億２,９６３万

３,０００円とする。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び

当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によ

る。 

 １ページをお開きください。 

 第１表につきましては、款ごとの補正額のみ申

し上げます。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 １、歳入。 

 ５款繰入金３３万円。 

 ６款繰越金２,０９７万８,０００円。 

 歳入合計２,１３０万８,０００円。 

 ２、歳出。 

 ２款サービス事業費３３万円。 

 ５款操出金２,０９７万８,０００円。 

 歳出合計２,１３０万８,０００円。 

 以上、議案第５号令和７年度上富良野町ラベン

ダーハイツ事業特別会計補正予算（第１号）の御

説明といたします。 

 御審議いただき、御議決くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由

の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって

質疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第５号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 着席ください。 

 よって、議案第５号令和７年度上富良野町ラベ

ンダーハイツ事業特別会計補正予算（第１号）

は、原案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第８ 議案第６号 

○議長（中澤良隆君） 日程第８ 議案第６号令

和７年度上富良野町病院事業会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町立病院事務長。 

○町立病院事務長（長岡圭一君） ただいま上程

いただきました議案第６号令和７年度上富良野町
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病院事業会計補正予算（第２号）につきまして、

提案の要旨を御説明申し上げます。 

 補正の概要につきましては、寄付採納２件、１

３万円がありましたので、一般会計よりの出資金

を受けまして、建設改良費、医療機械購入に充て

るための同額の増額補正をお願いするものでござ

います。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第６号を御覧ください。 

 議案第６号令和７年度上富良野町病院事業会計

補正予算（第２号）。 

 総則。 

 第１条、令和７年度上富良野町の病院事業会計

の補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。 

 資本的収入及び支出。 

 第２条、予算第４条に定めた資本的収入及び支

出の予定額を次のとおり補正する。 

 補正予定額のみ申し上げます。 

 収入。 

 第１款資本的収入１３万円。 

 第１項出資資金１３万円。 

 支出。 

 第１款資本的支出１３万円。 

 第２項建設改良費１３万円。 

 次ページ以降につきましては、説明を省略させ

ていただきます。 

 以上、議案第６号令和７年度上富良野町病院事

業会計補正予算（第２号）の御説明とさせていた

だきます。 

 御審議いただきまして、御議決賜りますようよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由

の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって

質疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第６号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 着席ください。 

 よって、議案第６号令和７年度上富良野町病院

事業会計補正予算（第２号）は、原案のとおり可

決されました。 

────────────────── 

◎日程第９ 議案第７号 

○議長（中澤良隆君） 日程第９ 議案第７号財

産の取得について（高速カラープリンター）を議

題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（上村正人君） ただいま上程いただ

きました議案第７号財産の取得について、提案の

要旨を御説明申し上げます。 

 本件は、令和２年５月に導入整備しました高

速カラープリンターについて、対応枚数を超え、

使用頻度が高いことから、機器の消耗が著しい状

況にあります。また、機器管理の万全を期すた

め、保守用部品が製造終了を迎える前に更新を行

うものでございます。 

 今回の更新整備に当たりましては、北海道市町

村備荒資金組合の防災資機材譲渡事業を活用する

もので、北海道市町村備荒資金組合が本件の議決

をいただいた後、販売事業者との間で売買契約を

締結し、当該物件の納入後に北海道市町村備荒資

金組合から本町に譲渡されるものでございます。 

 また、譲渡代金の支払いにつきましては、取得

価格に北海道市町村備荒資金組合が定める利息を

つけまして、本年度から令和１１年度までの５か

年で支払いをするものであり、令和７年度一般会

計当初予算及び本定例会におきまして、関連予算

及び債務負担行為の議決をいただいたところでご

ざいます。 

 以下、議案の朗読をもちまして、説明とさせて

いただきます。 

 議案第７号財産の取得について。 

 高速カラープリンターを次により取得するた

め、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得ま

たは処分に関する条例第３条の規定により議会の

議決を求める。 

 記。 

 １、取得の目的。高速カラープリンター。 

 ２、取得の方法。北海道市町村備荒資金組合か

らの譲渡。 

 ３、取得金額。７５５万９,２００円。 

 ４、取得の相手方。札幌市中央区北４条西６丁

目、北海道自治会館内北海道市町村備荒資金組

合、組合長、棚野孝夫。 

 ５、納期。令和７年７月３１日。 
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 以上で、議案第７号財産の取得についての説明

といたします。 

 御審議いただき、議決くださいますようお願い

申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由

の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって

質疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第７号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 着席ください。 

 よって、議案第７号財産の取得について（高

速カラープリンター）は、原案のとおり可決され

ました。 

────────────────── 

◎日程第１０ 議案第８号 

○議長（中澤良隆君） 日程第１０ 議案第８号

財産の取得について（住民基本台帳ネットワーク

システム機器）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 町民生活課長。 

○町民生活課長（安川伸治君） ただいま上程い

ただきました議案第８号財産の取得につきまし

て、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 現在の住民基本台帳ネットワークシステム機器

につきましては、平成３１年度に更新し、稼働を

しておりますが、本年度、地方公共団体情報シス

テム機構が設定しております６年周期の標準交換

期間を迎えることから、今後も、住民基本台帳関

連業務を支障なく適正に運用できるよう機器の更

新をするものであります。 

 本件で取得する住民基本台帳ネットワークシス

テム機器は、上富良野町への譲渡を前提として、

４月１７日、北海道市町村備考資金組合と株式会

社コンピュータービジネスにおいて、１,０７２万

６,４３０円の売買契約に関する仮契約が締結され

ております。 

 この財産につきまして、北海道市町村備考資金

組合から上富良野町へ譲渡を受けるため、財産取

得の議決を求めるものであります。 

 なお、譲渡代金の支払いにつきましては、取得

価格に北海道市町村備考資金組合が定める利息を

つけまして、本年度から令和１１年度までの５年

間で支払いをするものであります。 

 また、本年３月の第１回定例町議会におきまし

て、債務負担行為の議決をいただいているところ

でございます。 

 以下、議案を朗読し、説明とさせていただきま

す。 

 議案第８号財産の取得について。 

 住民基本台帳ネットワークシステム機器を次に

より取得するため、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得または処分に関する条例第３条の規

定により、議会の議決を求める。 

 記。 

 １、取得の目的。住民基本台帳ネットワークシ

ステム機器。 

 ２、取得の方法。北海道市町村備考資金組合か

らの譲渡。 

 ３、取得金額。１,０７２万６,４３０円。 

 ４、取得の相手方。札幌市中央区北４条西６丁

目、北海道自治会館内北海道市町村備考資金組

合、組合長、棚野孝夫。 

 ５、納期。令和７年７月３１日。 

 以上で、議案第８号財産の取得についての説明

とさせていただきます。 

 御審議いただきまして、御議決賜りますようお

願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由

の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって

質疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第８号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 着席ください。 

 よって、議案第８号財産の取得について（住民

基本台帳ネットワークシステム機器）は、原案の

とおり可決されました。 
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────────────────── 

◎日程第１１ 議案第９号 

○議長（中澤良隆君） 日程第１１ 議案第９号

財産の取得について（上富良野町立小中学校ＧＩ

ＧＡスクール端末）を議題といたします。 

 提出者から、提案理由の説明を求めます。 

 教育振興課長。 

○教育振興課長（高松 徹君） ただいま上程い

ただきました議案第９号財産の取得についてにつ

きまして、提案の要旨を御説明申し上げます。 

 本件は、令和２年度に国のＧＩＧＡスクール構

想によるＩＣＴ環境整備計画に基づき、町立小・

中学校へ整備いたしましたタブレット端末８３９

台につきまして、本年度、おおむね５年と言われ

ます学習用端末の更新時期を迎えますことから、

快適なＩＣＴ環境の構築と情報管理に万全を期す

ため、文部科学省の公立学校情報機器整備事業費

補助を活用し、更新を図るものでございます。 

 本件のタブレット端末につきましては、北海道

が基本ソフト別に定めた機器仕様と、各自治体の

購入台数に基づき入札を実施し、納入事業者及び

端末の価格を決定いたしました。その結果をもっ

て、各自治体が事業者と購入契約を締結するとい

う共同調達方式による取得となります。 

 事業者等の決定につきましては、令和７年３月

１８日に北海道が実施いたしました入札の結果、

上富良野町が求める仕様の端末につきましては、

東日本電信電話株式会社が、１台当たり４７,００

０円で落札し、これに消費税を加算し、購入台数

の８５９台を乗じました、本議案の４,４４１万３

００円となっているところでございます。 

 以下、議案の朗読をもって説明とさせていただ

きます。 

 議案第９号財産の取得について。 

 上富良野町立小中学校ＧＩＧＡスクール端末を

次により取得するため、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得または処分に関する条例第３条

の規定により、議会の議決を求める。 

 １、取得の目的。上富良野町立小中学校ＧＩＧ

Ａスクール端末。 

 ２、取得の方法。随意契約による。 

 ３、取得金額、４,４４１万３００円。 

 ４、取得の相手方。札幌市中央区大通西１４丁

目７、東日本電信電話株式会社、執行役員、北海

道事業部長、島津泰。 

 ５、納期。令和８年３月３１日。 

 以上で、議案第９号財産の取得についての説明

といたします。 

 御審議いただきまして、議決くださいますよう

お願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、提案理由

の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） お伺いいたします。 

 ５年ごとの更新ということで、非常にいろいろ

と大事なものでありますけれども、５年更新とい

うことで、消耗も早いなと思っています。やは

り、お金をかけた以上は、有効的に使えるのが原

則かなとは思います。 

 そこでお伺いしたいのですが、保守点検の管

理、故障等が起きた場合、恐らく、この東日本電

信電話株式会社が行うのかどうなのか、販売会社

が行うのかどうなのか、そこら辺は、契約等は何

年になっているのか、分かれば、分かる範囲でお

願いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（高松 徹君） ４番米澤議員か

らの保守点検についての御質問がありましたが、

保守につきましては、この東日本電信電話株式会

社と契約を結ぶ際に、引渡しの日から１年以内に

故障、何か修繕が必要なことがあった場合につい

ては、事業者の責任をもって、修繕等もしくは交

換するような内容で契約を結ぶ予定となっており

ます。 

 以上です。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） １年以内ということで、

そういう契約なので仕方がないのかと思います

が、こういったものは、契約上、延長とかそうい

う特約的なものがあるのかどうなのか、その点お

伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） 教育振興課長、答弁。 

○教育振興課長（高松 徹君） ４番米澤議員の

御質問にお答えいたします。 

 現在はところ、１年間の保守ということで契約

をしようと考えておりますが、延長ということで

すけれども、１年後に、そのときの故障の状態

で、今回台数８５９台なのですが、この台数に

は、児童・生徒の数に加えまして、１５％の予備

機も含まれておりまして、こちらも文科省の補助

対象となっておりますので、修理で賄えない部分

につきましては、こちらの代替機を使用しまし

て、子どもたちにタブレットは供給していきたい

なと考えているところでございます。 

○議長（中澤良隆君） そのほか質疑ございませ

んか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） これをもって、質疑を終

了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、議案第９号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 着席ください。 

 よって、議案第９号財産の取得について（上富

良野町立小中学校ＧＩＧＡスクール端末）は、原

案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩といたしたいと思います。 

 再開は、１５時４０分。 

─────────────── 

午後 ３時２７分 休憩 

午後 ３時４０分 再開 

─────────────── 

○議長（中澤良隆君） それでは、休憩に引き続

き、会議を再開いたします。 

────────────────── 

◎日程第１２ 発議案第１号 

○議長（中澤良隆君） 日程第１２ 発議案第１

号議員派遣についてを議題といたします。 

 提出者から、趣旨説明を求めます。 

 ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） ただいま上程いただきま

した発議案第１号議員派遣について、趣旨を申し

上げます。 

 北海道町村議会議長会主催の議員研修会及び先

進地調査及び北海道町村議会議長開催の議会広報

研修会について、地方自治法第１００条第１３項

及び会議規則第１２９条の規定により、議員派遣

を発議するものであります。 

 以下、議案の議決項目を朗読をもって説明させ

ていただきます。 

 発議案第１号議員派遣について。 

 上記議案を、次のとおり会議規則第１４条第２

項の規定により提出いたします。 

 令和７年６月１８日提出。 

 上富良野町議会議長、中澤良隆様。 

 提出者、上富良野町議会議員、米澤義英。 

 賛成者、上富良野町議会議員、小林啓太。上富

良野町議会議員、荒生博一。 

 議員派遣について、次のとおり地方自治法第１

００条第１３項及び会議規則第１２９条の規定に

より、議員を派遣する。 

 記。 

 １、北海道町村議会議長会主催の議員研修会及

び先進地調査。 

 （１）目的、議会議員の資質向上に資するた

め。 （２）派遣場所、札幌市、千歳市。 

 （３）期間、令和７年７月８日から７月９日、

２日間。 

 （４）派遣議員、全議員。 

 ２、北海道町村議会議長会主催の議会広報研修

会。 

 （１）目的、議会広報特別委員会の委員の資質

向上に資するため。 

 （２）派遣場所、札幌市。 

 （３）期間、令和７年８月１９日、１日間。 

 （４）派遣議員、議会広報特別委員。 

であります。 

 なお、その他の事情により変更が生じる場合

は、議長に一任いたすことにしております。 

 以上で、発議案第１号の議員派遣についての説

明を終わります。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、趣旨説明

を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 質疑がなければ、質疑を

終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、初議案第１号を採決いたします。 

 本件は、現案のとおり決定することに賛成の方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 賛成者多数であります。 

 着席ください。 

 よって、発議案第１号議員派遣については、現

案のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１３ 発議案第２号 

○議長（中澤良隆君） 日程第１３発議案第２号

ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林業・

木材産業施策の充実・強化を求める意見について

を議題といたします。 

 提出者から、趣旨説明を求めます。 

 １２番小林啓太君。 

○１２番（小林啓太君） ただいま上程いただき
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ました発議案第２号ゼロカーボン北海道の実現に

資する、森林・林業・木材産業施策の充実・強化

を求める意見についての趣旨を御説明申し上げま

す。 

 本件は、令和７年５月８日に北海道森林・林

業・林産業活性化促進議員連盟連絡会及び５月１

５日に北海道町村議会議長会から、当該意見書の

採択提出の要請書を受理し、５月２６日の議会運

営委員会において、所管である総務産建常任委員

会に付託され、６月５日の委員会で慎重審議いた

しました。 

 本件に関しましては、本道の森林を将来の世代

に引き継ぎ、環境への負荷の少ない循環型社会の

形成に貢献するためには、ゼロカーボン北海道の

実現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・

強化を図ることが必要とする内容であり、委員会

として採択すべきものとして意見書を提出するこ

とに決定いたしました。 

 それでは、以下、議案を朗読し説明申し上げま

す。 

 発議案第２号ゼロカーボン北海道の実現に資す

る森林・林業・木材産業施策の充実・強化を求め

る意見について。 

 上記議案を、別記のとおり、会議規則第１４号

第２項の規定により提出します。 

 上富良野町議会議長、中澤良隆様。 

 提出者。上富良野町議会議員、小林啓太。 

 賛成者。上富良野町議会議員、荒生博一。 

 次のページを御覧ください。 

 ゼロカーボン北海道の実現に資する森林・林

業・木材産業施策の充実・強化を求める意見書。 

 本道の森林は、全国の森林面積およそ４分の１

を占め、地球温暖化防止や国土の保全、林産物の

供給等の多面的機能の発揮が期待されており、こ

れらの機能を十分に発揮させるためには、森林資

源の循環利用を進める必要がある。 

 全国一の森林資源を有する北海道において、本

町と道が連携し、２０５０年カーボンニュートラ

ル実現に向けて、伐採後の着実な植林による森林

の若返りや長期間炭素を固定化する木材利用の促

進、化学燃料の代替となる木質バイオマスの利用

促進など、森林吸収減対策を積極的に推進する責

務を担っている。 

 本町をはじめ、道内各地域では、森林資源の循

環利用に向けて、森林整備事業や治山事業など、

国の事業を活用し、植林・間伐や路網の整備、優

良飼料の安定供給、山地災害の防止、木材建築物

の整備、森林づくりを担う人材の育成など、様々

な取組を進めてきたところである。 

 本道の森林を将来の世代に引き継ぎ、環境への

負荷の少ない循環型社会の形成に貢献するために

は、活力ある森林づくりや道産木材の利用、防

災・減災対策を一層進め、ゼロカーボン北海道の

実現に資する森林・林業・木材産業施策の充実・

強化を図ることが必要である。 

 よって、国においては、次の措置を講ずるよう

強く要望する。 

 記。 

 １、地球温暖化や山地災害の防止など森林の多

面的機能の持続的な発揮に向けて、新たに策定さ

れた「国土強靱化実施中期計画」に基づき、伐採

後の着実な植林、適切な間伐、路網の整備は、防

災・減災対策の推進に必要な予算を十分に確保す

ること。 

 ２、森林資源の循環利用を推進するため、優良

飼料の安定供給・鳥獣害・病虫害など、森林被害

対策ＩＣＴ等の活用によるスマート林業の推進、

木材加工・流通体制の強化、建築物の木造・木質

化や木質バイオマスの熱利用などの促進による道

産木材の需要拡大、外国人材も含めた森林づくり

を担う多様な人材の育成・確保などに必要な支援

を充実強化すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により提出す

る。 

 令和７年６月１９日。 

 北海道空知郡上富良野町議会議長、中澤良隆。 

 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大

臣、財務大臣、総務大臣、文部科学大臣、農林水

産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大

臣、復興大臣。 

 以上で、発議案第２号のゼロカーボン北海道の

実現に資する森林・林業・木材産業制作の充実・

強化を求める意見についての説明といたします。 

 御審議いただき、御議決くださいますようお願

い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって、趣旨説明

を終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって

質疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、発議案第２号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は御起立願います。 
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（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 着席ください。 

 よって、発議案第２号ゼロカーボン北海道の実

現に資する森林・林業・木材産業制作の充実・強

化を求める意見については原案のとおり可決され

ました。 

────────────────── 

◎日程第１４ 発議案第３号 

○議長（中澤良隆君） 日程第１４ 発議案第３

号上富良野町議会の議員の定数を定める条例の一

部を改正する条例についてを議題といたします。 

 提出者から、趣旨説明を求めます。 

 ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） ただいま上程いただきま

した発議案第３号上富良野町議会の議員の定数を

定める条例の一部を改正する条例につきまして、

その提案要旨について御説明申し上げます。 

 令和６年６月１３日の第２回定例町議会で設置

された議員定数・議員報酬調査特別委員会は８回

の審議をへて、令和７年３月の第１回定例町議会

でその結果を報告しました。 

 その結論は、議員定数について適正とされる明

確な基準がない中で、将来人口や財政規模、議会

運営上の支障等の面、他自治体の状況などを参考

に議論したが、今後、さらに議論が必要であると

なりました。 

 その後、議員定数の削減を考える議員間で協議

を行い、それぞれが思う削減する場合の定数の

数、考え方について、順次発言を行いました。そ

の中でも当初、佐藤議員、金子議員、茶谷議員、

小林議員、岡本議員からの提案にあっては最大４

名の削減をしてはとの発言もあり、議会機能の維

持や町民の多様な意見を反映するための適切な議

員数について意見が分かれました。 

 全国的に人口減少を背景に、議員定数を削減す

る自治体が増えている中、単なる経費削減だけで

はなく、議員の質の向上や委員会構成の在り方な

ど、議会の機能強化が重要な論点となっていま

す。 

 町民アンケートにおいては約８０%の方が議員が

多いと回答しており、定数削減の一因となってい

ますが、議会の活動や委員会の状況が町民に十分

に伝わっていないことも課題と考えられます。 

 議員定数の削減により、町民の意見が町政に反

映されにくくなる懸念もありますが、議員自らが

積極的に議会活動を行うことで、町政への影響力

を高めることができると考えます。 

 最終的には、町民の意見を尊重し、当選への

ハードルや地域経済の厳しい現状を考慮し、民主

主義を基本とした決定を行うこととし、現行の議

員定数から２名を削減して、１２名とする議員削

減案を提出することとなりました。 

 この提案は、少子高齢化や人口減少が進行する

当町において、議会の効率的な運営と財政の健全

化を図ることを目的としています。また、議員定

数の削減により、議会の意思決定の迅速化や議員

一人一人の責任の明確化が期待されます。 

 以上の理由から、現行の議員定数を２名削減し

て、１２名とする発議案を提出するものです。 

 以下、議案の朗読をもって、説明といたしま

す。 

 発議案第３号上富良野町議会の議員の定数を定

める条例の一部を改正する条例。 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条第

２項の規定により提出いたします。 

 上富良野町議会議長、中澤良隆様。 

 提出者、上富良野町議会議員、林敬永。 

 賛成者、上富良野町議会議員、佐藤大輔。同じ

く、荒生博一。同じく、湯川千悦子。同じく、金

子益三。同じく、茶谷朋弘。同じく、中瀬実。同

じく、井村悦丈。同じく、北條隆男。同じく、小

林啓太。同じく、岡本康裕。 

 次のページをお開きください。 

 上富良野町議会の議員の定数を定める条例の一

部を改正する条例。 

 上富良野町議会の議員の定数を定める条例（平

成１４年、上富良野町条例第２３号）の一部を次

のように改正する。 

 本則中、「１４人」を「１２人」に改める。 

 附則、この条例は、令和７年８月１日以降、初

めてその期日が告示される一般選挙から施行す

る。 

 以上でございます。 

 御審議賜りまして、御議決いただきますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（中澤良隆君） これをもって趣旨説明を

終わります。 

 これより、質疑に入ります。 

 ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） 提案者に伺います。 

 この間、提案者の趣旨説明の中で述べたとお

り、この特別委員会では、最終決定、結論が出な

かったという状況になっています。その背景に

は、今、述べたように４名減だとか、２名減だと

かという形の中で、また、住民の意見を反映する

定数が最低でも必要ではないかというような意見

の中で、結論として、結果が出なかったものだと
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思います。そういうことが、結果としてありまし

た。 

 今回、定数削減の要因として、引き続き、やは

り住民の声が届くような議会活動だとか、議員の

質を高める、こういうことが当然必要ですし、当

然、委員会の活発な活動も必要になってくると述

べていますし、多様性のあるやはり声を、この議

会または行政で政策提案をするためにも必要であ

ると。だけれども、議員削減は必要なのだという

ような、矛盾に満ちた趣旨説明があるのですが、

私は、今、現状どうなのかというところでありま

す。定数削減によって、極端な今、人口現象があ

りません。そういう状況の中では、現状維持でも

十分いいのではないかと思います。 

 二つ目には、多様性の問題でありますが、今、

曲がりなりも町においては、立候補者数が減った

というより、無競争がない状況の中で議会議員選

挙が行われてきているという状況にあります。一

部、全部ではありませんが、もっと議会に出て活

躍したいのだけれども、いろいろな会社の事情や

家庭の事情の中で出にくい環境があるのだという

ことで、これは、社会的な要因もいろいろ解決し

なければなりませんが、やはり、そういう人たち

に対して、門戸、扉を閉めるような形になるので

はないかと、私は思っているのです。 

 今、多様性のある社会の中で、社会が求められ

て、女性議員ももっと増やして、女性の声を議会

や行政に届ける必要があるのだということが言わ

れているわけですから、それに逆行するような定

数の削減というのは、僕はやめるべきだと思いま

すが、それに反するようなことをしていると私は

思います。どのようにお考えなのかお伺いいたし

ます。 

 また同時に、この間のアンケートを見ました。

その中には、確かに人口減少がしているから、定

数削減、財政面の立て直しという形の声がありま

した。 一方で、議員の資質に疑問を感じるとい

う大事な問題があるのですね。やはりこの問題と

いうのは、私が出てから、いつでもどこでもこう

いう課題として上がっているわけで、このアン

ケートを寄せた方というのは、提案者も説明があ

るように、議会そのものの議会活動の内容が伝

わっていないという問題もありますし、議員の資

質をもっと向上してほしいという率直な意見が述

べられています。また、議員活動が分からないと

いう話も出ておりますので、こういった部分を改

善しながら、この間、議会が行ってきた議会懇談

会、いろいろな形を網羅して、形の中でいろいろ

専門的な観光協会や一般の住民を対象にしなが

ら、また保育部門だとかいろいろな人たちを対象

しながら、懇談を重ねて議会のやはり在り方、町

の在り方、町で暮らす皆さん方の未来像は何かと

いうことで、こういう形をとって、粘り強く議会

を分かってもらう、この継続こそが、定数削減に

関係なくやはり求められているのです。 

 それなので、単純に定数削減をすれば問題が解

決するという話ではないのです。こういったとこ

ろというのは、提案者、どのようにお考えなの

か、やはり現状の定数を維持しながら、住民の多

様な声を届け、それを議会・行政に政策提言する

というのが、私たちの役割だと思います。 

 また同時に、歳出別の議会構成を見ても０.７％

です。こういう状況を見た場合でも、決して議会

費というのは高いものではありません。そこにい

つも問われているのは、住民との議会との接点を

いかに見出していくかというところがやはり大事

だと思っておりますが、この点について、提案

者、どのようにお考えなのかお伺いいたします。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） ４番米澤議員の４点の御

質問についてお答えさせていただきたいと思いま

す。 

 まず１点目、特別委員会としても結論は出な

かったけれども、今、多様性の中で声を議会に届

ける、極端な人口現象にもない中での削減提案と

いうのはいかがなものかということについては、

私も議員と同じ考えを持っております。確かに、

選挙にはなってございます。２年前も定数プラス

２になってございますから、選挙がなっていない

わけではありませんが、いずれにしても定数に満

たない部分というのが懸念される。これから言わ

れている今、議員も言われた人口現象が、まさに

その最たるもの、働く者も少なくなってきている

中では、そういうものが足りなくなってきている

と考えております。 

 それで、人口につきましても、令和５年の全国

町村議長会の調べによって、本町は１万２４４名

だったと思いますけれども、それがもう１万人を

切って９,７００人台ということでございます。毎

月の広報を見ても、９,５０５人ですか、ちょっと

人数については誤りましたので、訂正をお願いし

たいと思います。この間においても、ぎりぎりの

選挙も数回ありましたが、こうしたことがある背

景から提案に至っております。 

 ２点目であります。出たいという方の声を議員

も聞かれる、私も聞かれます。ただ、選挙という

ものです。当選もすれば落選もする、そういう

ハードル、あと、選挙に係る経費は、前回選挙か
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ら公費負担の部分が発生しておりますけれども、

決してそれだけで終わるものではない。そうした

資金的なもの、家族の理解をというものもござい

ます。だからといって、その１２名にした場合、

２名減にした場合、先ほどの私、提案要旨の中に

も述べましたけれども、当選のハードルが高くな

るという部分も確かに心配するものでありますけ

れども、真に議会に出ようとしている人間につい

ては、定数が１２名であろうが、１４名であろう

が、それは私は一緒ではないのかなと考えてござ

います。 

 ３点目であります。議員の質、資質に疑問を感

じるというアンケート、今年の３月の特別委員会

の結果報告において全て明らかになって、読み返

してみますと、本当に町民の皆さんからは、「議

会の活動が分からない。」、「個人、個人何をし

ているのだろう。」、そういう活字で残ってござ

いました。だから、「議員の定数も今の１４名で

なくていい、８名でもいい。」という声もある。 

 一方で、「議会は、監視機能を有するのだか

ら、現状の１４名ではなく、報酬を減らしてもっ

と増やしてもいいのではないか。」という、そう

いう声もあります。それで、議員の質につきまし

ては、今、基本となる町民に何をさせていただい

ているかを訴えている部分についてという基本

は、議会だよりであります。 

 この議会だよりは、基本中の基本でありますか

ら、いかにそれをもって議員の活動を、議会の活

動を町民の皆様に知らせていかなければならない

のかという、私自身も広報特別委員会の委員でご

ざいますので、都度、写真一つにしても、こうい

う写真が町民の皆さんにアピールできるのではな

いかどうかと考えながらやっておりますので、そ

れは、今後も広報活動を中心とした政策になるも

のだと考えております。 

 あと４点目、歳出０.７％の議会費ということで

ございます。住民と議会の接点についてというこ

ともございますけれども、確かに議会費の構成が

それほど大きいわけではございません。 

 ただ、都度あるごとに財政、厳しい財政、かと

いって、私が今ここで報酬を上げたらいいとかそ

ういうことではないので、その点については誤解

をいただかないようにしていただきたいですし、

米澤議員においても、私がそんなことを言ってい

るわけではないというのは御存じかと思いますけ

れども、１４人から１２人になった、だから、そ

の分をどうこうするということでは私はございま

せん。歳出の部分、２名減った部分が、それほど

影響はない中においても、減らすことについて

は、これは町民の声です、全て最後は町民の声を

反映するのが、私たち上富良野町議会議員の役割

だと私は思っております。 

 そういったことをトータル的に考えまして、今

回１４名から１２名とさせていただいておりまし

た。なかなか理解できること、十人十色でありま

す。それぞれ、ここにいる議員の皆さんもそうで

すけれども、それぞれの考え方がある中で、若い

方にも出ていただきたい、かといって、一方で、

専門職ではございません。常勤の議員でもありま

せん。生活給をいただいているわけでもありませ

ん。その中で、職場の中で、理解のある職場が議

員の皆さんを出してくださる方がいるということ

は、本当に感謝申し上げる部分であります。私自

身も職員からこういう議員にならせていただいた

段階で、本当に議員の活動、大変でありますけれ

ども、これ、兼職されている方、本当にその職場

の環境、本当に整っているなと感じます。 

 それなので、上富良野町のことを思って、町議

になっていただく、なろうと思う方においては、

いろいろなハードルがあります。そのハードルが

壊れるのを、なくなるのを待ってはいられない状

況が、今ありますので、ぜひ、そのことも考え

る。 

 あと、もう一つ付け加えますと、全道町村議長

会の報告書、これは公費で買っていただいており

ます、地方議会人という中でもありますけど、北

海道の中でも、私どものこの人口規模、５,０００

人から１万人の規模でいけば、平均で１１.４人で

すか、１４人を下回っております。現に、類似団

体でいけば、空知管内の長沼町が１２名、隣の栗

山町が１１名、人口規模当町と同じ、財政規模も

同じですけれども、そうした形でも議会運営をし

ておりますし、ちょっと前後して申し訳ありませ

んが、特別、私どもが議長の提案によりつくられ

ました特別委員会においても、そうしたことも参

酌されたことは、米澤議員も御存じのことと思い

ます。 

 ぜひ、このたび提案させていただく２名につい

て、御理解をいただき、御賛同をいただきますよ

う、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上であります。 

○議長（中澤良隆君） ４番米澤義英君。 

○４番（米澤義英君） ハードルが高くなるとい

う、全くそのとおりなのですね。当然、議員定数

が少なくなれば、当選するラインが高くなるとい

う状況だと思います。 

 そうしますと、組織力のあるところ、あるいは

地盤の強い、そういう人たちが、ひょっとしたら
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可能性として、あくまでもなのですが、やはり議

会に多数を占めるというような環境になっていく

可能性も考えられるのではないかと思います。 

 また同時に、先ほども言いましたが、若い方、

女性の方も含めて、いろいろな意見を持った人た

ちが、結局出るのは自分自身だから出なさいとい

うのは、それはあるのかもしれません。 

 しかし、私たち、この議会というのは、そうい

う人たちに、やはりいかにこの議会に出ていただ

いて、いろいろな方たちの意見を議会のほうに、

行政のほうに届けられる一定数の議員定数という

のがあって、私はそれが成り立つものだと思って

おります。 

 今回のように、２名の議員が減になるというこ

とになれば、そこにすらやはり問題が発生して、

狭められて出たいと思う人たちが、議会選挙にも

なかなか出ることができないという状況になるの

ではないか思います。 

 また、この間の議員定数、どんどん削減してき

ました、いろいろな人口減、いろいろあります。

ただ、その中で問題なのは、今、農家から出てい

らっしゃる方というのは、正式には専業で二人で

すか、そういう形になっております。以前でした

ら、一定定数があれば、東中だとか、江幌、静修

だとか、島津だとか、こういったところからも議

員の方が出られて、当然、仕事を持ちながら、や

はりその立場から議会や行政に提言したりとかし

てきたわけなのです。そういうものが失われると

いうのは、地域の財産が、地域の経済が、また、

ありようが、やはり失われるのではないかと思っ

ております。 

 何よりも大事なのは、そういう人たちの声を反

映できるような議員定数が必要だと思っておりま

す。仮に、１４人から１２人になった場合、約１

人の議員が、百数十票当たり増える形になりま

す。我々が住民人口にして、背負う声だとか、届

けなければならない声というのが、そういう状況

になります。そういうものもあります。 

 私は、根本的に言いたいのは、やはりこういう

状況の中で、アンケートにもありますが、議員の

資質をもっと高めなさいと、やはり、成り手不足

に対応したような形、そういうものも対応しなけ

ればなりませんし、やはり議会の活動が分からな

いという率直な声が寄せられているのであれば、

これに対して議会が粘り強く、いろいろな扉を開

きながら、住民とのやり取りをしながら、議会の

様子を知らせたり、問題があれば、聞いたりだと

かして、その中で、議員の議会との接点を見出す

べきであって、やるべきことはここであって、議

員定数の削減ではないということを訴えておきた

いと思います。 

○議長（中澤良隆君） ６番林敬永君。 

○６番（林 敬永君） ４番米澤議員の３点の御

質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目、当選するハードルが高くなる、

まさに、そのとおりであります。それと合わせ

て、質も上がるものと私は考えてございます。先

ほどもちょっと説明をさせていただきました、選

挙に出る定数が１４、いわゆる今現在は定数プラ

ス１とか２の部分で、定数に到達するのがなかな

かない、時間がかかっている中で、無投票なんて

いうことはあり得ませんから、その中でも、選挙

において選ばれるということによって、その一人

一人の議員の質も、当然上がるものと私は考えて

おります。 

 また、若い人が不利になるという考え方でよ

かったでしょうか、組織を持たない、地盤を持た

ない可能性、そういうもののハードルも低く、高

くなるのかなという、組織地盤というのはよく言

う話でございますが、それぞれの分野ですか、農

業関係とか、商工業関係とか、自営業とか、宿

泊・観光業とか、いろいろなそういう部分はあり

ます。そういう人たちが、やはり議会に出て発言

することによって、町の振興というのは図られる

ものだと思いますから、ただ、必ずしもその分

野、分野の人たちが、割り振りをされて出てくる

わけではない。それぞれの、やはり町をよくした

いという思いの一点で出てきて、結果、私なんか

は無職で出ておりますけど、そういう声がなるの

かなと思っております。 

 あと、住民に届ける声が増えるという部分も確

かにございます。人口で割って、一人一人の議員

数でいけば確かに増える。ただ、増えることは、

先ほど来言われております質の向上を求めて、ま

た議会活動をＰＲするための広報活動を求めて、

広く住民の皆さんにアピールすることが、その声

を住民に届けられる手法でないかなと考えてござ

います。 

 あと、活動が分かりづらいという部分につきま

しても、先ほど来言っております、私たち、公費

で、道内・道外先進地視察というのを行かせてい

ただいて、その議会活動の広報のやり方について

も、十勝管内で研修をさせていただいたことも過

去にございます。議会モニターなり、そういうも

のをつくっていくことも一つ。また、議員が町場

に出て、そういう対話をする場を設けるというの

も、これからは一つだと思います。それは、議会

活性化計画にも載っているのかなと思いますの
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で、そういうものをさらに有効に活用していく、

利用していく、使っていく、そういうものでカ

バーしていくことが望まれると考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中澤良隆君） ほかに質疑ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） なければ、これをもって

質疑を終了いたします。 

 これから、討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 討論なしと認めます。 

 これから、発議案第３号を採決いたします。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛成の方

は御起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（中澤良隆君） 起立多数であります。 

 着席ください。 

 よって、発議案第３号上富良野町議会の議員の

定数を定める条例の一部を改正する条例は、原案

のとおり可決されました。 

────────────────── 

◎日程第１５ 閉会中の継続調査 

      申し出について 

○議長（中澤良隆君） 日程第１５ 閉会中の継

続調査申出についてを議題といたします。 

 議会運営委員長及び各常任委員長から、会議規

則第７５条の規定により、各委員会において別紙

配付の閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調

査とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中澤良隆君） 御異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中

の継続調査とすることに決定いたしました。 

 以上をもって、本定例会に付議された案件の審

議は、全て終了いたしました。 

────────────────── 

◎閉 会 宣 告 

○議長（中澤良隆君） これにて、令和７年第２

回上富良野町議会定例会を閉会といたします。 

午後 ４時１９分 閉会 
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